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資料編
記念事業の経過
八王子市市制 100 周年記念事業実行委員会会則など

協賛企業・団体

八王子市長

「ひと」「まち」  輝く 100 年に 輝かしい未来に向かって

八王子市議会議長

伊藤　裕司

　八王子市が市制施行 100 周年を迎え、数々の記念事業を通して市民の皆

様とともに、めでたき節目を祝うことができましたことを大変うれしく思い

ます。

　記念事業の中心であり、70 万人という多くの方に訪れていただいた「第

34 回 全国都市緑化はちおうじフェア」をはじめ、いくつものイベントが成

功に終わったのも、献身的に活動していただいた市民ボランティアの皆様の

お力があってのものであり、改めて「八王子市の市民力の高さ」を感じたと

ころです。

　市制 100 周年記念事業の足跡であるこの記録集が、次の 100 年への礎と

なり、輝かしい未来に向かって市民に語り継がれて行くことを願って止みま

せん。

　結びに、長期に渡る幾多の記念事業にご参加・ご協力いただきましたすべ

ての皆様に、市議会として心から感謝申し上げる次第です。

　本市では、市制 100 周年を記念して市民の皆様をはじめ、企業や大学、八

王子にゆかりのある方々との協働を基本にさまざまな記念事業に取り組んで

まいりました。その結果、オール八王子で市制 100 周年の節目の年を祝い、

次の 100 年につながる取り組みになったものと確信しております。

　この『八王子市 市制 100 周年記念事業記録集』には、2 か年にわたり市民

の皆様と実施してまいりました 250 を超える記念事業を掲載しています。記

念事業を通じて育まれたまちへの想いを未来につなぎ、さらには本市が誇る

市民力・地域力の素晴らしさに触れ、輝かしい未来に期待を膨らませていた

だければ幸いです。

　結びに、市制 100 周年記念事業にご参加・ご協力いただいたすべての皆様

に心より感謝申し上げますとともに、今後も未来を担う子どもたちが夢と希

望を持てるまちの実現に向け、市民の皆様と手を携え、次の輝きの 100 年へ

の歩みを進めてまいります。
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事 業 編
市 制 10 0 周 年 記 念 事 業

記念事業の基本構想

基本理念

　市制 100 周年という記念の節目を全市をあげて祝い、本市を創り上げてきた先人たちの功績をたたえる。あ

わせて、まちの魅力を再認識して次世代に伝え、活かすことにより更なる市勢発展の契機とし、新たな 100 年

に向けた魅力あふれる八王子を創造する。 

基本方針

(１) 市制 100 周年を全市をあげて祝い、ふるさと八王子への愛着を深める。

(２) 八王子の魅力を再認識し、次世代へ継承するとともに、広く発信する。 

(３) 八王子の豊富な地域資源をより一層活用して、人々が楽しみ、集い、わくわくする、まちのにぎわいを創出する。

ロゴマークとキャッチフレーズ 

＜ロゴマーク＞ 

　「空と山並み」「夕日とまちのにぎわい」「水と緑」を一つひとつの

要素が表し、全体で「数字の 100 と漢字の百」また、2 つの丸で八王

子の「8」を表現しています。

＜キャッチフレーズ＞ 

　過去の歴史は漢字の「百」、未来は数字の「100」とするとともに、過去

から新しい未来へのつながりを、それぞれ「彩り」・「輝き」と表現して

います。 

記念事業の実施期間とコンセプト 

プレ事業期間（平成 28 年4 月～平成 29年3月）
平成 28 年4 月～ 12 月

「彩りの百年」
平成 29 年1 月～ 3 月
「彩りから輝きへ」

記念事業期間（平成 29 年4 月～平成 30 年3月）
平成 29 年4 月～ 12 月

「輝きの 100 年」
平成 30 年1 月～ 3 月
「未来への一歩」

　こ れ ま で の 百 年 を 振
り 返 る と と も に、八 王
子を「見て」 「知って」「感
じ る」こ と で、八 王 子
の 魅 力 を 再 認 識 す る 機 
会とします。

　次 世 代 へ の 継 承・転
換 を 見 据 え、過 去 か ら
未 来 へ の た す き を つ な
ぐ機会とします。 

　全市をあげて市制 100
周 年 を 祝 う と と も に、
次の 100 年に 光をあて、
未 来 を 見 つ め、未 来 を
語る機会とします。 

　新たな 100 年につな
げ る た め、記 念 事 業 を
総 括 し、前 進 す る 機 会
とします。
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　平成 29 年の市制 100 周年に向け、祝賀の機運を高めていこうと、平成 28 年には

プレ記念事業を市内各所で開催しました。まつりやスポーツ、市民の皆さんが実施

するイベントなど、多くの参加者で盛り上がりました。

1. 花と緑のまちづくりフェア：まちなかがきれいな花で彩られ、多くの方が訪れました。　2. フラワーフェスティバル由木：南大沢駅前
や中郷公園が色とりどりの花に包まれました。　3. ★学生天国★：学生たちの活気でまちなかがにぎわいました。　4. 2016健康フェス
タ・食育フェスタ：市制100周年を機に合同開催となり、多くの方が楽しみながら健康づくりを行いました。　5. 市長と語る：まちづくり
についてさまざまな提案がありました。　6. 2016八王子環境フェスティバル：環境の知識を深めるさまざまなブースが並び、家族連れ
など、多くの方が楽しみました。　7. 防犯防災フェア：多くの参加者が防犯・防災意識を高めるイベントを体験していました。　8. 八王
子100年応援団発足式：八王子ゆかりの著名人による応援団を発足し、団長に北島三郎さん、副団長にヒロミさんが就任しました。
9. パネルキャラバン：市民の皆さんから寄せられた写真を中心としたパネルでまちの歴史を振り返りました。　10. 八王子・夏の風物市：
八王子産のアサガオの販売をはじめ、縁日や人力車を楽しむ方でにぎわいました。　11. 八王子浅川ガサガサ探検隊：たくさんの生き物
にふれ、多くの参加者の皆さんが自然の豊かさを満喫しました。　12. 八王子花火大会：色とりどりの花火が夏の夜空を彩りました。
13. 八王子まつり：民踊流しでギネス世界記録に挑戦し、2,130人で「最多人数で踊る盆踊り」に認定されました。　14. 子ども手作り甲冑
教室：甲冑づくりを通じて、子どもたちがまちの歴史にふれました。　15. 踊れ西八夏まつり：踊り手と多くの観覧客で会場は熱気に包
まれました。　16. 越中八尾おわら風の舞in八王子：勇壮な舞いが訪れた方を魅了しました。　17. 青年ライブステージ：臨場感あふれ
るステージで会場が盛り上がりました。　18. 姉妹都市盟約を締結：北条三兄弟のゆかりで神奈川県小田原市、埼玉県寄居町と姉妹都市
の盟約を締結しました。

市制 100 周年プレ記念事業
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28. 八王子市消防団音楽隊定期演奏会：八王子にゆかりのある方の楽曲などが披露され、観客はその音色に聴き入っていました。
29. 親子里山保全体験講座（高尾の森自然学校）：森林整備作業やクラフト作りなどの体験学習を通じて、豊かな里山環境の継承について
学びました。　30. ふれあいコンサート：障害者施設を中心に多くの方が来場し、さまざまなジャンルの音楽を楽しみました。　31. シ
ティプロモーション動画「ぼくらの八王子MV」：市のオリジナルダンスソングを八王子ゆかりの方々が踊りつないでいく動画を制作し
ました。　32. 八王子市消防団出初式：木遣りやはしご乗り、一斉放水などを一目見ようと多くの方が訪れました。　33. 成人式：社会人
としての一歩を踏み出す若者を激励、祝福する盛大な催しとなりました。　34. 八王子市図書館手づくりの本展：多くの子どもたちが本
に親しみました。　35. 八王子学生CMコンテスト：学生ならではの視点で制作された八王子の魅力が詰まった30秒のCM動画が上映さ
れ、受賞作品はまちのPRに活用されました。　36. 「市制100周年記念」学校給食で姉妹都市献立の提供：姉妹都市の特産品や郷土料理を
提供し、市内全小・中学校の子どもたちが各都市の食文化を学びました。　37. 高尾梅郷梅まつり：一足早い春の訪れを感じようと大勢
の観梅客でにぎわいました。

19. 子どもフェスティバル：子ども絵画コンテスト入賞者の表彰やステージ発表、創作・チャレンジ体験など、多くの子どもたちが楽し
むようすが見られました。　20. 全国大陶器市「八王子値切り市」：50万点を超える陶器を買い求める来場者でにぎわいました。　21. 生
涯学習フェスティバル：展示・体験コーナーやステージ発表を通じて生涯学習を身近に感じるきっかけづくりの場になりました。
22. 八王子フードフェスティバル：八王子を代表する飲食店などの出店があり、おいしい食を求めて多くの方が来場しました。　23. 八
王子市民文化祭：公演や市制100周年をテーマにした展示など、多くの方が市民文化にふれました。　24. タブレットとパソコン祭り：参
加者の皆さんが熱心にパソコンの操作などを学びました。　25. 八王子いちょう祭り：クラシックカーパレードには八王子出身でリオ
デジャネイロ五輪柔道女子の銅メダリスト、中村美里さんが登場し、来場者から歓声が沸きました。　26. 八王子国際交流フェスティバ
ル2016：訪れた方々は外国人市民や留学生の皆さんとの交流を楽しんでいました。　27. 大学コンソーシアム八王子学生発表会：学生な
らではのアイデアを市や企業に提案するとともに学生同士の交流にもつながりました。

19

21

28

31

31

31

31

35

37

36

29

30

32

33

34

23

20

22

19

27

2524 26

0706

01

資
料
編

　
　
編

P
R

事
業
編



100Anｎiversary

実施日 平成 29 年 10 月 1日（日）

1,502 人参加者数

オリンパスホール八王子会場

開　式 第一部
式　典

第二部
祝　祭

第三部
表　彰 閉　式

開式宣言

国歌独唱

市歌斉唱

市長式辞

市議会議長祝辞

来賓祝辞・紹介

市制 100 周年記念表彰
特別顕彰授与
特別表彰授与
特別感謝状贈呈
お祝いの演奏

100年応援団祝賀メッセージ

自治功労者長寿杖贈呈

表彰状授与

感謝状贈呈

式典プログラム

　八王子にゆかりのある方々とともに、これま

でのまちの100年の歴史を振り返り、市制施行

100周年を迎えたことを記念し、祝い、次の100年

に向けて新たな八王子の発展に想いをつなげて

いくために、記念式典を挙行しました。

　第一部の式典では、石森市長の式辞後、伊藤市

議会議長や総務副大臣、東京都知事、衆議院議員

に祝辞をいただいたほか、式典に参加した姉妹

都市や海外友好交流都市を紹介しました。

　第二部の祝祭では、市制100周年記念表彰とし

て、戦時中、ドイツで多くの伝染病患者の命を

救った本市出身の医師、肥沼信次氏などに特別

顕彰を贈ったほか、八王子学園八王子高等学校

による吹奏楽演奏や八王子100年応援団からの

メッセージが披露されました。

　式典当日は町会や市民団体、事業者の皆さんが、式典に訪れ

た方をおもてなししました。お祝いの鏡割りを皮切りに、山車

を寄せてのお囃子の競演や人力車乗車体験、ステージではダン

スや車人形が披露され、式典会場周辺は市制100周年のお祝い

ムード一色に包まれました。

　第三部では市政進展の功労者への表彰などを

実施し、最後は「ぼくらの八王子」を来場者全員

で合唱し、市のさらなる発展に向けて新たな第

一歩を踏み出しました。

市
制
施
行
１
０
０
周
年
記
念
式
典

市民の皆さんとともに
おもてなし
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100Anｎiversary

　全国都市緑化フェアは、「緑豊かな潤いある街づくり」をテーマとした国内最大級の花と緑の祭典です。

　はちおうじフェアは、富士森公園をメイン会場に、市内6地域のサテライト会場のほか、100か所以上のスポット会場で

開催し、市内全域で盛り上がりました。また、「参加体験型」のフェアとして、「食」や「ガーデニング」、「アウトドアスポー

ツ」などに関する各種イベントにより、八王子の魅力を全国に発信しました。

西放射線ユーロード中央エリア
道の駅八王子滝山北エリア
夕やけ小やけふれあいの里西エリア

南浅川・高尾登山電鉄清滝駅前西南エリア
片倉つどいの森公園東南エリア
南大沢駅前・由木地区東エリア

サテライト会場

富士森公園メイン会場

実施日 平成29年9月16日（土）～ 10月15日（日） 703,416 人参加者数
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HACHIOJI

FOR
NEXT100th

スポレク

芸術文化

自然環境

歴史伝統生涯学習

健康福祉

キックオフ

安全安心

産業振興

VISION FORUM

ビジョンフォーラム

VISION FORUM

　これまでの100年の成果を「まなび（振り返り）」、次の100年の発展に向けたビジョンを「むすび（共有）」、次世代
に八王子の夢と希望を「つなぐ（継承）」をコンセプトに、8つのテーマについて未来への提言を行うリレー形式の
フォーラムを開催しました。次代を担う子どもたちの意見を組み込みながら、次の100年のまちづくりを市民の皆
さんとともに考えました。

まちの魅力を引き出す8つのテーマ

平成29年2月5日（日）　クリエイトホール
参加者数：173人

平成29年7月2日（日）　学園都市センター
参加者数：202人

平成29年8月19日（土）　いちょうホール
参加者数：413人

平成29年8月20日（日）　学園都市センター
参加者数：200人

平成29年10月15日（日）　いちょうホール
参加者数：140人

平成29年11月12日（日）　いちょうホール
参加者数：510人

平成29年9月17日（日）　富士森体育館
参加者数：223人

平成29年11月25日（土）　クリエイトホール
参加者数：151人

平成29年10月5日（木）　いちょうホール
参加者数：239人

スポーツ推進フォーラム

みどりのまちづくりフォーラム

生涯学習フォーラム

市民フォーラム・未来を語る

健康福祉フォーラム 文化芸術フォーラム

生活文化創造都市フォーラム

安全安心フォーラム

歴史伝統フォーラム
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FINALE

FUTURE! TIME CUPSULE子どもミライフォーラム・明日へつなぐ
グランドフィナーレ タイムカプセル収納式

実施日 平成 30 年 2 月 4 日（日）

550人参加者数

いちょうホール会場

実施日 平成 30 年 2 月 24 日（土）

80人参加者数

富士森公園こども広場会場

　市制100周年記念事業を締めくくるイベントと

して「子どもミライフォーラム・明日へつなぐ」と

「グランドフィナーレ」を開催しました。市制100

周年記念事業のラストとして、この日を特別な

日にしようと、小学生から高校生までの子ども

たちや、学生リーダーが中心となって企画・運営

し、当日は未来への提言やステージ発表など、盛

りだくさんのプログラムとなりました。

　子どもたちが思い描く夢と希望がつまった八

王子の未来を、多くの皆さんと共有し、次の100

年に向けて新たな一歩を踏み出しました。

プログラム
第１部 子どもミライフォーラム・明日へつなぐ

1. 基調講演

2. 子どもたちが発表！「ミライへの提言」

3. パネルディスカッション

第２部 グランドフィナーレ

1. ファンファーレ

2. ダンス「ぼくらの八王子」  たにぞう氏（特別出演）

3. 合唱「100年先の君へ」

4. お囃子

5. 和太鼓

6. ビジョンフォーラム「子どもたちからの提言」

7. 全員合唱「Believe」

　市制100周年記念事業を通じて再認識した八王子の魅力やまち

への想いを次世代につなげていくため、タイムカプセルを富士森

公園のこども広場に埋設しました。タイムカプセルには、記念事

業の参加者から寄せられた将来に向けたまちへの想いが込められ

たメッセージカードのほか、ビジョンフォーラムでまとめた提言、

小中学生が未来のまちの姿を想像して描いた「子ども絵画コンテ

スト」の入賞作品、市制100周年の記念品などを入れました。

　タイムカプセルは、メッセージを寄せた子どもたちがまちづく

りの中心となっている30年後に開封します。

プログラム
1. 市長挨拶

2. 来賓祝辞

3. 来賓紹介

4. メッセージ収納

5. タイムカプセル格納

6. タイムカプセル表示板のお披露目
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100Anｎiversary

　市民の皆さん自らが企画・実施する23の市民
提案事業が行われました。伝統や文化、歴史、自
然、スポーツといったさまざまなテーマのイベ
ントが開催され、市民の皆さんを通じたまちの
魅力の発信につながりました。

市民提案
事業 事業一覧

滝山城址の歴史と緑豊かな
自然環境を守り、地域力を結集し、

魅力ある加住地区を次世代につなぐ事業

　八王子市市制施行100
周年を記念して、滝山桜
ま つ り、加 住 市 民 セ ン
ターまつりなどのイベン
トを開催して、自然豊か
で歴史ある加住地域の活
性化を目指しました。

●実  施  日/ 平成29年4月8日（土）・5月13日（土）【中止】・
7月20日（木）・11月4日（土）・5日（日）・25日（土）

●会　    場/ 滝山城跡、 加住市民センターなど　　　　
●実施団体/ 加住地区町会・自治会連合会
●参加者数/ 1,500人

八王子の更なる100年への
食の安全

　食品卸売市場が連携し、
日本の食文化の特徴でも
ある旬を食べることの大
切 さ、旬 の お い し さ、食
の安全を後世に伝えてい
く事業を実施。また、八
王子さんま祭りを初開催
し観光化を目指しました。

●実  施  日/ 平成29年4月8日（土）・6月10日（土）・
9月9日（土）・10月14日（土）

●会　    場/ 八王子綜合卸売協同組合、
八王子総合卸売センターなど

●実施団体/ 八王子から発信！日本の食を守る実行委員会
●参加者数/ 2,650人

八王子100年
森と踊るプロジェクト

　眠っている広大な八王
子の森を活用して、森を
守り100年後につながる
イキイキとした森創り、
人創り、人と人、人と地域、
人と森を繋ぐプロジェク
トに取り組みました。

●実  施  日/ 平成29年5月21日（日）・6月10日（土）・
7月29日（土）～ 31日（月）・11月12日（日）

●会　    場/ 恩方中学校北西の森、
夕やけ小やけふれあいの里など

●実施団体/ 八王子100年森と踊るプロジェクト実行委員会
●参加者数/ 115人

『The 100th』
八王子市市制100周年記念・通算100回演奏会

（第56回定期演奏会）

～誰もが音楽を楽しめる街、八王子に～
アウトリーチコンサート

　市内小学校に出向き、
いつもの教室、いつもの
音楽室をステージにした
チ ェ ロ と ピ ア ノ の コ ン
サートとチェロ演奏体験
を開催しました。
　また、福祉関連施設利
用者及びその保護者など
を対象としたコンサート
も開催しました。

●実  施  日/ 平成29年4月20日（木）～ 12月19日（火）
●会　    場/ 市内小学校、八王子美山学園など
●実施団体/ NPO法人チェロ・コンサートコミュニティー
●参加者数/ 1,236人

「八王子をどり」
市制100周年特別公演

八王子ものづくりコンテスト
市制100周年記念「はちもん社会科見学」

　八王子にゆかりのある
方なら応募ができる作品
コンテスト、八王子市内
の現場を訪れ、職人から
直接その歴史や成り立ち
を学び、ものづくりを体
験する「はちもん社会科
見学」を開催しました。

●実  施  日/ 平成29年6月4日（日）～ 8月26日（土）・
9月18日（祝・月）～ 23日（祝・土）

●会　    場/ 市内のものづくり現場各所、
クリエイトホール

●実施団体/ はちもん実行委員会
●参加者数/ 643人

八王子NPOフェスティバル
～協働のまち八王子を目指して

　市内にて様々な分野で
行われている市民活動を
広く市民に認知してもら
うため、市内の市民活動
団体等が八王子駅北口西
放射線ユーロードなどを
会場に、さまざまな活動
を行いました。

●実  施  日/ 平成29年5月7日（日）・13（土）・14日（日）・
　　　　　   20日（土）・21日（日）・27日（土）
●会　    場/ 八王子駅北口西放射線ユーロード、

八王子労政会館など
●実施団体/ 八王子NPOフェスティバル実行委員会
●参加者数/ 12,027人

八王子市民マラソン野球大会
八王子市市制100周年記念

早朝野球プレミアムカップ争奪戦
●実  施  日/ 平成29年4月29日（祝・土）・

9月9日（土）～ 10月28日（土）
●会　    場/ ダイワハウススタジアム八王子、滝ガ原球場
●実施団体/ 八王子市早朝野球連盟
●参加者数/ 411人

　日舞をはじめ、八王子
芸妓衆による伝統芸能を
披露し、花柳界としての
文化・伝統を継承する事
を目的に開催。公演では

「八王子オリャセ節」や、
八王子にちなんだ楽曲を
中心に披露し、伝統を再
認識していただきました。

●実  施  日/ 平成29年5月19日（金）・20日（土）
●会　    場/ いちょうホール
●実施団体/ 八王子をどり実行委員会
●参加者数/ 1,668人

　通算100回目の記念す
べき定期演奏会と、市制
100周 年 に 連 動 し、楽 曲

「八 王 子(桑 都 の 風・高 尾
山の紅葉・甲州街道の銀
杏の三部作)」を中心に、

「八王子」や「祝祭」をコン
セプトに吹奏楽の魅力を
伝え、楽しめるコンサー
トを実施しました。

●実  施  日/ 平成29年6月17日（土）
●会　    場/  いちょうホール
●実施団体/ 八王子市民吹奏楽団
●参加者数/ 800人

　早朝6時から夜10時までの16時間に及ぶマラソン野球
を通して世代を超えた市民交流を行いました。
　ま た、市 制100
周 年 記 念 早 朝 野
球 プ レ ミ ア ム
カ ッ プ と し て
チ ャ ン ピ オ ン ズ
ゲ ー ム を 開 催 し
ました。

子どもたちが創り演じる舞台劇

●実  施  日/ 平成29年4月4日（火）・5日（水）
●会　    場/ いちょうホール
●実施団体/ 子どもたちが創り演じる舞台劇実行委員会
●参加者数/ 321人

　「100年前の小学生」「100年後の小学生」を題材に、お年
寄りへの取材や、ゆかりのある地を訪れるワークショッ
プなどを通じ、専門家の指導の下、33人の子ども達とプ
ロ劇団員が舞台劇を創り出しました。

市制100周年
八王子城武者甲冑づくり

　北条氏照公をはじめ家
老から足軽までの甲冑を
市民の手作業で製作。八
王子城跡御主殿で「甲冑
づくり発表会」を開催し、
披露したほか、市内各所
に展示しました。

●実  施  日/ 平成29年4月23日（日）～ 9月23日（祝・土）・
10月9日（祝・月）

●会　    場/ 元八王子市民センター、八王子城跡
●実施団体/ 市制100周年八王子城武者甲冑づくり実行
　　　　　   委員会
●参加者数/ 300人

01

資
料
編

　
　
編

P
R

事
業
編

1716



100Anｎiversary

市民提案事業一覧

～緑の保全シンボルフラワー～
市の花「山ゆりフェスティバル」

つながれ人の和！
人も街もスポーツで元気に！

　市 制60周 年 記 念 と し
て 市 の 花 に 制 定 さ れ た

「山ゆり」の普及活動を行
うとともに、地元の伝統
文化（獅子舞）を披露した
ほか、地元作詞家により
制作された「山ゆりの里」
の歌のPRを行いました。

●実  施  日/ 平成29年7月15日（土）～ 23日（日）
●会　    場/ 上川の里　特別緑地保全地区
●実施団体/ 上川の里づくり運営委員会
●参加者数/ 450人

中心市街地の歴史の継承と
新しい賑わいの創出を目指す

イベントシリーズ事業

　中心市街地における歴
史の継承と自然あふれる
賑わいスペースの創出を
コンセプトに、歴史と魅
力を発信・共有するため、
パブリックスペースにお
いてイベントを実施しま
した。

●実  施  日/ 平成29年7月8日（土）～ 30日（日）・
12月22日（金）

●会　    場/ 網代園
●実施団体/ Public Place Lab.
●参加者数/ 240人

　「参 加 す る」、「応 援 す
る」、「育てる」をキーワー
ドに、スポーツで明るく
豊かな生活を追及するた
め、マラソンフットサル
やプロコーチによるサッ
カースクールなどを開催
しました。

●実  施  日/ 平成29年8月6日（日）・26日（土）・
9月30日（土）・12月16日（土）

●会　    場/ エコフットサルパーク八王子、
戸吹スポーツ公園など　　　　　　　　　

●実施団体/ （一社）八王子サッカー協会
●参加者数/ 688人

八王子産材と八王子廃材を活用した
木工体験ワークショップ

～世代を超える自然の恵みと想いを親から子へ未来へ繋げる～

八王子流鏑馬
武道と倭の文化披露

　八王子市の平安や発展を
願い、戦国時代そのものの
姿を忠実に再現した流鏑馬
神事などを行う予定でした
が、台風の接近による風雨
の影響で中止となりました。

●実  施  日/ 平成29年10月21日（土）・22日（日）【中止】
●会　    場/ 片倉つどいの森公園
●実施団体/ 八王子流鏑馬委員会

　八王子の山から間伐対
象の倒木した木を伐採、
加工をして、子どもから
大人まで木に親しめるバ
ターナイフ作りなどのも
のづくり体験を実施しま
した。

●実  施  日/ 平成29年7月22日（土）・23日（日）・ 
8月19日（土）・20日（日）・
11月18日（土）・ 19日（日）・
12月14日（木）～ 17日（日）

●会　    場/ 高尾599ミュージアム、   　　　　　　　　
   村内ファニチャーアクセスなど

●実施団体/ 家具のまち八王子
●参加者数/ 667人

写真が語る
八王子開市から未来へ

八王子市市制100周年
ロックンロールプロジェクト

「八王子ポカポカフェスタ」

　宮大工小町家の歴史と
手掛けた作品の資料を展
示紹介したほか、記念講
演会を開催。建築設計を
通じた八王子の歴史と文
化、これからのまちづく
りを考えました。

●実  施  日/ 平成29年11月17日（金）～ 21日（火）
●会　    場/ 学園都市センター
●実施団体/ 八王子市民史を記録する会
●参加者数/ 850人

八王子の宮大工小町家と番匠
～小町和義の仕事展～

八王子市　市制100周年記念事業
八王子の中世との新たな対話
- 今、よみがえる"滝山三城" -

　加住丘陵に現存する滝
山三城(滝山城、高月城、
根小屋城)について関心
を高めるため、散策用の
ガイドマップ「戦国の名
城（国 指 定 史 跡）滝 山 城
跡」な ど の 作 成・配 布 や

「城山三城めぐり」を開催
しました。

●実  施  日/ 平成29年11月3日（祝・金）・19日（日）
●会　    場/ 滝山三城（滝山城、高月城、根小屋城）
●実施団体/ NPO法人滝山城跡群・自然と歴史を守る会
●参加者数/ 54人

　八王子が持つ自然、歴
史・伝統芸能・文化、およ
び産業等の多様性と可能
性について文化面を中心
に、そして八王子の将来
を築くアーティスト達を
写真で紹介しました。ま
た、世 界 平 和 に 関 す る
トークショー、映写会な
ども開催しました。

●実  施  日/ 平成29年11月23日（祝・木）～ 28日（火）・
●会　    場/ 学園都市センター
●実施団体/ 八王子開市から未来への会
●参加者数/ 700人

第1部　「夕焼け小焼け」をもっと知ろう
第2部　たにぞうさんと楽しく歌おう♪　

みんなで歌おう八王子

　第1部では、「夕焼け小焼け」の原詩の紹介をはじめ、中
村雨紅の童謡詩の世界に光を当てました。
　第2部では、たにぞう
さんと歌い、踊る、楽し
さいっぱいのステージ
ショーを開催。新八王
子応援ソング「風よ吹け  
  ぼくのまち」のお披露目
も行われました。

●実  施  日/ 平成29年11月25日（土）
●会　    場/ いちょうホール
●実施団体/ ＮＰＯ法人

八王子生涯学習コーディネーター会
●参加者数/ 460人

　八王子観光ＰＲ特使の
「ニューロティカ」が中心

となり、八王子の「8」に因
み8つのキーワードに関
連した仲間とともに、盛
大なイベントを開催し、
八王子をＰＲしました。

●実  施  日/ 平成29年12月3日（土）
●会　    場/ エスフォルタアリーナ八王子
●実施団体/ 八王子市市制100周年

ロックンロールプロジェクト実行委員会
●参加者数/ 3,500人

市制100周年記念
八王子フィルハーモニー管弦楽団

第56回定期演奏会
●実  施  日/ 平成29年10月29日（日）
●会　    場/ オリンパスホール八王子
●実施団体/ 八王子フィルハーモニー管弦楽団
●参加者数/ 976人

　八王子市民吹奏楽団とのコラボレーションや、八王子
出身のピアニストを招聘しての協演など、記念の年にふ
さわしい一流の音楽を、多くの市民の皆さまに気軽に聴
いていただける場を提供しました。

Dr.肥沼の偉業を
後世に伝えましょう

　欧州大戦直後、ドイツでチフスの治療にあたり、多く
の人を助けた本市出身の医師肥沼信次博士の功績を後
世に残すための活動を行いました。
　人を大切にする、そして郷土のために行動を起こせる
市民が集うまちにすることができました。

●実  施  日/ 平成29年9月3日（日）
●会　    場/ 中町公園
●実施団体/ Dr.肥沼の偉業を後世に伝える会
●参加者数/ 1,000人
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演奏：東京交響楽団メンバー

(C)KIMURA Tadashi

　甲州街道周辺をコースとし、コースのすべてが公道で
ある大会としては、日本最大級の駅伝大会です。今年は
リオデジャネイロオリンピック女子柔道日本代表で銅メ
ダリストの中村美里選手、田代未来選手をスターターに
迎え、例年以上に盛り上がった大会となりました。

全関東八王子夢街道駅伝
競走大会
■実  施  日 / 平成 29 年 2 月 12 日（日）
■会　    場 / 甲州街道周辺
■実施団体 / 全関東八王子夢街道駅伝競走大会実行委員会
■出場者数 /  2,036 人

　「市制 100 周年記念事業イベントガイドブック」をは
じめ、「日本の名湯 100 選」・「いきいき 100 歳健康法」
など、『100』がつく本を 100 冊集め、企画展示・貸出
しを行いました。

テーマ展示「100がつく本」
■実  施  日 / 平成 29年4 月1 日（土）～ 30 日（日）
■会　    場 / 川口図書館
■実施団体 /  八王子市教育委員会川口図書館
■参加者数 /  9,877 人

　市制 100 周年と資料館が開館 50 年を迎えるにあたり、
郷土資料館で所蔵している資料のうち常設展示に出し
ていない品々を、学芸員がそれぞれの切り口からケー
スごとにおすすめ品を選んで展示を行いました。

■実  施  日 / 平成 29年4 月1 日（土）～ 5 月 31 日（水）
■会　    場 / 郷土資料館
■実施団体 /  八王子市教育委員会郷土資料館
■参加者数 /  4,180 人

学芸員のおすすめ！
蔵出し収蔵品展

ＮＨＫラジオ第 1
「キャンパス寄席」公開収録

■実  施  日 / 平成 29年4 月15 日（土）  
■会　    場 / 明星大学
■実施団体 / 日本放送協会、

八王子市市制 100 周年記念事業推進室
■参加者数 /  400 人

　市制 100 周年を記念して、ラジオ番組「キャンパス
寄席」の公開収録を実施しました。司会は、実力派漫
才師のサンドウィッチマンと、声優・戸松 遥さん。
　当日は、お笑い芸人による爆笑ライブや若手落語家
の熱気あふれる一席を堪能することができました。ま
た、明星大学の学生が参加する企画コーナーもあり、
会場は大いに盛り上がりました。

八王子大音楽祭 2017
■実  施  日 / 平成 29年4 月21日（金）～ 5月21 日（日）
■会　    場 / いちょうホールなど
■実施団体 / （公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団
■参加者数 /  25,853 人

　「街でつながる、人と人と音楽と」をテーマに、市民の
身近な場所で音楽に親しむことができるよう、中心市街地
から郊外まで市内各所の会場で気軽に鑑賞・参加できる音
楽イベントを開催しました。
　八王子に縁のあるアーティストを活用した企画など多様
な事業を広く展開しました。

【総事業 127 事業】
・クラシック 48 事業
・ジャズ 24 事業
・ポピュラー 29 事業
・ワールド 27 事業
・邦楽 8 事業
・ほか 1 事業

（重複カウントあり）

花と緑のまちづくりフェア2017
■実  施  日 / 平成 29年4 月22 日（土）   ・23 日（日）
■会　    場 / 八王子駅北口西放射線ユーロードなど
■実施団体 / 八王子ファッション都市協議会
■参加者数 /  20,000 人

　「これから未来の 100 年」をテーマに市立第一小学校
児童に協力をいただき、イベントのシンボルでもある

「手 作 り 花 モ ニ ュ メ ン ト」に 八 王 子 産 ペ チ ュ ニ ア で
「100」をデザインしました。

　市立第一小学校に 12 年前から当事業に協力をいただ
いている記念として、100 周年オリジナルＴシャツを全
児童に進呈しました。

　新たな事業をはじめ、市民の皆さんに親しまれているイベントも記念事業として
行われ、八王子の多彩な魅力を多くの皆さんに体験していただきました。記念事業

01

2120

資
料
編

　
　
編

P
R

事
業
編



　東京 2020 オリンピックの追加競技種目に採用された
ボルダリング。世界を転戦するワールドカップの大会が
市制 100 周年を迎える本年、八王子市で開催されました。
27 の国と地域から 138 名の選手が出場する中、日本人
選手の活躍もあり、会場は大いに盛り上がりました。ま
た、連日、新聞やＴＶなど、多数のメディアで本大会と
エスフォルタアリーナ八王子が取り上げられ、八王子の
ＰＲ効果は絶大でした。

　37 全地区で開催する「みんなで えがこう 八王子の未
来」とあわせて一斉活動を実施し、市制 100 周年を市
民の力で盛り上げ、継続的に青少年の健全育成をさらに
推進していこうという発案をもとに、子どもたちの健や
かな成長を願い、地域のつながりを深めていくことを目
指し、1 年間活動を展開しました。

八王子市青少年対策地区委員会連絡会
一斉活動（クリーン活動・防災訓練）
■実  施  日 / 平成 29年4 月～平成 30 年3 月
■会　    場 / 市内各地域（中学校区）
■実施団体 / 八王子市青少年対策地区委員会連絡会
■参加者数 /  30,302 人

IFSCボルダリング
ワールドカップ八王子2017
■実  施  日 / 平成 29年 5 月6 日（土）   ・7 日（日）
■会　    場 / エスフォルタアリーナ八王子
■実施団体 / （公社）日本山岳・スポーツクライミング協会
■参加者数 /  4,257 人

ダンボールコンポスト
たい肥の活用

　市民がダンボールコンポストを使って生ごみを資源化
し、作ったたい肥を八王子駅南口とちの木デッキなどの
ほか、全国都市緑化はちおうじフェアでも活用しました。
市民 100 人にダンボールコンポストセットを無料で配布し、
そこからできたたい肥も活用しました。
　全国都市緑化はちおうじフェアでは、サテライト会場で
ある南大沢駅前、夕やけ小やけふれあいの里、小田野中央
公園、スポット会場である小津の古民家で活用しました。

■実  施  日 / 平成 29年4 月～平成 30 年 3 月
■会　    場 / 全国都市緑化はちおうじフェア会場、

八王子南口とちの木デッキなど
■実施団体 / 八王子市ごみ減量対策課

　｢市民相互のふれあいと融和｣ ｢地域文化の創造｣を目
的とする由木地域の市民手づくりの祭典が盛大に開催
されました。
　市制100周年のお祝いを表現したオブジェをお披露目し、
記念写真が撮れるパネルと地元小学生の協力による花
いっぱいのオブジェを公園に設置し、気運を高めました。

フラワーフェスティバル由木
■実  施  日 / 平成 29年4 月29 日（祝・土）  ・30 日（日）
■会　    場 / 南大沢中郷公園、南大沢駅前遊歩道
■実施団体 / フラワーフェスティバル由木祭典委員会
■参加者数 /  115,000 人
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2017 健康フェスタ・食育フェスタ
■実  施  日 / 平成 29年 5 月21 日（日）
■会　    場 / エスフォルタアリーナ八王子
■実施団体 / はちおうじ健康づくり推進協議会、
　　　　　　 はちおうじ食育フェスタ実行委員会
■参加者数 /  10,674 人

　5 月の第 3 日曜日の「市民健康の日」にあわせ、団体
や企業の協力のもと、体力測定やおはし検定など、健
康や食育について学習できる機会となる健康フェスタ・
食育フェスタを開催しました。
　市制 100 周年事業として、健康フェスタと食育フェス
タを合同で開催したことで、より多くの方に来場いただ
きました。

　市制 100 周年を記念し華やかに祝う演目として、市民・
学生・プロのアーティスト等の力を結集した手作りの市
民参加型オペラ「アイーダ」を上演、愛と平和への祈り
を込め、感動的で質の高い演目を多くの観客に届けまし
た。
　これまで築き上げてきた各館における文化芸術の事業
を集め、公演を作りあげることで、100 周年記念事業を
契機に新たな交流機会を提供しました。

オペラ「アイーダ」
■実  施  日 / 平成 29年 5 月 6 日（土）
■会　    場 / オリンパスホール八王子
■実施団体 / （公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団
■参加者数 /  1,403 人

長房ふれあい端午まつり

　本年は 天候に恵まれたこともあり、南浅川の大空
いっぱいに泳ぐ 1,000 匹の鯉のぼりを見ようと、多く
の方々にご来場いただきました。また、長房市民セン
ター前ではイベントや模擬店が行われ、大盛況となり
ました。

■実  施  日 / 平成 29年 5 月4 日（祝・木）   ・5 日（祝・金）
■会　    場 / 長房市民センター、南浅川河畔
■実施団体 / 長房地域住民協議会
■参加者数 /  25,700 人

■実  施  日 / 平成 29年5 月14 日（日）
■会　    場 / 八王子駅北口西放射線ユーロードなど
■実施団体 / 八王子学生委員会
■参加者数 /  33,000 人

　大学コンソーシアム八王子に加盟する 25 大学等の合
同学園祭で、八王子学生委員会が企画・運営。ＪＲ八王
子駅北口西放射線ユーロード及び三崎町公園・中町公園・
横山町公園において、大学等紹介、音楽、ダンスなど、
日頃の活動の成果を学生がまちなかで発表しました。
　市制 100 周年記念事業＆都市緑化はちおうじフェア
のブースも設け、多くの市民へ記念事業に関するＰＲを
行いました。

八王子地域合同学園祭 
★学生天国★
■実  施  日 / 平成 29年5 月14 日（日）
■会　    場 / 八王子駅北口西放射線ユーロードなど
■実施団体 / 八王子学生委員会
■参加者数 / 33,000 人

　第 12 回 ★学生天国★ の大学等紹介企画エリアにて、
各大学等の地域活動に関するパネル展示と学生による発
表を実施しました。
　「学園都市八王子」の魅力を一般来場者へ広く周知す
るとともに、他大学で活動に取り組む学生の交流の機会
を提供することができました。

学園都市八王子の底力
～学生の力、地域の力～
■実  施  日 / 平成 29年5 月14 日（日）
■会　    場 / 八王子駅北口西放射線ユーロードなど
■実施団体 / 八王子学生委員会
■参加者数 /  33,000 人

ヘルシーウォーキング

　「市民健康の日」と位置づけている 5 月の第 3 日曜日にあ
わせて開催しているウォーキング大会。参加者に八王
子の歴史について触れてもらうため、今回は「絹の道」

「絹の道資料館」をコース上に設定し、約 13 キロのコー
スで開催しました。
　参加者に、ウォーキングを通じて健康維持・増進や、
体力づくりの意識を高めることができたほか、八王子
市の歴史や文化についても周知することができました。

■実  施  日 / 平成 29年 5 月21 日（日）
■会　    場 / 南大沢中郷公園～鑓水まちの広場～
　　　　　　　みなみ野の丘公園～エスフォルタアリーナ八王子
■実施団体 / ヘルシーウォーキング実行委員会
■参加者数 /  703 人

八王子古本まつり

　古本を通じて今昔を繋げるイベントとして開催して
いる八王子古本まつり。
　100 周年を記念して今回のテーマを「百薬」とし、
20 店舗以上の古書店が出店。「100 年前の本」の特設
コーナーを設置するなどし、来場者がこれまでの 100 年
を振り返り、これからの 100 年を意識するひとつのきっ
かけづくりを行いました。

■実  施  日 / 平成 29年5 月3 日（祝・水）～ 7 日（日）
■会　    場 / 八王子駅北口西放射線ユーロードなど
■実施団体 / 八王子古本まつり実行委員会
■参加者数 /  55,000 人

　「未来にのこしたい 八王子の好きなところ」「ぼく・
わたしたちがえがく 20 年後の八王子」をテーマに実施
し、総数 5,087 人から応募があった「ぼく・わたしたち
の八王子 子ども絵画コンテスト」の上位入賞作品の展
覧会・巡回展を実施しました。
　子どもたちの夢や希望を込めた作品の数々を市内各所で
展示することで、自分たちが暮らすまちへの意識を高め、
これからのまちづくりを考える機会となりました。

ぼく・わたしたちの八王子
子ども絵画コンテスト
展覧会・巡回展
■実  施  日 /  [展覧会]平成29年1 月16 日（月）～22日（日）    

 　 [巡回展 ]平成29年5月1日（月）～11月23日（祝・木）      
■会　    場 / 八王子駅南口総合事務所など
■実施団体 / 八王子市児童青少年課
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　実行委員会形式で 18 回目となった本年は、「はちおう
じの環境をみる・きく・考える」をメインテーマに掲げ、
70 ブースの出展がありました。
　燃料電池機関車の乗車体験や、クラフトワークショッ
プ、花苗配布のほか、子どもたちにも身近に環境に接し
てもらうため、ごみ分別クイズやスタンプラリーを実施。
来場者が環境に触れ合いながら一日楽しめる場を提供
し、盛況裏に終了しました。

2017八王子環境フェスティバル
■実  施  日 / 平成 29年6 月3 日（土）
■会　    場 / 八王子駅北口西放射線ユーロードなど
■実施団体 / 八王子環境フェスティバル実行委員会
■参加者数 /  57,000 人

　関東地方環境美化運動の日（5 月 30 日・ごみゼロの日）
統一美化キャンペーンに呼応し「空き缶回収デー」とし
てスタートしたのが始まりです。
　毎年、市内の町会・自治会、学生、事業者など各種団
体の協力を得て、町に捨てられた可燃ごみ・不燃ごみを
収集し町の美化を推進しています。

【29 年度収集量 可燃ごみ：14,190kg、不燃ごみ：1,210kg】

みんなの町の清掃デー
■実  施  日 / 平成 29年5 月28日（日）
■会　    場 / 市内全域
■実施団体 / 美しい八王子をつくる会
■参加者数 /  242 団体  15,931 名

■実  施  日 / 平成 29年5 月14 日（日）
■会　    場 / 八王子駅北口西放射線ユーロードなど
■実施団体 / 八王子学生委員会
■参加者数 /  33,000 人

　消防団 12 箇分団の代表隊 12 隊が出場し、それぞれ
が日頃の訓練の成果を競い合い、規律を含め消防活動技
術の向上を目的として行われています。

消防団消防操法大会
■実  施  日 / 平成 29年6 月25 日（日）
■会　    場 / 東京消防庁第九方面消防救助機動部隊訓練所（鑓水）
■実施団体 / 八王子市消防団（八王子市防災課）
■参加者数 /  400 人

■実  施  日 / 平成 29年5 月14 日（日）
■会　    場 / 八王子駅北口西放射線ユーロードなど
■実施団体 / 八王子学生委員会
■参加者数 /  33,000 人

　生涯学習活動を通じて製作された作品や活動紹介など
を行う催しで、本年で 5 回目の実施。展示・体験コーナー・
ミニステージに 11 団体・個人 6 名が出展しました。
　今年の展示は会場で製作体験ができるものが多く、
パッチワークキルト・アロマグッズ・カラーサンドアー
ト・パステル画・こけ玉などバラエティーに富んだ内容
が好評でした。

生涯学習の集いイン南大沢
■実  施  日 / 平成 29年 6 月17 日（土）   ・18 日（日）
■会　    場 / 生涯学習センター南大沢分館
■実施団体 / 生涯学習の集いイン南大沢実行委員会
■参加者数 /  399 人

　市制 100 周年記念事業として、講師に落合恵子氏をお
招きし、読書が生涯にわたって心の支えになることや、本
や資料を通じて物事を調べる習慣を子どもの時期から身に
付けることの重要性についての講演会を開催しました。
　参加者からは、「本を読みたい」「八王子市の教育の未
来を感じた」などの声が寄せられました。

「調べる学習コンクール」開催記念
「命の感受性」

～図書館が支える、生きる力～
■実  施  日 / 平成 29年 6 月16 日（金）
■会　    場 / クリエイトホール
■実施団体 / 八王子市教育委員会指導課
■参加者数 /  208 人

八王子「宇宙の学校」

　小学校１～３年生とその保護者を対象に、宇宙や科学
をテーマにした、ＪＡＸＡと協力して行う科学工作教室

（スクーリング）と家庭学習を通じて、宇宙や科学に関
する興味・関心をさらに高め、理科好きの子どもたちを
増やしていくきっかけづくりとなりました。

■実  施  日 / 平成29年 6 月18 日（日）  ～ 11 月12 日（日）  
■会　    場 / 東京工科大学八王子キャンパス、

都立八王子北高校など
■実施団体 / 八王子「宇宙の学校」実行委員会
■参加者数 /  1,276 人

　環境施設の集まる戸吹地区をより市民に親しんでもら
うために、地元企業、地元町会、戸吹地域関連所管と連
携した環境啓発及びスポーツイベントを開催しました。
　地域全体のイメージアップが図られたとともに、日の
出町との交流イベント「三多摩は一つなり交流事業」を
併催し、日の出町の方にも本事業をアピールできました。

戸吹クリーンフェスタ
■実  施  日 / 平成 29年7 月8 日（土）
■会　    場 / 戸吹清掃工場
■実施団体 / 戸吹クリーンフェスタ実行委員会
■参加者数 /  1,490 人
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ドイツ・ヴリーツェン市と
友好交流協定を締結
■実  施  日 / 平成29年7 月10 日（月）
■会　    場 / ヴリーツェン市庁舎
■実施団体 / 八王子市多文化共生推進課、

八王子市教育委員会保健給食課

　八王子市出身の医師・肥沼信次博士とゆかりのあるドイツ・ヴリー
ツェン市を市長ならびに議長をはじめとする公式訪問団と市民訪問団
が訪問、友好交流協定を締結しました。これは、肥沼信次博士の功績
を長年にわたり語り継いでいくとともに、ヴリーツェン市との間で相
互理解と友好親善を深めることを目的とし、市制 100 周年記念事業と
して実施したものです。
　協定締結のきっかけとなった肥沼信次博士が眠る墓所を訪れたり、
現地市民と交流したりするなど、本市とヴリーツェン市との関係を深
めていくきっかけをつくりました。

　肥沼博士の墓地は、市の中心にあるフリート墓地の一番
奥の小高い丘にあり、博士の命日である 3 月 8 日には、毎
年ヴリーツェン市民の皆さんによって慰霊祭が行われてい
ます。
　没後 70 周年となった平成 28 年 3 月 8 日の命日には、多
くの八王子市民が作成した千羽鶴 2,650 羽を寄贈しました。

没後 70 年には八王子市民から千羽鶴

　ドイツの食文化にふれるとともに、肥沼医師の功績を知って
いただこうと、平成 29 年 7 月 10 日から 13 日まで市内の小中
学校で「海外友好交流都市献立」を提供しました。子どもたち
は肥沼博士に思いをはせながらドイツ料理を味わいました。

八王子の子どもたちにヴリーツェン市にちなんだ
給食を提供

　明治 41 年 10 月 9 日生まれ。八王子市中町出身。日本医科大学を卒業後、
東京帝国大学放射線医学教室に入局。昭和 12 年にドイツに渡り、フリード
リヒ・ヴィルヘルム大学（通称：ベルリン大学、現在のフンボルト大学）
放射線医学研究所に入所。
　第二次世界大戦終戦直後の昭和 20 年 9 月、当時発疹チフスの蔓延してい
たヴリーツェン市の伝染病医療センターに唯一の医師として着任し、半年
間にわたる献身的な治療により、多くのドイツ人の命を救いました。しかし、
自身も発疹チフスを発症し、昭和 21 年 3 月 8 日、37 歳の若さでこの世を
去りました。

多くのドイツ人の命を救った肥沼信次博士

　八王子市を代表する浅川で、生き物の採集や川遊びを
行うことで、その魅力を肌で感じ、環境を大切にする心
や行動力を育成することを目的として開催しました。
　特に、参加者自らが採集したお気に入りの生き物を 1
匹ずつ水槽に入れる「みんなでつくる 100 匹水槽」は、
水槽を囲んでの写真撮影など、大いに盛り上がる催しと
なりました。

「八王子浅川ガサガサ探検隊」
～ 100 周年に 100 人で 100 匹水槽をつくります～

■実  施  日 / 平成29年7 月9 日（日）
■会　    場 / 浅川鶴巻橋周辺（元本郷四丁目）
■実施団体 / 八王子浅川水辺の楽校運営協議会
■参加者数 /  318 人

はちおうじ福祉歌踊まつり
■実  施  日 / 平成 29年7 月8 日（土）
■会　    場 / いちょうホール
■実施団体 / はちおうじ福祉歌踊まつり実行委員会
■参加者数 /  500 人

　本年度は 173 組（昨年実績 156 組 17 組増）の出場が
あり、会場は歌や踊りで盛り上がりました。
　地域性の高いイベントにしたいと考え、由木地域で古
くから（昭和 20 年発表）歌い踊られてきた由木音頭を、
スペシャルゲストの由木中学校吹奏楽部の生徒の皆さん
に演奏していただきました。

■実  施  日 / 平成 29年7 月8 日（土）   ・9 日（日）
■会　    場 / 八王子駅北口西放射線ユーロードなど
■実施団体 / 八王子・夏の風物市実行委員会
■参加者数 /  40,000 人

　市制 100 周年を記念して、大本山髙尾山薬王院でご
祈祷いただいた御守を添えた「八王子産あさがお」の
販売を、中町の芸者衆の協力を得ながら実施しました。
　また、地域の商店街では、縁日広場、人力車まつり等、
多彩なイベントが開催され、中心市街地活性化に資す
る事業として取り組みました。

八王子・夏の風物市
（あさがお市）

写真提供：松尾奈津子さん

　市制 100 周年記念事業である、ドイツ・ヴリーツェン
市との友好交流協定締結を記念するとともに、海外友好
交流都市である中国・泰安市、台湾・高雄市、韓国・始
興市との友好交流協定締結 10 周年を記念し、4 都市合同
の写真展を開催しました。
　本市の海外友好交流都市及び各都市との交流事業を市
民に知ってもらい、国際理解を進めることができました。

海外友好交流都市写真展
■実  施  日 / 平成 29年 7 月11 日（火）～ 25 日（火）
■会　    場 / 八王子駅南口総合事務所
■実施団体 / 八王子市多文化共生推進課
■参加者数 /  4,109 人

2928

資
料
編

　
　
編

P
R

事
業
編



　本年は市制 100 周年の祝賀イベントとして実施し、見
ごたえのあるスターマインやラストを飾る仕掛け花火が、
八王子の夜空を彩りました。
　例年以上の見学者をお迎えするとともに、多数のご協
賛により、過去最多の 4,450 発を打ち上げました。

八王子花火大会
■実  施  日 / 平成 29年7 月22 日（土）
■会　    場 / ダイワハウススタジアム八王子ほか
■実施団体 / 八王子花火大会実行委員会
■参加者数 /  110,000 人

　姉妹都市の各図書館より、姉妹都市の盟約を結ぶ由来
となった「千人同心」、「北条氏と城」をテーマに資料を
借り受け、各都市の観光パンフレット等と一緒に展示し
ました。
　「八王子市市制 100周年記念展示コーナー」も設け、「八
王子市史」や八王子市の歴史を感じられる資料を展示し
ました。

姉妹都市図書館交流展示
■実  施  日 / 平成29年7 月21 日（金）～8 月12 日（土）
■会　    場 / 中央図書館
■実施団体 / 八王子市教育委員会中央図書館
■参加者数 /  730 人

　すべての人が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの
更生について理解を深め、犯罪のない明るい社会を築く
ことを目的とした全国的な運動です。小・中学生の作文
コンテスト入賞者による作文発表や、第五中（ダンス）、
由木西小（合唱）、横山中（吹奏楽）による舞台演出に
より会場は大いに賑わい、平均年齢 80 歳の八王子プロ
バスクラブ合唱団による市歌斉唱がありました。

■実  施  日 / 平成29年7 月17 日（祝・月）
■会　    場 / いちょうホール
■実施団体 / 社会を明るくする運動八王子市実施委員会
■参加者数 /  744 人

社会を明るくする運動
「みんなに届け！私たちのメッセージ」

　2011 年よりダンス運動が小学校の体育授業にとり入
れられ、ダンスを身近に感じることが多くなってきまし
た。そこで、様々なジャンルの舞踊にスポットを当て、
八王子市内の舞踊の掘り起しと、併せて舞踊文化の発展
に寄与することを目的として開催しました。

■実  施  日 / 平成29年7 月16 日（日）
■会　    場 / オリンパスホール八王子
■実施団体 / 共立・NTT ファシリティーズ共同事業体、

（公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団
■参加者数 /  781 人

ダンス ～樹下に集う～

■実  施  日 / 平成 29年7 月22 日（土）
■会　    場 / 南大沢保健福祉センター
■実施団体 / 南大沢保健福祉センター
■参加者数 /  31 人

　60 歳以上の年齢層に合わせたメイクアップ講座を実
施。講座を通じて、福祉事業での目標「いきがいづくり」
の充実に貢献しました。さらにボランティアの学生が多
数参加してくれたため、多世代交流の場を提供すること
ができました。

メイクアップ講座
■実  施  日 / 平成 29年 7 月22 日（土）
■会　    場 / 南大沢保健福祉センター
■実施団体 / 八王子市南大沢保健福祉センター
■参加者数 /  31 人
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　大学コンソーシアム八王子加盟校が、各校の特色を活
かしたプログラムとして、市内の小学生 4 ～ 6 年生を対
象とした夏休みの特別講座を実施し、子どもたちがさま
ざまな体験を通した学びを深めることができました。19
講座の総定員 440 名に対し、808 名の応募がありました。

夏休み子どもいちょう塾
■実  施  日 / 平成 29年7 月22 日（土）   ・23 日（日）
■会　    場 / 学園都市センター
■実施団体 / 大学コンソーシアム八王子
■参加者数 /  410 人

　広島や長崎の原爆被害や八王子空襲に関するパネル展
示のほか、講演会、紙芝居および語り部の証言を聞く機
会を設けることなどにより、戦争の悲惨さや平和の尊さ
について、啓発を行いました。

平和展　
～こどもたちに伝えたい  この想い～

■実  施  日 / 平成29年7 月29 日（土）～ 8 月2 日（水）・
11 日（祝・金）～ 15 日（火）

■実施団体 / 平和展実行委員会、八王子市総務課
■参加者数 /  3,012 人

■会　    場 / 学園都市センター、
八王子駅南口総合事務所など

　当日は 142 人が参加し、小学 1 ～ 2 年生、3 ～ 4 年生、
5 ～ 6 年生、中学生の 4 部門でトーナメント形式にて競い
合うとともに、日本将棋連盟による指導対局を行いまし
た。将棋を通して、子どもたちに日本の伝統文化に親し
み、礼儀作法の習得や相手を思いやる気持ちなど豊かな
心や生きる力をはぐくむ機会を提供しました。

八王子市長杯 こども将棋大会
■実  施  日 / 平成29年8 月18 日（金）
■会　    場 / クリエイトホール
■実施団体 / 八王子市教育委員会生涯学習政策課
■参加者数 /  142 人

　自分が着たいＴシャツデザイン画を募集したところ
1,585 点の作品の応募をいただき、審査委員による各審
査を経て、入賞作品を選定し表彰しました。
　また、特別賞として八王子観光大使北島三郎さんと八
王子出身のタレントヒロミさんのお二人にも賞を決めて
いただき、合わせて表彰を行いました。今回の応募作品
には、市制 100 周年、八王子をイメージしたデザイン
画が多く、その一部の作品は入賞作品に選ばれました。

Tシャツデザイン画 100 選
■実  施  日 / 平成29年8 月4 日（金）
■会　    場 / いちょうホール
■実施団体 / 八王子ファッション都市協議会
■参加者数 /  500 人

こども科学館
リニューアルオープン

　見て、触って、遊びながら科学を学べる施設「コニ
カミノルタサイエンスドーム」を平成 29 年 7 月にリ
ニューアルオープンしました。
　展示物や設備を一新し、宇宙や科学の不思議、おも
しろさをより一層体感できる施設になりました。館内
には国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）の 10 分の 1 の
模型のほか、ハチオウジゾウや八王子隕石など、地域
の自然科学を学ぶことができるさまざまな展示があり
ます。

■実  施  日 / 平成 29年7 月22 日（土）
■会　    場 / コニカミノルタ サイエンスドーム

（こども科学館）
■実施団体 / 八王子市教育委員会こども科学館
■参加者数 /  636 人
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　市内では、豊かな自然環境と歴史文化、産業・学術研
究等をいかした、多様で多彩な参加体験型の社会教育活
動や市民交流事業が数多く推進されています。
　この新しい「体験楽習」の潮流を、八王子の持続可能
な発展の重要なパワーとして積極的にいかし、交流人口
拡大に向けた戦略的な産業力として育成していくことを
目的とし、夏休み期間で 71 プログラムが開催され、参
加者は 27,031 名を数えました。
　体験楽習のレパートリーが更に広がったほか、今後の
ＭＩＣＥ営業にもいかせるプログラムも出てくるなど、
交流人口の増加につなげるイベントとして大きな期待が
生まれた事業となりました。

■実  施  日 / 平成 29年 8 月1 日（火）～ 31 日（木）
■会　    場 / 市内各所
■実施団体 / 体験楽習フェスティバル八王子2017実行委員会
■参加者数 /  27,031 人

体験楽習フェスティバル
八王子2017

　市制 100 周年記念事業として、独自デザインの「100
年婚姻届」を 1,000 部限定、500 円で販売。記念すべき年
に夫婦になるお二人の「100 年続く幸せ」を市全体で祝福
することで、若い世代の愛着醸成と市制 100 周年の効果
的な機運醸成を図りました。
　タカオスミレをモチーフに、布表紙には織物のまちと
しての歴史をイメージさせる手作業のシルクスクリーン
プリントを施し、歴史・産業・自然など「八王子らしさ」
をさりげなく感じる、高級感のあるデザインとしました。
　市内ブライダル事業者による特別企画や「お店大賞」
受賞店からの届出特典など、民間事業者の協力のもと、
さまざまな取り組みを実施しました。また、市役所本庁舎
での届出挙式や、いちょう祭りでのクラシックカーパレー
ドへの参加など、まち全体で夫婦の幸せを祝福するムード
を盛り上げました。

■実  施  日 / 平成 29年 7 月31 日（月）発売
■実施団体 / 八王子市都市戦略課

「八王子市100年婚姻届」の
制作・販売
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　市制 100 周年を記念するビッグプロジェクトとして、
東京工科大学でプロジェクションマッピングを開催しま
した。映像の内容は、「これまでの 100 年、これからの
100 年」をテーマにした八王子の物語。
　イベント当日は多くの市民の皆さんにご来場いただき、
子どもたちが描いた魅力あふれるキャラクターたちが織
りなす未来の八王子への期待が膨らむ物語と、校舎に映
し出されたダイナミックな光の芸術を存分に体感しても
らうことができました。

　映像の素材となる絵は、東京工科大学の先生や学生たち、市
内小学生やその保護者、地域の皆さんなど、約 300 名が協働で
制作しました。

プロジェクションマッピング
■実  施  日 / 平成 29年8月11 日（祝・金）
■会　    場 / 東京工科大学八王子キャンパス
■実施団体 / 八王子市市制 100 周年記念事業
                          プロジェクションマッピング実行委員会
■参加者数 /  5,000 人

◇ワークショップを開催◇

★物語のナレーションは、
八王子市出身のタレント
「高橋みなみさん」が担当！

　今回は、市制 100 周年記念の八王子まつりとして、昨
年を上回る 85 万人の来場者を記録し、盛大に開催されま
した。
　市制 100 周年をお祝いする弓張提灯を山車や神輿に装
飾し、記念イベントを実施したほか、例年行っている「民
踊流し」「関東太鼓大合戦」「氷の彫刻展」などが行われ
ました。
　市制 100 周年を記念して、上・下地区の山車 19 台が勢
揃いする「山車総覧」が実施されたほか、下地区の山車 2
台を多摩御陵参道から地元町会へ甲州街道を巡行する「御
陵巡行」、上地区の山車 9 台が市役所来庁者駐車場に集結
した「上地区市制 100 周年記念行事」などを行いました。

八王子まつり
■実  施  日 / 平成 29年8月4日（金）～ 6日（日）
■会　    場 / 甲州街道など
■実施団体 / 八王子まつり実行委員会
■参加者数 /  850,000 人
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■実  施  日 / 平成 29年5 月14 日（日）
■会　    場 / 八王子駅北口西放射線ユーロードなど
■実施団体 / 八王子学生委員会
■参加者数 /  33,000 人

　シドニーオリンピック銅メダリストで市内の中央大学
出身の田中雅美さんが直接実技指導と講話を実施しま
した。
　実技指導ではトップレベルの技術指導を市内の小中学
生へ行い、講話ではオリンピック出場時の体験談や、田中
さんが実際に試合前に行っていたことなどを話しました。
　講話の最後には、田中さんの私物を直接小中学生へプ
レゼントするなど、普段は経験することのできない貴重
な水泳教室となりました。

オリンピアンによる水泳教室
■実  施  日 / 平成 29年 8 月23 日（水）
■会　    場 / 中央大学多摩キャンパス
■実施団体 / 八王子市教育委員会スポーツ振興課
■参加者数 /  44 人

■実  施  日 / 平成 29年5 月14 日（日）
■会　    場 / 八王子駅北口西放射線ユーロードなど
■実施団体 / 八王子学生委員会
■参加者数 /  33,000 人

子ども体験塾
「オーケストラ・ワンダーランド

へようこそ！」

　オーケストラを実際に鑑賞する機会の少ない子どもた
ちに、ＣⅮやテレビでは味わうことのできない生のオー
ケストラの大迫力を体感してもらいました。
　クラシック音楽の演奏に加え、市制 100 周年を記念
して、特別に八王子市のオリジナルソング「ぼくらの八
王子」、日野市のオリジナルソング「そらに響け！ヒノ
ソング」の演奏を行いました。

■実  施  日 / 平成29年8 月22 日（火）
■会　    場 / オリンパスホール八王子

■参加者数 /  1,492 人

■実施団体 / 多摩・島しょ子ども体験塾日野市・
八王子市協同事業実行委員会

■実  施  日 / 平成 29年5 月14 日（日）
■会　    場 / 八王子駅北口西放射線ユーロードなど
■実施団体 / 八王子学生委員会
■参加者数 /  33,000 人

学園都市大学
市制 100 周年記念企画展

「八王子へのラブレター」

　八王子学園都市大学 いちょう塾の受講生が、市制
100 周年にちなみ、八王子の魅力を表現した作品を展示
する企画展を開催しました。
　作品の展示とともに、作品に込めた八王子への思いに
ついてメッセージを発信することで、受講生が感じる八
王子の魅力を来場者へ PR する機会になりました。

■実  施  日 / 平成29年8 月18 日（金）～ 22日（火）
■会　    場 / 学園都市センター

■参加者数 /  388 人
■実施団体 / 八王子学園都市大学事務局

ＮＨＫのど自慢

　市制 100 周年を記念した事業の一環として、ＮＨＫ公
開番組「ＮＨＫのど自慢」を実施しました。市民の出場
及び観覧の機会を提供するとともに、番組の放送を通じ
全国に市制 100 周年および八王子のまちの魅力を発信
しました。
　観覧希望者が 7,338 件にものぼり人気の高さがうかが
えました。当日は総合テレビ・ラジオ第 1・国際放送で
生放送され、予選を勝ち抜いた 20 組の熱唱やゲストの天
童よしみさん、舟木一夫さんの歌声を楽しむことができ
ました。

■実  施  日 / 平成 29年8 月20 日（日）
予選会 8 月 19 日（土）

■会　    場 / オリンパスホール八王子
■実施団体 / 日本放送協会、

八王子市市制 100 周年記念事業推進室
■参加者数 /  （予選会）228 組、観覧は延べ 2,700 名
　　　　　　（本　番）　20 組、 観覧 1,551 名

予選会では審査を待つ間に「カラオケ大会」を実施し、
会場は大いに盛り上がりました !

大学コンソーシアム八王子
ＦＤ・ＳＤフォーラム

　これからの高等教育機関が社会から求められる姿につ
いて、文部科学省をはじめ様々な立場の講師を招き、全
国から参加した大学等の教職員や教育関係者を対象に講
演会やセミナーなどを開催しました。高等教育のあり方
を講師・参加者が共に考える機会となりました。

■実  施  日 / 平成 29年8 月23 日（水）・24 日（木）
■会　    場 / 学園都市センター
■実施団体 / 大学コンソーシアム八王子
■参加者数 /  202 人

　「読書のまち八王子」がめざす読書活動の振興を図る取
り組みとして読書感想文コンクールを実施しています。
　小学生低学年の部、高学年の部、中学生の部の 3 部門
で開催し、中学生の部上位 5 名を海外友好交流都市であ
る台湾高雄市へ国際理解教育の推進を目的として派遣し
ます。市制 100 周年記念事業として 100 周年特別賞を
設けました。

読書感想文コンクール
■実  施  日 / 平成29年8 月24 日（木）～9 月30 日（土）
■会　    場 / 学園都市センター
■実施団体 / 東京八王子西ロータリークラブ、

八王子市教育委員会各図書館
■応募総数 /  4,028 点

■実  施  日 / 平成 29年5 月14 日（日）
■会　    場 / 八王子駅北口西放射線ユーロードなど
■実施団体 / 八王子学生委員会
■参加者数 /  33,000 人

　「読書のまち八王子」がめざす読書活動の振興を図る取
り組みとして読書感想画コンクールを実施しています。
　小学生低学年の部、高学年の部、中学生の部の 3 部門
で開催し、中学生の部上位 5 名を海外友好交流都市であ
る台湾高雄市へ国際理解教育の推進を目的として派遣し
ます。市制 100 周年記念事業として 100 周年特別賞を
設けました。

読書感想画コンクール
■実  施  日 / 平成29年8 月24 日（木）～9 月30 日（土）
■会　    場 / 学園都市センター
■実施団体 / 東京八王子西ロータリークラブ、

八王子市教育委員会各図書館
■応募総数 /  1,037 点
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　「秋の全国交通安全運動」を前に、「市制 100 周年記
念交通安全八王子市民の集い」を開催しました。
　寸劇や八王子市消防団音楽隊による演奏や、ウクレレ
漫談ぴろき氏による交通安全漫談により交通安全につい
て再認識するきっかけを作り、交通安全に対する意識を
高め、交通事故のない安全安心なまちづくりにつなげる
ことができました。

交通安全八王子市民の集い
■実  施  日 / 平成 29年 9 月9 日（土）
■会　    場 / いちょうホール
■実施団体 / 八王子市交通事業課
■参加者数 /  800 人

介護予防講座 認知症講演会
「認知症と共に幸せに生きる」

　介護予防講座として、慈恵医大附属病院メモリークリ
ニック（物忘れ外来）の繁田雅弘医師を講師に招き、認
知症講演会を開催しました。
　高齢者あんしん相談センター南大沢、堀之内と共催で
事業を実施しました。また、認知症と付き合いながら幸
せに生きるヒントをいただきました。

■実  施  日 / 平成 29年9 月8 日（金）
■会　    場 / 南大沢文化会館
■実施団体 / 八王子市南大沢保健福祉センター
■参加者数 /  94 人

　はちおうじの身近な「なぜだろう？」「どうしてだろう」
そんな疑問を調べるコンクールを開催しました。初年度
開催にもかかわらず、作品数 1,478 件もの応募がありま
した。
　家庭や学校で調べる学習に取り組んでもらうことで、
児童・生徒自らが学習の楽しさを実感し、知的好奇心、
読解力や思考力を高めていく力を養うことができました。

調べる学習コンクール
■実  施  日 / 平成29年9 月1 日（金）～30 日（土）
■実施団体 / 八王子市教育委員会指導課
■参加者数 /  1,576 人

踊れ西八夏まつり

　9 月第一週の土日に開催される恒例のイベント。今回
で 16 回目を迎え、晩夏のイベントとして定着し、地元
だけでなく、遠方から多くの方が来場されました。
　当日の経済効果のみならず、商店街や個店の認知度も
あがり、まちの活性化に寄与しました。
　当日は 100 周年を記念し、西八王子地域の懐かしい
写真等が大型スクリーンで紹介されました。

■実  施  日 / 平成 29年 9 月 2 日（土）   ・3 日（日）
■会　    場 / 西八王子駅北口駅前広場など
■実施団体 / 西八商栄会
■参加者数 /  65,000 人

八王子市民体育大会
総合開会式

　実技スポーツに取り組む市民の皆さんを対象とした市
民大会の総合開会式を開催しました。
　大会の開会宣言のみでなく、市内大学のチアリーディ
ング部のアトラクションや八王子市消防団音楽隊による
演奏などを実施し、例年以上に盛り上がった開会式とな
りました。

■実  施  日 / 平成 29年9 月3 日（日）
■会　    場 / 富士森体育館
■実施団体 / NPO 法人八王子市体育協会、

八王子市教育委員会スポーツ振興課
■参加者数 /  1,182 人 　八王子青年会議所の提唱で発足した浅川清掃実行委員

会が「浅川清掃デー」として昭和 46 年に開始しました。
　市の代表的河川である浅川を中心に、市民の憩いの場
となっている各河川の堤防を市民が協力して清掃し、環
境美化意識の高揚とコミュニティ活動の推進を図ること
ができました。

【29 年度収集量 可燃ごみ：27,630kg、不燃ごみ：700kg】

みんなの川の清掃デー
■実  施  日 / 平成 29年9 月3 日（日）
■会　    場 / 市内河川周辺
■実施団体 / 美しい八王子をつくる会
■参加者数 /  136 団体  7,262 名

　八王子や多摩地域に伝わる伝統文化・芸能の魅力を気
軽に鑑賞・体験できる機会として実施しました。
　多摩織物の伝統工芸士と着物アーティストのコラボに
よる着物ファッションショーや、八王子車人形とスト
リートダンサーとの競演など、伝統と現代感覚の融合の
演出で、市制 100 周年に華を添えました。

伝承のたまてばこ
～多摩伝統文化フェスティバル 2017 ～

■実  施  日 / 平成 29年9 月9 日（土）   ・10 日（日）
■会　    場 / 八王子駅北口西放射線ユーロードなど
■実施団体/ （公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団、

アーツカウンシル東京（（公財）東京都歴史文化財団）
■参加者数 /  35,181 人
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　株式会社かんぽ生命保険、ＮＨＫ、ＮＰＯ法人全国ラジ
オ体操連盟が主催するラジオ体操。体操の様子はラジオ
で全国に生放送されています。
　当日は早朝の開催にもかかわらず、約 1,800 名の方が
参加し、健康増進への意識を向上することができました。
また、実施後には体操講師によるポイントレッスンも行
い、正しい体操の仕方を普及することができました。

■実  施  日 / 平成 29年 9 月24 日（日）
■会　    場 / 富士森公園陸上競技場
■実施団体 / 八王子市教育委員会スポーツ振興課
■参加者数 /  1,800 人

特別巡回
ラジオ体操・みんなの体操会

　34 団体が市内 6か所の会場で、市民文化振興への様々
な分野（公演部門・学芸部門・展示部門）で発表を行い
ました。一般市民はもとより市民団体やグループに、感
動や学習意欲をより一層高める催しを開くことにより、
市民文化の向上への一助とすることができました。

八王子市民文化祭
■実  施  日 / 平成29年9 月18日（祝・月）～11月18日（土）
■会　    場 / いちょうホールなど
■実施団体 / 八王子市民文化祭実行委員会、

（公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団
■参加者数 /  20,928 人

　9 月の老人週間にあわせて、市内在住の 75 歳以上の
方を対象に開催する敬老行事。
　本市が実施する敬老事業としては、多数の方が利益を
享受する唯一の事業であり、高齢者の方々の長寿を祝す
とともに、市からの情報を直接発信する貴重な場となり
ました。

長寿を祝う会
■実  施  日 / 平成 29年9 月11 日（月）～ 14 日（木）
■会　    場 / オリンパスホール八王子、南大沢文化会館
■実施団体 / 八王子市高齢者いきいき課
■参加者数 /  7,299 人

■実  施  日 / 平成29年9 月16 日（土）～ 11 月26 日（日）
■会　    場 / 郷土資料館
■実施団体 / 郷土資料館
■参加者数 /  6,729 人

　市制施行 100 年にあたり、明治維新から市制施行に
いたるまでの経緯やその後の八王子の発展を、当時の新
聞や資料で紹介しました。
　市制施行当時の状況がわかる現物資料を多く展示し、
八王子市の歩みを身近に感じていただけるよう、高度成
長期や平成に入ってからの資料もとりあげました。

特別展「八王子百年の彩り」
■実  施  日 / 平成29年9 月16 日（土）～ 11 月26 日（日）
■会　    場 / 郷土資料館
■実施団体 / 八王子市教育委員会郷土資料館
■参加者数 /  6,729 人

　全国都市緑化はちおうじフェアのオープニングイベン
トとして開催した八王子フードフェスティバル『森の
キッチン』では、過去最多の 29 店舗が参加しました。
　八王子で採れた新鮮な食材と周辺地域からの魅力的な
食材を融合させ、地元レストランや都内有名シェフが腕
を振るいました。

八王子フードフェスティバル
■実  施  日 / 平成29年9 月16 日（土）～18 日（祝・月）
■会　    場 / 富士森公園
■実施団体 / 八王子フードフェスティバル実行委員会
■参加者数 /  46,000 人

　今年度で 9 回目を迎えるこのステージでは、市内外各
地域で練習や音楽活動をしている若いミュージシャンや
ダンスパフォーマー、大学に通いながら音楽活動してい
る学生の方々などが日頃の練習の成果を披露しました。
青年ライブステージは毎年、「普段の練習や学びの成果
発表と交流の場」として、本格的なステージ発表の場を
提供しています。

青年ライブステージ
■実  施  日 / 平成 29年9 月24日（日）
■会　    場 / クリエイトホール
■実施団体 / 八王子市教育委員会八王子市学習支援委員、

 八王子市教育委員会学習支援課
■参加者数 /  入場者数 674 人、
　　　　　　 出演団体21 団体   （総勢約 260 名）
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　八王子市の産業の多様な強みや、歴史・文化、観光資
源をより積極的にＰＲし、まちの賑わいの創出、活気に
満ちたまちづくりに貢献するイベントとなりました。
　さらに、イベントを通じて八王子市の産業をＰＲする
ことにより、来場者に市の産業の魅力や奥深さを感じて
いただく機会になりました。

わくわくフェア 2017
■実  施  日 / 平成29年10 月14 日（土）    ・15 日（日）
■会　    場 / 八王子駅北口西放射線ユーロード
■実施団体 / 八王子商工会議所

■実  施  日 / 平成29年9 月11 日（月）～14 日（木）
■会　    場 / オリンパスホール八王子、南大沢文化会館
■実施団体 / 高齢者いきいき課
■参加者数 /  7,299 人

　八王子市史編集専門部会中世部会委員の加藤　哲氏を
講師に招き、「北條氏照の八王子築城をめぐって」をテー
マに、北條氏照が残した功績や八王子城築城に関する歴
史についての講演会を行いました。
　甲冑武者行列を中心とするパレードや模擬店等のメイ
ンプログラムについては、台風の接近により、当日の雨
天で中止せざるを得ず惜しむ声がありましたが、次回開
催への期待が多く寄せられました。

元八王子北條氏照まつり

■参加者数 /  100 人（講演会）

■実  施  日 / 平成 29年10 月21 日（土）
■会　    場 / 八王子城跡ガイダンス施設
■実施団体 / 元八王子地区町会自治会連合会

　2日間にわたり舞台発表や作品展示、ロビーコンサー
トや読み聞かせなどのイベントを行いました。
　年に一度の発表の場として、日頃から団体利用されて
いる利用者や、市の事業として行っている講座・教室の
受講生は、さらなる意識向上につながっています。

南大沢総合センターまつり
■実  施  日 / 平成 29年9 月30 日（土）   ・10 月1 日（日）
■会　    場 / 南大沢総合センター
■実施団体 / 南大沢総合センター内各施設
■参加者数 /  6,173 人 　甲州街道沿道地域の連携や各地の観光・魅力等をア

ピールし、併せて八王子の中心市街地活性化に資するこ
とを目的に、各地域の物産品、各産品の販売・各地域の
観光などのＰＲを行いました。
　秋のイベントとして定着したこともあり、多くの来場
者で会場が賑わいました。

八王子メッセ「街道市」
■実  施  日 / 平成 29年10 月14 日（土）  ・15 日（日）
■会　    場 / 八王子駅北口西放射線ユーロード
■実施団体 / 八王子ファッション都市協議会

　市制 100 周年を記念して、非行防止活動を行う「八
王子ＢＢＳ会」と「青少年サポートネット・はちおうじ」
との共催で親子ふれあい工作教室を行いました。ユネス
コの無形文化遺産に登録された手すき和紙を使い、親子
で楽しく六角凧を作りました。
　また、ダイワハウススタジアム八王子では天高く昇る
100 周年記念制作「100 連凧」に大きな歓声があがりま
した。

親子ふれあい工作教室
 ～凧づくり・凧あげ～
■実  施  日 / 平成 29 年 10 月 7 日（土）
■会　    場 / 富士森体育館
■実施団体 / 八王子ＢＢＳ会、
　　　　　　青少年サポートネット・はちおうじ

　八王子景観 100 選の候補地として寄せられた 751 点の応募の中か
ら、平成 29年 8月に選定地を決定し、10月 1日に八王子景観 100 選
を発表しました。
　また、市内の魅力ある景観を広く知っていただくため、「八王子
景観 100 選シンポジウム」を開催しました。シンポジウム当日に景
観 100 選を動画で紹介し、その後、市内各事務所でのパネル展やホー
ムページ公開、八王子駅周辺の地上機へのラッピングにより周知を
行っています。

八王子景観 100 選の選定
（シンポジウム開催）

■実  施  日 / 平成29年10 月9 日（祝・月）
■会　    場 / 富士森体育館
■実施団体 / 八王子市まちなみ景観課
■参加者数 / 160 人

■実  施  日 / 平成29年9 月11 日（月）～14 日（木）
■会　    場 / オリンパスホール八王子、南大沢文化会館
■実施団体 / 高齢者いきいき課
■参加者数 /  7,299 人

　読書週間にちなみ、ビブリオバトルや、美術評論家・
小野寺啓治さんの遺書画展などさまざまなイベントを開
催しました。また、市制 100 周年記念事業として次の
八王子の 100年を担う若い世代に向け、若い世代を代表
する実力派の作家、阿部智里さんを招きクリエイトホー
ルにて「読書の世界とファンタジー」をテーマに講演会
を開催しました。

図書館まつり

■参加者数 /  3,248 人

■実  施  日 / 平成 29年10 月21日（土）～11 月 5 日（日）
■会　    場 / 市内 4 つの図書館
■実施団体 / 八王子市教育委員会各図書館

■参加者数 /  190 人
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　東京都指定無形文化財「八王子車人形」と「説経浄瑠
璃」、八王子市指定無形民俗文化財「獅子舞」が一堂に
会して伝統芸能を披露。本年度は今熊神社獅子舞保存会、
美山町簓（ささら）獅子舞保存会、八王子車人形西川古
柳座、説経節の会が公演しました。
　民俗芸能の普及を行い、貴重な文化財や伝統芸能など
を市民全体で保存・継承を行うことができました。

八王子車人形と民俗芸能の公演
■実  施  日 / 平成 29年11 月5 日（日）
■会　    場 / オリンパスホール八王子
■実施団体 / 八王子市教育委員会文化財課
■参加者数 /  625 人

民生委員・児童委員制度
創設 100 周年記念講演会

　民生委員・児童委員ならびに一般市民を対象とした
記念講演会を行いました。
　講師に八王子市医師会理事の数井学先生を迎え、「人
生の最期を自宅で過ごすために～在宅療養と地域包括
ケア～」というテーマで講演いただきました。
　民生委員・児童委員の資質の向上と、一般市民への民
生委員・児童委員活動のＰＲを図ることができました。

■実  施  日 / 平成 29年11 月7 日（火）
■会　    場 / いちょうホール

■参加者数 /  770 人

■実施団体 / 八王子市民生委員児童委員協議会、
八王子市福祉政策課

■実  施  日 / 平成29年9 月16 日（土）～ 11 月26 日（日）
■会　    場 / 郷土資料館
■実施団体 / 郷土資料館
■参加者数 /  6,729 人

　「次の 100 年へつなげよう！生涯学習の輪」をテーマ
に、市民団体との共催で、生涯学習に触れる機会と日頃
の練習の成果の発表の場を提供しました。
　展示・体験コーナーでは 27 団体、ステージ発表では
21 団体が出展・出演。例年より子どもの参加者の割合
が高く、賑やかな雰囲気となりました。

生涯学習フェスティバル
■実  施  日 / 平成 29年10 月28 日（土）
■会　    場 / クリエイトホール
■実施団体 / 八王子市教育委員会生涯学習政策課
■参加者数 /  4,360 人

■実  施  日 / 平成29年9 月11 日（月）～14 日（木）
■会　    場 / オリンパスホール八王子、南大沢文化会館
■実施団体 / 高齢者いきいき課
■参加者数 /  7,299 人

　歳末たすけあい運動の一つとして実施している事業
で、今年度で 46 回目になります。
　例年八王子市内の各種団体等に依頼し、物品の提供を
お願いし、またその物品を市民に買っていただくことに
より発生する収益金を、歳末たすけあい募金に繰り入れ
地域福祉事業に活用できるという効果があります。

歳末たすけあいバザー
■実  施  日 / 平成 29年11 月3 日（祝・金）
■会　    場 / 八王子繊維貿易館
■実施団体 / 八王子市社会福祉協議会、
　　　　　　八王子市民生委員児童委員協議会
■参加者数 /  1,500 人

全国大陶器市
「八王子値切り市」

　全国大陶器市振興組合が主催する全国大陶器市「八王
子値切り市」を開催。
　今回で 16回目を迎えた値切り市には、全国からの釜元、
陶器卸事業者など 35 社が出店し約 50 万点を超える陶器
や関連商品を販売しました。通常の価格より安価で購入
できることから、5日間で多くの人出がありました。

■実  施  日 / 平成 29年11 月3 日（祝・金）～7 日（火）
■会　    場 / 八王子駅北口西放射線ユーロード
■実施団体 / 全国大陶器市振興組合
■参加者数 /  46,000 人

桑都フォトロゲイニング

　八王子市の魅力を再発見してもらうため、街の中を写真を撮りながら
巡るフォトロゲイニングという競技を行いました。
　当日は、八王子市だけでなく他市在住の方も多く参加され、参加者は
地図を見て、作戦を立て、時間いっぱいまで市内を走り回っていました。
　市内各所に設置したチェックポイントを回りながら写真を撮ることで、
新たな魅力にも気づき、より参加者の思い出に残る事業となりました。

■実  施  日 / 平成 29年 11 月4 日（土）
■会　    場 / 第三小学校など
■実施団体 / 八王子市教育委員会スポーツ振興課
■参加者数 /  123 人

図書館テーマ展示
「八王子 100 年応援団が選ぶ３冊」

　読書の楽しみを知ってもらうとともに、市制 100 周年
の機運向上を図るため「八王子 100 年応援団」に就任さ
れた著名人の方々に選んでいただいた、人生に影響を与
えた本など 2～ 3 冊を袋に入れ、タイトル等を隠し「本
の福袋」として貸出したほか、応援団それぞれの方のリ
ストを作成し各館で配布しました。この取組は新聞等で
も報道され、市制100周年の機運醸成に効果がありました。

■実  施  日 / 平成 29年10 月27 日（金）～11 月30 日（木）
■会　    場 / 中央図書館など

■参加者数 /  101 袋（総貸出し数）
■実施団体 / 八王子市教育委員会各図書館
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　厚生労働省が 11 月 11 日を「介護の日」と定めており、
例年、介護に関するイベントを開催しています。今年度
は、市民に介護をより身近に感じてもらうことを目的に、
介護落語の公演を開催しました。
　隣接の展示室には、「情報提供・相談ブース」を設置し、
交通安全や認知症についての情報提供、啓発を行いました。

介護の日イベント
介護落語「かあちゃんが倒れた! 」、情報提供・相談ブース

■実  施  日 / 平成 29年11 月11 日（土）
■会　    場 / クリエイトホール
■実施団体 / 八王子市高齢者いきいき課
■参加者数 /  272 人

■実  施  日 / 平成29年9 月11 日（月）～14 日（木）
■会　    場 / オリンパスホール八王子、南大沢文化会館
■実施団体 / 高齢者いきいき課
■参加者数 /  7,299 人

　子どもたちや国際交流団体等によるステージパフォー
マンス、異文化交流スペース、ＪＩＣＡによるパネルディ
スカッションなどを実施しました。
　八王子地域の外国人市民や外国人留学生と日本人との
交流を通じて、文化の違いや相互理解を深めることがで
きました。

八王子国際交流フェスティバル2017
■実  施  日 / 平成 29年11 月12 日（日）
■会　    場 / 学園都市センター
■実施団体 / 八王子国際交流フェスティバル実行委員会
■参加者数 /  1,350 人

　今年度は「糖尿病の最新情報を手に入れませんか？」
をテーマに、3名の講師と1名の座長を迎え、南大沢文化
会館を会場に、例年にない規模で企画しました。
　世界糖尿病の日について、歯周病と糖尿病の関係、運
動療法の見える化、糖尿病連携手帳の活用方法など、重
要なトピックスを市民に伝えることができました。

■実  施  日 / 平成 29年11 月12 日（日）
■会　    場 / 南大沢文化会館
■実施団体 / 八王子市南大沢保健福祉センター
■参加者数 /  229 人

糖尿病予防講演会
「糖尿病の最新情報を手に入れませんか？」

　八王子に生まれ育ち、多摩美術大学を卒業した、夭折
の銅版画家として伝説的に語られる「清原啓子」。本展
覧会では全銅版画と、銅板原版及び下絵素描、最後の完
成作《孤島》の制作過程を示す試刷り、制作ノートなど、
未発表を含むさまざまな資料を展示しました。
　また、彼女が影響を受けた画家や版画家の作品も紹介
し、清原啓子の創作の源泉をたどり、その全貌に迫った
展示は、来場者の好評を得ることができました。

没後30年 銅版画家 清原啓子

■参加者数 /  5,210 人

■実  施  日 / 平成 29年11月11日（土）～12月14日（木）
■会　    場 / 夢美術館
■実施団体 / （公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団

清原啓子《孤島》
1987 年エッチング
八王子市夢美術館蔵

　昭和 54 年に市民の皆さんの手づくりによって始まった
八王子いちょう祭りを、今回は市制 100 周年記念として
開催しました。
　市制 100 周年をお祝いする記念イベントを実施したほ
か、クラシックカーパレードでは、八王子 100 周年応援
団の北山たけしさんをはじめ、100 周年の年に結婚する
カップルを招待してクラシックカーへ乗車してもらいま
した。また、消防庁音楽隊や八王子学園八王子高等学校
吹奏楽部にも参加していただき、パレードに華を添えて
いただきました。
　例年行っている通行手形の関所オリエンテーリングや
物産展、各種ステージなどを行い、盛大に開催すること
ができました。

八王子いちょう祭り
■実  施  日 / 平成 29年11 月18 日（土）   ・19 日（日）
■会　    場 / 甲州街道追分町交差点から裏高尾町小仏関周辺まで
■実施団体 / 八王子いちょう祭り祭典委員会
■参加者数 /  503,000 人
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　100 周年を契機として、市と八王子獣医師会との協働
で動物愛護の普及啓発事業を初めて実施しました。
　2 部制のプログラムとし、第一部では、長寿の秘訣で
ある口腔ケアをテーマに講演会を行い、第二部では、ペッ
トの長寿を実践された方に、高齢犬・猫表彰式を同一会
場で行ったことで、本市が推奨する「ペットの適正及び
終生飼養」について来場者に普及啓発ができました。

はちおうじ動物愛護のつどい

■参加者数 /  224 人

■実  施  日 / 平成 29年11 月26 日（日）
■会　    場 / 学園都市センター
■実施団体 / 八王子市生活衛生課

「税の作文」及び「税に関する
絵はがきコンクール」表彰式

　税のしくみやその役割、税の使い方に関心を持ち、税
に対する理解を深めることを目的として、市内小学校 6
年生を対象に税の絵はがき、中学校 3 年生を対象に税に
関する作文を募集し、優秀作品を表彰しています。
　「税の作文」及び「税の絵はがき」それぞれ 2 作品に
ついて、八王子市市制 100 周年記念賞を授与しました。

■実  施  日 / 平成 29年11 月24 日（金）
■会　    場 / 学園都市センター
■実施団体 / 八王子納税貯蓄組合連合会、

( 公社 ) 八王子法人会など
■参加者数 /  200 人

　子どもの宇宙、科学、技術開発等への関心を高め
るとともに、夢の実現に向けて挑戦する意識を啓発
するため、「宇宙へ、そして未来へ」を講演テーマ
にＪＡＸＡ宇宙飛行士 大西 卓哉氏を講師に迎えて
開催しました。
　宇宙での体験や次世代を担う子どもたちへのメッ
セージなどの講演、会場の子どもたちからの質疑応
答などを行い、最後は全員で記念写真を撮影しました。

宇宙飛行士講演会
■実  施  日 / 平成29年11 月26 日（日）
■会　    場 / いちょうホール
■実施団体 / 八王子市教育委員会こども科学館
■参加者数 / 707 人

©JAXA/GCTC

障害者差別禁止条例
周知イベント

　平成 24 年 4 月に障害者差別禁止条例を施行しました
が、多くの市民に障害に対する理解を深めてもらうため、
八王子いちょう祭りで手話・点字の体験やクイズ、パネ
ル展示などを行い周知、啓発を図りました。
　また、100 周年記念ステージでは、手話演劇と知的障
害者のチームによるダンスも披露されました。

■実  施  日 / 平成 29年11 月18 日（土）   ・19 日（日）
■会　    場 / 陵南公園
■実施団体 / 八王子市障害者地域自立支援協議会、

八王子市障害者福祉課
■参加者数 /  757 人

　「自らの夢や希望、そして、その実現のために自らで
きること」をテーマに実施し、応募総数 9,800 名を超え
た「小・中学校作文コンテスト」と応募総数 500 名の「青
少年健全育成標語」の上位入賞者の表彰式を行いました。
　また、市制 100 周年にふさわしい、中学校 17 校 114
名の生徒たちにより結成された吹奏楽団による合奏や小
学校 6 校 250 名による合唱などを披露。あわせて、「未
来をみつめる はちおうじっ子たちへのエール」として、
ゴルゴ松本さんによる記念講演などが行われました。

みんなで えがこう 八王子の未来
■実  施  日 / 平成 29年11 月23 日（祝・木）
■会　    場 / オリンパスホール八王子
■実施団体 / 八王子市青少年対策地区委員会連絡会
■参加者数 /  2,000 人

姉妹都市間の
下水道マンホール蓋交換式

　姉妹都市盟約を締結している神奈川県小田原市、埼玉
県寄居町との友好を深める証として、八王子いちょう祭
りの会場で、マンホール蓋交換式を開催しました。
　北条三兄弟の姉妹都市をＰＲするため、交換式には八
王子城跡三ッ鱗会の甲冑隊による演出を行いました。

■実  施  日 / 平成 29年11 月19 日（日）
■会　    場 / 陵南公園野球場
■実施団体 / 八王子市下水道課
■参加者数 /  300 人

5150

資
料
編

　
　
編

P
R

事
業
編



　今回初めて行う「税の標語」の受賞者に対する表彰式を、
100 周年記念事業として位置づけました。
　八王子市市制 100 周年記念賞（1 作品）を授与し、100
周年という節目の年に受賞した記念に、市長賞などの受
賞者には 100 周年記念ロゴ入りタンブラーとぼくらの八
王子ＣＤを配付しました。

「税の標語」表彰式
■実  施  日 / 平成 29 年11 月29 日（水）
■会　    場 / 子安市民センター
■実施団体 / 八王子間税会、八王子税務署
■参加者数 /  50 人

　「子ども・若者育成支援強調月間」及び「児童虐待防
止推進月間」である 11 月をキャンペーン月間とし、各
種実態調査や街頭広報活動等を行いました。
　街頭広報活動等は、メインキャンペーン日を中心に各
ブロック・地区において行い、八王子いちょう祭りでは
青少年健全育成キャンペーン実施委員会が中心となって
実施しました。

青少年健全育成キャンペーン
■実  施  日 / 平成 29年11 月
■会　    場 / 八王子駅周辺など
■実施団体 / 八王子市青少年健全育成キャンペーン

実施委員会

市民自由講座
「新八王子市史」を読み解く

　市制 100 周年を記念して、平成 19 年から行われてい
る『新八王子市史』編さん事業。『新八王子市史』の「近
世編」と「近現代編」の編さんに関わった研究者が、市
史の調査・研究の過程で明らかになった八王子の歴史に
ついて、わかりやすく解説しました。
　この市民自由講座を通して、八王子の特色の一つであ
る近世、近代の歴史について、あらためて理解する際の
一助となりました。

■実  施  日 / 平成 29 年12 月3 日（日）・10 日（日）
■会　    場 / クリエイトホール
■実施団体 / 八王子市教育委員会学習支援課、

八王子市市史編さん室
■参加者数 /  144 人 　八王子市消防団音楽隊は、市民の防火、防災意識の啓

発、消防団の規律の維持と団員の士気の高揚を図ること
を任務として、幅広い演奏活動を行っています。
　今年度は毎年行われている定期演奏会を、市制 100 周
年を記念し、八王子ゆかりの曲目を演奏しました。

消防団音楽隊演奏会

■参加者数 /  850 人

■実  施  日 / 平成 29年12 月9 日（土）
■会　    場 / いちょうホール
■実施団体 / 八王子市消防団（八王子市防災課）

　温暖化問題について考え、一人ひとりが行動するきっ
かけとなるように地球温暖化防止普及啓発イベントを開
催しました。 
　第 1 部の環境講演では、俳優・気象予報士の石原良純
さんをお招きして、「地球温暖化を語る」と題して講演
を行い、第 2 部の省エネコンテストでは、地球温暖化対
策をテーマにしたコンテストの入賞作品の発表や審査、
講評、表彰式を行いました。

地球温暖化防止普及啓発イベント
■実  施  日 / 平成 29年12 月17 日（日）
■会　    場 / オリンパスホール八王子
■実施団体 / 八王子市環境政策課
■参加者数 /  1,066 人

大学コンソーシアム八王子
学生発表会

　大学コンソーシアム八王子加盟 25 大学等の学生が、
幅広い分野の研究成果や日頃の学びの成果を企業、学生、
市民の前で発表するとともに、学生間の交流を図ること
を目的に開催しました。10 日に開催した「学生が八王
子市長へ直接提案！～最終選考会～」では、事前審査で
選出された団体が、直接市長に市政への提案を行いまし
た。

■実  施  日 / 平成 29年12 月9 日（土）   ・10 日（日）
■会　    場 / 学園都市センター
■実施団体 / 大学コンソーシアム八王子、

八王子市学園都市文化課
■参加者数 /  700 人

キャッチボールクラシック
八王子大会

　2 分間でどれだけキャッチボールができるのかを競う
キャッチボールクラシックの全国大会開催に合わせ、市
内の小中学生を対象としたキャッチボールクラシック八
王子大会を開催しました。
　当日は現役プロ野球選手が 12 球団から参加し、ボー
ルの投げ方を指導する「プロ野球選手が教える！ボール
の投げ方教室」も同時開催しました。

■実  施  日 / 平成 29 年 12 月 17 日（日）
■会　    場 / 中央大学多摩キャンパス
■実施団体 / 日本プロ野球選手会など
■参加者数 /  403 人

■実  施  日 / 平成29年9 月11 日（月）～14 日（木）
■会　    場 / オリンパスホール八王子、南大沢文化会館
■実施団体 / 高齢者いきいき課
■参加者数 /  7,299 人

　新成人に対して、大人としての自覚を促すとともに、
成人の仲間入りしたことを祝い、励ますことを目的に、
同世代の市民が中心となって企画・運営を行う実行委員
会形式で実施しました。式典に続いて成人式実行委員会
作成映像とビデオメッセージを放映し、八王子学園八王
子高等学校吹奏楽部による演奏を行ないました。また、
八王子 100 年応援団のヒロミさんからビデオメッセージ
をいただきました。

成人式
■実  施  日 / 平成 30 年1 月8 日（祝・月）
■会　    場 / オリンパスホール八王子
■実施団体 / 八王子市成人式実行委員会、

八王子市教育委員会生涯学習政策課
■参加者数 /  3,563 人
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　出初式では約 1,000 名の市消防団員・八王子消防少年
団による分列行進、八王子消防記念会の「まとい ( 纏 )」
や「はしご (梯子 )」を持ち行進する伝統の「木遣り行進」、
音楽隊の演奏等を行いました。
　出初式の締めを飾る一斉放水では、100 周年を記念し
て放水の口数を増やし、例年以上に見ごたえのある演出
となりました。

消防団出初式
■実  施  日 / 平成 30 年1 月14 日（日）
■会　    場 / 浅川河川敷広場
■実施団体 / 八王子市消防団（八王子市防災課）
■参加者数 /  2,000 人

　平成 29年度八王子市立小中学校合同作品展を開催。市
立小中学校の児童・生徒が制作した図画工作や書写、家
庭科、美術の作品を一堂に展示する催しです。
　他学年・他校の作品を鑑賞して、自らの励みとし、今
後の創作・表現活動に意欲的に取り組む姿勢を育むこと
を目的として実施しています。

八王子市立小中学校合同作品展
「おおるり展」

■参加者数 /  11,132 人

■実  施  日 / 平成 30 年1 月18 日（木）～22 日（月）
■会　    場 / エスフォルタアリーナ八王子
■実施団体 / 八王子市教育委員会、八王子市公立小学
                           校長会・八王子市立中学校長会

八王子市人権啓発講演会
「手話から始まる新たな出会い　音のない世界
  ～夫婦でつかんだ夢の向こう側～」

　聴覚障害のある子どものための学習塾の運営を行うほ
か、テレビ番組で手話の講師などを務めた映画監督・早
瀨憲太郎さんと、聴覚障害のある方で、日本で初めて薬
剤師となった妻の久美さんを講師に迎え、手話での講演
会を開催しました。ろう者であるご本人から話を伺うこ
とで、障害者理解を深めるきっかけを提供し、幅広い年
代の方に人権啓発を図ることができました。

■参加者数/  223人

■実  施  日/平成30年1月20日（土）
■会　    場/ 北野市民センター
■実施団体/ 八王子市総務課

　障害のある人もない人も共にを合言葉に実施している
運動会です。障害者や市民、多数のボランティアが参加
し、相互に交流を楽しみました。

■実  施  日 / 平成 30 年1 月27 日（土）
■会　    場 / エスフォルタアリーナ八王子
■実施団体 / ふれあい運動会実行委員会
■参加者数 /  983 人

ふれあい運動会

　市民の皆さんから自作の本を出品してもらい展示しま
した。作品を展示する機会を設けることで出品者の創作
意欲を高めることができました。また、子ども向けのミ
ニ絵本づくり体験コーナーを設置することで、幼いころ
から本に親しんでもらえるよう意図するとともに、展示
を通じて創作の楽しさ、本への親しみをもってもらうこ
とで、「読書のまち八王子」の実現に努めています。

八王子市図書館手づくりの本展
■実  施  日 / 平成 30 年1 月27 日（土）～2 月 4 日（日）
■会　    場 / 中央図書館
■実施団体 / 八王子手づくり絵本の会、

八王子市教育委員会中央図書館
■参加者数 /  728 人

　「つなげよう！あなたの消費が未来を変える」をテー
マに、市民団体や官公署等が消費生活に関するさまざま
なブースを出展したほか、ミニセミナーを開催しました。
　幅広い年齢層の来場者があり、市民の方にくらしに関
する情報提供や啓発を行い、好評を得ました。

消費生活フェスティバル
■実  施  日 / 平成 30 年 2 月3 日（土）
■会　    場 / クリエイトホール
■実施団体 / 八王子市消費生活啓発推進委員会、

八王子市消費者団体連絡会など
■参加者数 /  1,074 人

　学生ならではの視点で八王子市の魅力を 30 秒の動画
ＣＭにした作品を募集するもので、八王子の多様な魅力
を学生が知るとともに、地域に愛着を持つきっかけとな
ることを目的として開催しました。優秀作品は八王子市
のＰＲコンテンツとして使用します。当日は、26 作品
を上映し、最優秀賞、市長賞、審査員賞など８作品を表
彰しました。

八王子学生ＣＭコンテスト
■実  施  日 / 平成 30 年 1 月28 日（日）
■会　    場 / 学園都市センター
■実施団体 / 大学コンソーシアム八王子
■参加者数 /  140 人

　市内の障害者より絵画や書、陶芸など多様なジャンル
から 177 点の出展があり、学園都市センターギャラリー
ホールにて 5日間展示しました。
　また、出展作品の中から八王子市長賞ほか、計 12 点
を選考し、入賞作品として表彰を行いました。
　表彰式を含め、合計 580 人が来場し、出展作品を鑑
賞してもらうことを通じて、障害者理解を深めるきっか
けを提供しました。

障害者文化展
■実  施  日 / 平成 30 年1 月16 日（火）～21 日（日）
■会　    場 / 学園都市センター
■実施団体 / 八王子市障害者福祉課
■参加者数 /  580 人
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新八王子市史

平成29年3月31日（金）（全14巻完成）

八王子市市史編さん室

発  行  日 /

実施団体 /

出版・映像

　平成19 年度から10 年をかけて、全14 巻からなる『新八
王子市史』の編さんに取り組みました。まちの歴史のみ
ならず自然や民俗、伝統文化などにもふれ、八王子の深
い歴史と豊かな自然を記録しています。

　各分野の第一人者の先生方や若手の気鋭の研究者の皆
さんなど、200 人を超える方々が執筆に携わりました。
　長年、郷土史に関わってきた方や市民の皆さんの協力
により成し遂げられた市史編さん事業でした。

市制100周年記念誌

　市制施行100 周年を記念し、100
年の歴史や多様な市民活動、豊か
なまちの魅力を市民の皆さんのあ
ふれる笑顔をともに紹介した記念
誌を発行しました。

平成29年10月1日（日）

八王子市市制100周年
記念事業推進室

発  行  日 /

実施団体 /

市制100年議会記念誌

　市制施行100 周年を記念し、市
民の皆さんの議会への理解と関心
を深めるため、昭和の末から平成
期までの議会活動などをまとめた
記念誌を発行しました。

平成29年10月1日（日）

八王子市議会事務局
庶務調査課

発  行  日 /

実施団体 /

200人以上の方が協力

　市のオリジナルダン
スソングを八王子ゆか
りの皆さんで踊りつな
いでいく動画を制作し
ました。

　八王子の100 年を振り返り、ま
ちのにぎわいを表現した映像を制
作し、記念式典で上映しました。

ぼくらの八王子ＭＶ 八王子市市制100周年記念映像

　八王子の美しい風景
を色（青・赤・黄・黒）ごと
に音楽にのせて紹介す
るドキュメンタリー映
像を制作しました。

Colorful Life
　既 存 の 作 品 に100 年
を振り返る写真や新た
に撮影したダンス動画
を 加 え て 再 編 集 し た
ミュージックビデオを
制 作 し ま し た。映 像 は
市 制 施 行100 周 年 記 念
式典で上映しました。

100周年記念バージョン
ぼくらの八王子ＭＶ

新八王子市史編さんの記録

　『新 八 王 子 市 史』全14 巻 の 見 ど
ころや市史研究、調査報告書など
の付帯刊行物一覧のほか、平成19
年度からの10 年間のあゆみをわ
かりやすく紹介した冊子を発行し
ました。

平成30年2月28日（水）

八王子市市史編さん室

発  行  日 /

実施団体 /

第34回全国都市緑化
はちおうじフェア公式記録

　市制100 周年記念の中心的事業
として開催した「第34 回全国都市
緑化はちおうじフェア」の事業概
要や成果をまとめた記録集を発行
しました。

平成30年3月

第34回全国都市緑化
はちおうじフェア実行委員会

発  行  日 /

実施団体 /

八王子市選挙管理の記録

　八王子市で行われた選挙管理の
記録を、選挙に関する出来事や年
表を交え、年代順に掲載した冊子
を発行しました。

平成30年3月

八王子市選挙管理
委員会事務局

発  行  日 /

実施団体 /

シティプロモーション動画

平成28年度

八王子市都市戦略課

発  行  日 /

実施団体 /

記念式典上映用映像

平成29年10月1日（日）

八王子市広報課

発  行  日 /

実施団体 /

八王子市市制100周年
記念事業記録集

　市民の皆さんとともに実施した
市制100 周年記念事業のさまざま
なイベントや広報活動などの実施
内容をまとめた記録集を発行しま
した。

平成30年3月

八王子市市制100周年
記念事業推進室

発  行  日 /

実施団体 /

八王子100年応援団
リレーインタビュー

平成29年1月～平成30年3月の毎月1日号発  行  日 /

八王子市広報課実施団体 /

新聞で市制100周年をＰＲ

　自治体専門紙「都政新報」に
八王子の歴史や第34 回全国
都市緑化はちおうじフェア
の概要を掲載し、市制100 周
年記念事業をＰＲ しました。

　「八 王 子100 年 応 援 団」の
団員21 名の皆さんを紹介す
るとともにまちの魅力を伝
えていただく、リレーインタ
ビ ュ ー「わ た し×八 王 子」を
広報紙に掲載しました。

平成29年9月1日（金）

八王子市市制100 周年記念事業推進室・広報課

発  行  日 /

実施団体 /
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事 業 名 実 施 日 実 施 団 体事 業 名 実 施 日 実 施 団 体

事 業 名 実 施 日 実 施 団 体事 業 名 実 施 日 実 施 団 体

8 ウォークラリー 八王子市青少年対策第五地区委員会7月10日

7 市制100周年記念  1泊バスツアー  上高地のんびり旅 （公社）八王子市勤労者福祉サービスセンター7月9日・10日

9 いきいきフェスタ 八王子駅南口活性化委員会7月16日

10 音楽祭  八王子みなみ野  サマーブリーズコンサート 八王子市青少年対策みなみ野地区委員会7月17日

11 グラウンドゴルフ大会 八王子市青少年対策ひよどり山地区委員会9月3日

14 加藤登紀子  百万本のバラコンサート　 （株）トキコ・プランニング9月25日

12 講演「ネット等の性被害根絶等の啓発」 八王子市青少年対策陵南地区委員会9月10日

13 チャレスポ2016   ～スポーツのちから再発見～　 （一社）八王子青年会議所9月11日

16 ふれあいフェスティバル 八王子市青少年対策由井東地区委員会10月8日

17 八王子流鏑馬 八王子流鏑馬武道推進委員会10月9日

18 おとなが楽しむお手玉あそび大会 日本のお手玉の会八王子支部  八王子お手玉の会10月12日

21 ふれあい椚田祭 八王子市青少年対策椚田地区委員会10月22日

20 三校地域交流会 八王子市青少年対策長房地区委員会10月22日

19 八王子市民文化祭 書道展 八王子書道連盟10月21日～ 24日

24 地区懇談会・神和住純講演会 八王子市青少年対策浅川地区委員会11月15日

23 八王子大江戸舞祭2016 八王子大江戸舞祭実行委員会11月13日

22 陵南フェスタ ジョイントコンサート 八王子市青少年対策陵南地区委員会11月3日

27 地域音楽祭（25周年記念） 八王子市青少年対策松が谷地区委員会11月26日

26 スポーツフェスタ＆音楽会2016 八王子市青少年対策楢原地区委員会11月26日

25 ひよどり山音楽祭 八王子市青少年対策ひよどり山地区委員会11月26日

31 小さな冬の音楽会 八王子市青少年対策甲ノ原地区委員会12月10日

30 地域ふれあいスポーツ大会 八王子市青少年対策恩方地区委員会12月4日

29 城山スポーツフェスティバル 八王子市青少年対策城山地区委員会12月3日

28 標語コンクール 八王子市青少年対策第四地区委員会12月3日

33 あいの由木っ子の森冬まつり 八王子市青少年対策由木地区委員会平成29年1月16日

32 とことん見せます！富士美の西洋絵画 （公財）東京富士美術館平成29年1月5日～ 3月20日

45 2017富士森公園桜まつり  民踊・盆踊りの集い 地域伝統芸能「花乃実会」4月2日

44 MAKI-E・美の万華鏡展 ー単眼鏡で覗く未体験の深層美ー （公財）東京富士美術館4月1日～ 7月2日

46 市制100周年記念「大相撲八王子場所」 TOKYO MX4月22日

47 2017八王子ふれあいこどもまつり 八王子ふれあいこどもまつり実行委員会4月22日・23日

48 春のＪＡ植木市 八王子市農協植木市運営協議会4月22日・23日

49 マジック・ファンミーティング 2017 多摩奇術連合会4月28日～ 30日

50 市制100周年記念 八王子書道連盟研修旅行 八王子書道連盟5月10日

59 市制100周年記念事業
八王子市民の方を「ＦＣ東京の試合観戦」にご招待！ 東京フットボールクラブ（株）7月8日

51 松任谷由実コンサートツアー  宇宙図書館2016-2017 ホットスタッフ・プロモーション、
オリンパスホール八王子5月21日

52 八王子大音楽祭ぐるまま祭 ライブBARぐるままGroovingmamagon5月21日

53 拓殖大学杯バレーボール大会・拓殖大学杯サッカー大会 （学）拓殖大学5月28日・6月3日・4日

54 ウォークラリー 八王子市青少年対策第五地区委員会6月10日

56 標語募集 八王子市青少年対策甲ノ原地区委員会6月26日～ 7月28日

57 映像で見る八王子の半世紀 八王子映像7月1日

58 親子ふれあいデイキャンプ 八王子キャンプ協会7月2日

62 ビアトリクス・ポター生誕150周年  ピーターラビットＴＭ展 （公財） 東京富士美術館7月15日～ 9月3日

61 チャリティーバザー 八王子市青少年対策由井西地区委員会7月15日

5 Dr.肥沼の偉業を後世に伝えましょう Dr.肥沼の偉業を後世に伝える会6月13日
～平成29年9月3日

15 八王子市市制100周年 ロックンロールプロジェクト ニューロティカ（八王子観光PR特使）9月25日～
平成29年12月3日

3 春のJA植木市 八王子市農協植木市運営協議会4月23日・24日

2 旧ダイエー立替えプロジェクト （株）まちワイ、東京建物（株）、日本土地建物（株）4月1日～ 9月30日

4 2016八王子ふれあいこどもまつり 八王子ふれあいこどもまつり実行委員会5月15日

6 南口朝市 八王子南口朝市実行委員会
6月18日
～平成30年3月31日
の間で随時

55 朝の一声（あいさつ）運動 八王子市青少年対策加住地区委員会
6月14日・7月12日・
9月13日・10月11日・
11月8日・12月13日・
1月10日・2月14日

60 あいさつ運動 八王子市青少年対策陵南地区委員会
7月10日～ 14日・
9月4日～ 8日・
12月4日～ 8日・
1月15日～ 19日

事業期間
（平成28年1月～平成29年3月）

1 学校法人東京医科大学創立100周年事業 （学）東京医科大学平成28年1月18日
～平成29年3月31日

36 伝統文化にふれる会  BWO学生落語会 八王子市青少年対策陵南地区委員会平成29年2月4日

34 ふれあいフレンドフェスティバル2017 東京八王子北ロータリークラブ平成29年1月21日

35 ふれあいコンサート 八王子市青少年対策第五地区委員会平成29年2月4日

37 チャリティーコンサート 八王子市青少年対策由井西地区委員会平成29年2月11日・3月11日

38 東京都高等学校  吹奏楽の響宴“響き渡る” 共立・NTTファシリティーズ共同事業体平成29年2月12日

39 新春子ども大会 八王子市子供会育成団体連絡協議会平成29年2月19日

43 臨時開催  市制100周年記念  1泊ツアー（八丈島） （公社）八王子市勤労者福祉サービスセンター平成29年3月25日・26日

40 花いっぱい運動 八王子市青少年対策浅川地区委員会平成29年3月4日

八王子市スポーツ少年団大会 八王子市スポーツ少年団平成29年3月5日41

42 八王子市体操連盟ダンス部
～ QbicS ～ With 八王子市ラジオ体操会連盟　ミニ発表会

八王子市体操連盟ダンス部
～ QbicS ～ With 八王子市ラジオ体操会連盟平成29年3月18日

事業期間
（平成29年4月～平成30年3月）

事 業 名 実 施 日 実 施 団 体事 業 名 実 施 日 実 施 団 体

63 市制100周年  100年婚特別企画 （公社） 八王子観光コンベンション協会7月31日～ 3月31日

64 市制100周年記念 劇八王子の歴史「戦争と八王子」 八コー会演劇サークル「寿限無」8月1日～ 3月31日

65 子ども音頭のつどい 八王子市子供会育成団体連絡協議会8月4日

　市制100周年記念事業の冠とロゴマークを付け、市民団体などの皆さんが
市制100周年の要素を取り入れて実施した事業です。冠事業一覧
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事 業 名 実 施 日 実 施 団 体事 業 名 実 施 日 実 施 団 体 事 業 名 実 施 日 実 施 団 体事 業 名 実 施 日 実 施 団 体

92 上柚木音楽フェスティバル 八王子市青少年対策上柚木地区委員会10月15日

91 兼子ただし  美姿勢セミナー KUCO PRO（クコプロ）10月14日

93 中央自動車道  石川パーキングエリアにおける緑化事業 中日本高速道路（株）八王子保全サービスセンター10月16日～ 3月31日

99 小中一貫教育意見発表会 八王子市青少年対策石川地区委員会、
石川中学校10月28日

109 100年ぶんのおめでとう 
由紀さおり 安田祥子 心に響く名歌コンサート ユニバーサルミュージック11月9日

94 オータムフェスティバル 八王子市青少年対策第一地区委員会10月21日

88 女性合唱団アンサンブル・ジェム演奏会 女性合唱団アンサンブル・ジェム10月1日

87 健全育成標語 八王子市青少年対策加住地区委員会9月

89 恩方地区市民大運動会 恩方地区町会・自治会連合会10月8日

90 東京藝術大学音楽学部同声会東京八王子地区演奏会 東京藝術大学音楽学部同声会東京八王子地区10月14日

97 八王子手作り寄席 八王子手作り寄席10月22日

95 ふれあい椚田祭 八王子市青少年対策椚田地区委員会10月21日

96 野外活動体験 八王子市青少年対策みなみ野地区委員会10月21日

100 三校地域交流会 八王子市青少年対策長房地区委員会10月28日

98 市制100周年記念事業  八王子市民文化祭  書道展 八王子書道連盟10月27日～ 30日

101 ふれあいフェスティバル 八王子市青少年対策由井東地区委員会10月28日

104 四谷フェスティバル 八王子市青少年対策四谷地区委員会10月29日

103 八王子市民文化祭  中之島流大正琴 中之島流大正琴10月29日

102 鑓水地域フェスタ 八王子市青少年対策鑓水地区委員会10月28日

107 地域ふれあいトン汁大会 八王子市青少年対策横川地区委員会11月4日

106 陵南フェスタ ジョイントコンサート 八王子市青少年対策陵南地区委員会11月3日

105 八王子市民文化祭  八王子菊花展 八王子愛菊会11月1日～ 17日

108 八王子大江戸舞祭2017 八王子大江戸舞祭実行委員会11月5日

113 八王子アマチュア映画祭 八王子アマチュア映像協会11月17日

112 ピーポくんの家ウォークラリー 八王子市青少年対策恩方地区委員会11月12日

111 収穫祭 八王子市青少年対策元八王子地区委員会11月12日

110 八王子還暦軟式野球  市制100周年記念大会 還暦軟式野球八王子在住チーム11月11日・18日・23日

118 八王子ShortFilm映画祭 八王子ShortFilm映画祭実行委員会12月2日

116 スポーツフェスタ・音楽祭 八王子市青少年対策楢原地区委員会11月25日

117 地域音楽祭 八王子市青少年対策松が谷地区委員会11月25日

115 ひよどり山音楽祭 八王子市青少年対策ひよどり山地区委員会11月25日

114 市制100周年記念  学生書道展 八王子書道連盟11月22日～ 26日

119 標語コンクール 八王子市青少年対策第四地区委員会12月2日

120 城山スポーツフェスティバル 八王子市青少年対策城山地区委員会12月2日

121 赤ちゃん100人で超巨大おひるねアートに挑戦！！ 八王子おひるねアート教室 “ほのぼのhouse”12月3日

126 2017南大沢クリスマスキャンドルナイト パークサービス八王子12月16日

127 キャッチボールクラシック2017全国大会 （一社）日本プロ野球選手会12月17日

124 小さな冬の音楽会 八王子市青少年対策甲ノ原地区委員会12月9日

125 ビューティーバイキング　VOL.9 ビューティーバイキング実行委員会事務局12月9日・10日

128 横山地区青少年育成ロードレース大会 八王子市青少年対策横山地区委員会12月23日

129 関東スーパーマーチング2017 日本マーチングバンド協会関東支部12月24日

130 新春フットサル大会 （一社）八王子サッカー協会1月6日～ 2月12日

131 どんど焼き 八王子市青少年対策上柚木地区委員会1月7日

132 子どもたちと地域の人たちとの新春交流会 八王子市青少年対策加住地区委員会1月13日

133 あいの由木っ子の森冬まつり 八王子市青少年対策由木地区委員会1月13日

134 八王子お手玉遊び競技大会 2月3日 日本のお手玉の会八王子支部  八王子お手玉の会

135 ふれあいコンサート 八王子市青少年対策第五地区委員会2月10日

136 東京都高等学校吹奏楽の響演　”響き渡る” 共立・NTTファシリティーズ共同事業体2月11日

137 チャリティーコンサート 八王子市青少年対策由井西地区委員会2月17日

122 地域ふれあいスポーツ大会 八王子市青少年対策恩方地区委員会12月3日

マラソン大会 八王子市青少年対策館地区委員会12月3日123

141 地区懇談会、講演会  花いっぱい運動 八王子市青少年対策浅川地区委員会3月10日

142 教育環境等積極的貢献者への表彰 八王子市青少年対策城山地区委員会3月14日

138 マーチングステージ全国大会 （一社）日本マーチングバンド協会2月17日・18日

139 講演会 八王子市青少年対策陵南地区委員会2月24日

140 八王子市市制100周年記念  特別八王子市民感謝デー (株)東京サマーランド3月3日・4日

82 遥かなるルネサンス展
- 天正遣欧少年使節団がたどったイタリア （公財） 東京富士美術館9月21日～ 12月3日

83 こまぎのフェスティバル2017 駒木野病院9月23日

84 八王子少年少女空手道選手権大会 八王子市空手道スポーツ少年団9月24日

80 稲垣伸一ワンマンライブ叶  ～ road  to  success ～ road  to  success  推進委員会9月16日

81 ヘルシーウォーキング 八王子市青少年対策第六地区委員会9月16日

86 体を動かしてみよう！！ KUCO PRO（クコプロ）9月30日

85 おとなが楽しむお手玉遊び大会 日本のお手玉の会八王子支部  八王子お手玉の会9月27日

71 LANDSCAPE  DESIGN （株）マルモ出版8月23日～ 10月23日

73 働く車の見学・体験会 in 八王子 中日本高速道路(株)八王子支社8月26日

72 ニューオリンズフェスティバル （株）クレア8月25日

74 上柚木夏祭り 八王子市青少年対策上柚木地区委員会8月26日

75 10周年特別記念公演 パフォーマンス集団「ザ・レインボーズ」9月2日

76 エルシィ寄席 （株）八王子エルシィ9月4日

77 ワイワイチャリティー 2017 （一社）八王子青年会議所9月10日

78 まち、よみフェスタinはちおうじ 朗読ユニットアンシャンテ9月10日

79 朝日さわやか寄席 朝日新聞  八王子ブロック9月15日

69 元本郷町一丁目夏まつり 元本郷町一丁目町会8月12日・13日

68 髙尾山お見合いパーティー 八王子駅前銀座通商栄会8月12日

70 八王子薪能 子安神社8月19日

66 中国泰安市青少年芸術交流団来日公演 八王子市日本中国友好協会8月6日

67 2017明治安田生命Ｊ2リーグ第27節
（八王子市サンクスマッチ） 東京ヴェルディ 1969フットボールクラブ(株)8月11日
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事 業 名 実 施 日 実 施 団 体 事 業 名 実 施 日 実 施 団 体

4 花と緑のまちづくりフェア2016 八王子ファッション都市協議会4月23日 ・ 24日

5 フラワーフェスティバル由木 フラワーフェスティバル由木祭典委員会4月30日 ・ 5月1日

3 八王子音楽祭2016 （公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団4月16日～ 5月22日

6 郷土資料館  特別展・企画展 八王子市教育委員会郷土資料館4月～ 3月

6月25 日・ 7月28日 ・
11月26日 ・ 2月25日24 文化財見て歩き 八王子市教育委員会文化財課

15 八王子駅北口地下駐車場・自由通路全面周知 八王子市交通事業課5月～ 3月

7 ダンボールコンポストたい肥活用 八王子市ごみ減量対策課4月～ 3月

8 八王子地域合同学園祭  ★学生天国★ 八王子学生委員会5月8日

14 みんなの町の清掃デー 美しい八王子をつくる会5月29日

5月14日 ・ 28日 ・
6月18日 ・ 25日10 市長と語る 八王子市広聴課

16 先端技術セミナー サイバーシルクロード八王子など5月～ 3月

17 2016八王子環境フェスティバル 八王子環境フェスティバル実行委員会6月4日

国際ソロプチミスト八王子、
八王子市環境保全課

平成28年3月23日（植替え会）
平成28年3月28日（贈呈式）

1
国際ソロプチミスト八王子認証30周年記念
八王子市市制100周年記念 協働事業  
植替え会／プランター贈呈式

9 八王子市民体育大会 NPO法人八王子市体育協会、
八王子市教育委員会スポーツ振興課5月11日～ 3月

2 八王子市民スポーツ・レクリエーション大会 特定非営利活動法人八王子市レクリエーション協会、
八王子市教育委員会スポーツ振興課4月3日～ 3月12日

18 ジュニア育成（スポーツ教室） 八王子市教育委員会スポーツ振興課6月5日～ 12月17日

11月4日～ 12月9日72 市民自由講座  新八王子市史を読み解く  自然編 八王子市教育委員会学習支援課、
八王子市市史編さん室

26 全国都市緑化はちおうじフェアプレイベント
「フォトスクープゲーム珍樹アニマル探偵団inはちおうじ」 八王子市都市緑化フェア推進室7月1日～ 9月30日

27 八王子・夏の風物市（あさがお市） 八王子・夏の風物市実行委員会7月2日 ・ 3日

28 市民活動フェスティバル 八王子市市民活動支援センター7月10日

29 八王子100年応援団発足式 八王子市市制100周年記念事業実行委員会7月12日

30 八王子浅川ガサガサ探検隊 八王子浅川水辺の楽校運営協議会7月16日

31 夏休み子どもいちょう塾 大学コンソーシアム八王子7月23日 ・ 24日

19 防犯防災フェア 八王子市生活安全部6月11日

20 学ぼう！あなたもできる認知症予防！ 高齢者あんしん相談センター6月17日

21 生涯学習の集いイン南大沢 生涯学習の集いイン南大沢実行委員会6月18日 ・ 19日

25 男女共同参画週間記念講演会 八王子市男女共同参画課6月26日

22 ロビーコンサート 八王子市東浅川保健福祉センター6月19日

23 市民食育講座 八王子市健康政策課6月19日

32 施設見学会 八王子市広聴課
7月27日・29日 ・
12月11日 ・ 
3月19日・23日

7月29日～ 8月5日 ・
8月13日～ 15日33 平和展  ～こどもたちに伝えたい  この想い～ 平和展実行委員会、八王子市総務課

34 八王子花火大会 八王子花火大会実行委員会7月30日

35 親子里山保全体験講座（佐川急便「高尾100年の森」） 八王子市環境保全課7月31日

36 郷土資料館体験学習 八王子市教育委員会文化財課7月～ 3月

37 市議会だよりの愛称公募 八王子市議会事務局庶務調査課8月1日～ 2月1日

61 姉妹都市締結記念・「新八王子市史 通史編2中世」
刊行記念講座

八王子市教育委員会学習支援課、
八王子市市史編さん室など10月8日

63 戸吹クリーンフェスタ 戸吹クリーンセンター等施設連絡協議会10月9日

42 子ども手作り甲冑教室 ＮＰＯ法人八王子城跡三ッ鱗会8月21日 ・ 22日

39 八王子まつり 八王子まつり実行委員会8月5日～ 7日

41 八王子市長杯こども将棋大会 八王子市教育委員会生涯学習政策課8月19日

40 Ｔシャツデザイン画100選 八王子ファッション都市協議会8月9日

45 パネルキャラバン 八王子市市制100周年記念事業実行委員会8月～ 12月

46 読書感想画コンクール 東京八王子西ロータリークラブ、
八王子市教育員会図書館部8月～ 2月

55 青年ライブステージ
八王子市教育委員会八王子市学習支援委員、
八王子市教育委員会学習支援課9月25日

47 踊れ西八夏まつり 西八商栄会9月3日 ・ 4日

49 交通安全八王子市民の集い 八王子市交通事業課9月10日

48 みんなの川の清掃デー 美しい八王子をつくる会9月4日

54 体験楽習フェスティバル八王子2016 体験楽習フェスティバル八王子2016実行委員会9月24日 ・ 25日

57 姉妹都市盟約を締結 八王子市市制100周年記念事業推進室10月1日

58 南大沢総合センターまつり 南大沢総合センター内各施設10月1日 ・ 2日

59 八王子国際交流フェスティバル2016 八王子国際交流フェスティバル実行委員会10月2日

（公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団8月3日 ・ 4日38
八王子車人形と海外の人形による特別公演

（八王子市制100周年プレ記念事業ニューヨーク発
トム・リー演出　八王子車人形　Shank’s Mare 膝栗毛）

44 大学コンソーシアム八王子  FD・SDフォーラム 大学コンソーシアム八王子8月29日 ・ 30日

50 長寿を祝う会 八王子市高齢者いきいき課9月13日～ 16日

51 東浅川保健福祉センター健康まつり 八王子市東浅川保健福祉センター9月17日

52 越中八尾おわら風の舞in八王子 八王子「おわら風の舞」の会9月17日

53
健康づくり事業　講演会　「元気な体は食事から！」
～食欲の秋！野菜ソムリエが楽しく、
　　　　　　　　美味しい、食べ方伝授します！～

八王子市南大沢保健福祉センター9月22日

56 全国大陶器市「八王子値切り市」 全国大陶器市振興組合9月29日～ 10月3日

60 ネオテニス教室 八王子市ネオテニス協会10月5日～ 11月9日

62 八王子フードフェスティバル 八王子フードフェスティバル実行委員会10月8日～ 10日

73 動物講演会 八王子市生活衛生課11月5日

64 八王子市民文化祭 八王子市民文化祭実行委員会、
（公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団10月9日～ 11月27日

65 子どもフェスティバル 八王子市子供会育成団体連絡協議会10月10日

66 ふれあい運動会 ふれあい運動会実行委員会10月15日

67 NHKラジオ第1「キャンパス寄席」公開収録
日本放送協会、
八王子市市制100周年記念事業推進室など10月15日

71 図書館まつり講演会 八王子市教育委員会生涯学習センター図書館11月3日

68 生涯学習フェスティバル 八王子市教育委員会生涯学習政策課10月22日

69 八王子メッセ「街道市」 八王子ファッション都市協議会10月22日 ・ 23日

70 わくわくフェア2016 八王子商工会議所10月22日 ・ 23日

74 川口やまゆり館まつり 川口やまゆり住民協議会11月5日 ・ 6日

75 あったかホールまつり あったかホールまつり実行委員会11月6日

76 八王子市高齢者いきいき課11月11日
介護の日イベント
講演会「災害について考える～高齢者の視点から～」
情報提供・相談ブース

11 健康フェスタ・食育フェスタ合同開催 はちおうじ健康づくり推進協議会、
はちおうじ食育フェスタ実行委員会5月15日

12 ヘルシーウォーキング ヘルシーウォーキング実行委員会5月15日

13 福祉まつり 福祉まつり実行委員会5月15日

43 読書感想文コンクール 東京八王子西ロータリークラブ、
八王子市教育員会図書館部8月25日～ 9月30日

　平成29年の市制100周年に向け、機運を高めるために実施した
事業です。（事業期間：平成28年4月～平成29年3月）プレ記念事業一覧
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事 業 名 実 施 日 実 施 団 体 事 業 名 実 施 日 実 施 団 体

80 青少年健全育成キャンペーン 八王子市青少年健全育成キャンペーン実施委員会11月

85 地球温暖化防止普及啓発イベント 八王子市環境政策課12月10日

82 八王子車人形と民俗芸能の公演 八王子市教育委員会文化財課12月4日

87 八王子市消防団音楽隊定期演奏会 八王子市消防団12月11日

88 親子里山保全体験講座（高尾の森自然学校） 八王子市環境保全課12月17日

86 東浅川保健福祉センタークリスマスコンサート 八王子市東浅川保健福祉センター12月10日

89 ハンドベルクリスマスコンサート 八王子市東浅川保健福祉センター12月18日

83 ふれあいコンサート 八王子市障害者福祉課12月4日

90 シティプロモーション動画「ぼくらの八王子MV」 八王子市都市戦略課12月

84 自主防犯パトロール活動推進写真展 八王子市防犯課12月5日～ 22日 ・ 
1月5日～ 12日

92 八王子市消防団出初式 八王子市消防団1月8日

93 成人式 成人式実行委員会、
八王子市教育委員会生涯学習政策課1月9日

95 障害者文化展 八王子市障害者福祉課1月17日～ 22日

97 親子里山保全体験講座（八王子堀之内里山保全地域） 八王子市環境保全課1月28日

98 八王子市図書館手づくりの本展 八王子手づくり絵本の会、
八王子市教育委員会中央図書館1月28日～ 2月5日

96 八王子市立小中学校合同作品展  「おおるり展」 八王子市教育委員会、
八王子市公立小学校長会・八王子市立中学校長会1月26日～ 30日

94 総合市民相談会 八王子市市民生活課1月15日

99 八王子学生CMコンテスト 大学コンソーシアム八王子1月29日

100 消費生活フェスティバル 八王子市消費生活啓発推進委員会、
八王子市消費者団体連絡会など2月4日

101 市民フォーラム・未来を語る 八王子市広聴課2月5日

102 女と男のいきいきフォーラム八王子 女と男のいきいきフォーラム八王子実行委員会2月25日

104 「市制100周年記念」学校給食で姉妹都市献立の提供 八王子市教育委員会保健給食課、各小・中学校2月～平成29年5月

105 八王子市公式シティプロモーションサイト
「都会にないもの  田舎にないもの  ここにある。」 八王子市都市戦略課3月1日公開

106 市民レクリエーション大会 特定非営利活動法人八王子市レクリエーション協会、
八王子市教育委員会スポーツ振興課3月5日

107
女性の健康週間講演会

「本音で話そう、今さら聞けないこと
そうだ婦人科へ行こう! ！」

八王子市成人健診課・健康政策課3月5日

108 こどもかんきょうまつり 八王子市環境学習室（エコひろば）3月5日

109 子ども・子育て支援フォーラム
「共に歩む  未来につなげる  子育ち・子育て」 八王子市子どものしあわせ課3月9日

110 高尾梅郷梅まつり 高尾梅郷梅まつり実行委員会3月11日 ・ 12日

111 南大沢コミュニティオペラ「チャルダーシュの女王」 （公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団3月25日

112 シティプロモーション動画「Colorful Life」 八王子市都市戦略課3月公開

113 冊子名「まちづくり研究はちおうじ第12号」 八王子市都市戦略課3月発行

91 ホームページの運営（ホームページのリニューアル） 八王子市情報管理課1月1日

103 八王子フォトロゲイニング滝山 八王子フォトロゲイニング滝山実行委員会2月26日

77 タブレットとパソコン祭り NPO法人情報ボランティアの会・八王子、
八王子市情報管理課11月13日

81 大学コンソーシアム八王子  学生発表会 大学コンソーシアム八王子、
八王子市学園都市文化課12月3日 ・ 4日

78 八王子いちょう祭り 八王子いちょう祭り祭典委員会11月19日 ・ 20日

79 伝承のたまてばこ～多摩伝統文化フェスティバル2016 ～ （公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団、
アーツカウンシル東京（（公財）東京都歴史文化財団）

11月26日 ・ 27日 4 子どもたちが創り演じる舞台劇 子どもたちが創り演じる舞台劇実行委員会4月4日 ・ 5日

2 テーマ展示「100がつく本」 八王子市教育委員会川口図書館4月1日～ 30日

3 学芸員のおすすめ！蔵出し収蔵品展 八王子市教育委員会郷土資料館4月1日～ 5月31日

8 ～誰もが音楽を楽しめる街、八王子に～ アウトリーチコンサート ＮＰＯ法人チェロ・コンサートコミュニティー4月20日～ 12月19日

7 ＮＨＫラジオ第1「キャンパス寄席」公開収録 日本放送協会、八王子市市制100周年記念事業推進室4月15日

9 八王子大音楽祭2017 （公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団4月21日～ 5月21日

10 花と緑のまちづくりフェア2017 八王子ファッション都市協議会4月22日 ・ 23日

12 フラワーフェスティバル由木 フラワーフェスティバル由木祭典委員会4月29日 ・ 30日

14 八王子市青少年対策地区委員会連絡会一斉活動
（クリーン活動・防災訓練）

八王子市青少年対策地区委員会連絡会4月～ 3月

13 八王子市民マラソン野球大会
八王子市市制100周年記念 早朝野球プレミアムカップ争奪戦 八王子市早朝野球連盟4月29日・

9月9日～ 10月28日

17 八王子古本まつり 八王子古本まつり実行委員会5月3日～ 7日

18 長房ふれあい端午まつり 長房地域住民協議会5月4日 ・ 5日

19 オペラ「アイーダ」 （公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団5月6日

20 IFSCボルダリングワールドカップ八王子2017 （公社）日本山岳・スポーツクライミング協会5月6日 ・ 7日

21 「八王子NPOフェスティバル～協働のまち八王子を目指して」 八王子ＮＰＯフェスティバル実行委員会5月7日・13日・14日
20日・21日・27日

22 八王子地域合同学園祭  ★学生天国★ 八王子学生委員会5月14日

23 学園都市八王子の底力～学生の力、地域の力～ 八王子学生委員会5月14日

24 「八王子をどり」市制100周年特別公演 八王子をどり実行委員会5月19日 ・ 20日

25 2017健康フェスタ・食育フェスタ はちおうじ健康づくり推進協議会、
はちおうじ食育フェスタ実行委員会5月21日

26 ヘルシーウォーキング ヘルシーウォーキング実行委員会5月21日

28 みんなの町の清掃デー 美しい八王子をつくる会5月28日

16 ぼく・わたしたちの八王子
子ども絵画コンテスト展覧会・巡回展 八王子市児童青少年課平成29年1月16日～ 22日

5月1日～ 11月23日

11 市制100周年八王子城武者甲冑づくり 市制100周年八王子城武者甲冑づくり実行委員会4月23日～ 9月23日・
10月9日

29 2017八王子環境フェスティバル 八王子環境フェスティバル実行委員会6月3日

31 「調べる学習コンクール」開催記念
「命の感受性」～図書館が支える、生きる力～ 八王子市教育委員会指導課6月16日

32 『The 100th』 八王子市市制100周年記念・通算100回演奏会
（第56回定期演奏会） 八王子市民吹奏楽団6月17日

33 生涯学習の集いイン南大沢 生涯学習の集いイン南大沢実行委員会6月17日 ・ 18日

35 消防団消防操法大会 八王子市消防団（八王子市防災課）6月25日

36 健康福祉フォーラム 八王子市健康政策課7月2日

37 戸吹クリーンフェスタ 戸吹クリーンフェスタ実行委員会7月8日

38 はちおうじ福祉歌踊まつり はちおうじ福祉歌踊まつり実行委員会7月8日

27 八王子100年  森と踊るプロジェクト 八王子100年森と踊るプロジェクト
実行委員会

5月21日・6月10日・
7月29日～ 31日・
11月12日

34 八王子「宇宙の学校」 八王子「宇宙の学校」実行委員会6月18日～ 11月12日

15 ダンボールコンポストたい肥の活用 八王子市ごみ減量対策課4月～ 3月

八王子の更なる100年への食の安全 八王子から発信！日本の食を守る実行委員会4月8日・6月10日
9月9日・10月14日5

6 滝山城址の歴史と緑豊かな自然環境を守り、地域力を結集し、
魅力ある加住地区を次世代につなぐ事業 加住地区町会・自治会連合会4月8日・7月20日

11月4日 ・5日・25日

30 八王子ものづくりコンテスト　
市制100周年記念「はちもん社会科見学」 はちもん実行委員会6月4日～ 8月26日・

9月18日～ 23日

1 全関東八王子夢街道駅伝競走大会 全関東八王子夢街道駅伝競走大会実行委員会平成29年2月12日

市制100周年の説目の年をお祝いするために実施した事業です。
（事業期間：平成29年4月～平成30年3月）記念事業一覧
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事 業 名 実 施 日 実 施 団 体 事 業 名 実 施 日 実 施 団 体

52 夏休み子どもいちょう塾 大学コンソーシアム八王子7月22日 ・ 23日
51 こども科学館リニューアルオープン 八王子市教育委員会こども科学館7月22日

55 「八王子市100年婚姻届」の制作・販売 八王子市都市戦略課7月31日発売

54 平和展 ～こどもたちに伝えたい この想い～ 平和展実行委員会、八王子市総務課7月29日～ 8月2日 ・ 
11日～ 15日

59 つながれ人の和！人も街もスポーツで元気に！ （一社）八王子サッカー協会
8月6日・26日 ・ 
9月30日・12月16日

56 体験楽習フェスティバル八王子2017 体験楽習フェスティバル八王子2017実行委員会8月1日～ 31日

57 Tシャツデザイン画100選 八王子ファッション都市協議会8月4日
58 八王子まつり 八王子まつり実行委員会8月4日～ 6日

60 プロジェクションマッピング 八王子市市制100周年記念事業
プロジェクションマッピング実行委員会8月11日

61 八王子市長杯 こども将棋大会 八王子市教育委員会生涯学習政策課8月18日

62 学園都市大学　
市制100周年記念企画展「八王子へのラブレター」 八王子学園都市大学事務局8月18日～ 22日

63 スポーツ推進フォーラム 八王子市教育委員会スポーツ振興課8月19日

65 NHKのど自慢 日本放送協会、
八王子市市制100周年記念事業推進室

8月20日・
8月19日（予選会）

64 生涯学習フォーラム 八王子学園都市大学事務局、
八王子市学園都市文化課8月20日

39 八王子・夏の風物市（あさがお市） 八王子・夏の風物市実行委員会7月8日 ・ 9日

66 子ども体験塾
「オーケストラ・ワンダーランドへようこそ！」

多摩・島しょ子ども体験塾日野市・
八王子市協同事業実行委員会8月22日

69 読書感想文コンクール 東京八王子西ロータリークラブ、
八王子市教育委員会各図書館8月24日～ 9月30日

70 読書感想画コンクール 東京八王子西ロータリークラブ、
八王子市教育委員会各図書館8月24日～ 9月30日

67 オリンピアンによる水泳教室 八王子市教育委員会スポーツ振興課8月23日

71 新聞で市制100周年をPR 八王子市市制100周年記念事業推進室・広報課9月1日

68 大学コンソーシアム八王子 ＦＤ・ＳＤフォーラム 大学コンソーシアム八王子8月23日・24日

72 調べる学習コンクール 八王子市教育委員会指導課9月1日～ 30日
73 踊れ西八夏まつり 西八商栄会9月2日 ・ 3日

74 八王子市民体育大会 総合開会式 NPO法人八王子市体育協会、
八王子市教育委員会スポーツ振興課9月3日

90 八王子駅（南口）賑わい催事 （公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団、
八王子市市制100周年記念事業推進室10月1日

95 生活文化創造都市フォーラム （一財）日本ファッション協会、
八王子商工会議所など10月5日

86 特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会 八王子市教育委員会スポーツ振興課9月24日

88 南大沢総合センターまつり 南大沢総合センター内各施設9月30日 ・ 10月1日

77 介護予防講座 認知症講演会「認知症と共に幸せに生きる」 八王子市南大沢保健福祉センター9月8日

78 交通安全八王子市民の集い 八王子市交通事業課9月9日

80 長寿を祝う会 八王子市高齢者いきいき課9月11日～ 14日

81 八王子フードフェスティバル 八王子フードフェスティバル実行委員会9月16日～ 18日

82 全国都市緑化はちおうじフェア 全国都市緑化はちおうじフェア実行委員会9月16日～ 10月15日

83 特別展「八王子百年の彩り」 八王子市教育委員会郷土資料館9月16日～ 11月26日

84 みどりのまちづくりフォーラム 全国都市緑化はちおうじフェア実行委員会9月17日

79 伝承のたまてばこ ～多摩伝統文化フェスティバル2017 ～ （公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団、
アーツカウンシル東京（（公財）東京都歴史文化財団）9月9日 ・ 10日

85 八王子市民文化祭 八王子市民文化祭実行委員会、
（公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団9月18日～ 11月18日

87 青年ライブステージ 八王子市教育委員会八王子市学習支援委員、
八王子市教育委員会学習支援課9月24日

Ｄｒ.肥沼の偉業を後世に伝えましょう Dr.肥沼の偉業を後世に伝える会9月3日76

91 『市制100周年記念誌』を発行 八王子市市制100周年記念事業推進室10月1日

89 市制施行100周年記念式典 八王子市市制100周年記念事業推進室10月1日

92 『市制100周年議会記念誌』を発行 八王子市議会事務局庶務調査課10月1日

93 記念式典上映用映像の制作 八王子市広報課10月1日

94 市制施行100周年記念祝賀会 八王子市市制施行100周年記念祝賀会実行委員会10月1日

97 八王子景観100選の選定（シンポジウム開催） 八王子市まちなみ景観課10月9日

100 文化芸術フォーラム 八王子市学園都市文化課10月15日

101 元八王子北條氏照まつり 元八王子地区町会自治会連合会10月21日 

103 図書館テーマ展示「八王子100年応援団が選ぶ3冊」 八王子市教育委員会各図書館10月27日 ～ 11月30日

98 八王子メッセ「街道市」 八王子ファッション都市協議会10月14日 ・ 15日

96 親子ふれあい工作教室 ～凧づくり・凧あげ～ 八王子ＢＢＳ会、青少年サポートネット・はちおうじ10月7日 

99 わくわくフェア2017 八王子商工会議所10月14日 ・ 15日

104 生涯学習フェスティバル 八王子市教育委員会生涯学習政策課10月28日

102 図書館まつり 八王子市教育委員会各図書館10月21日～ 11月5日

107 全国大陶器市「八王子値切り市」 全国大陶器市振興組合11月3日～ 7日

109 桑都フォトロゲイニング 八王子市教育委員会スポーツ振興課11月4日

110 八王子車人形と民俗芸能の公演 八王子市教育委員会文化財課11月5日

111 民生委員・児童委員制度創設100周年記念講演会 八王子市民生委員児童委員協議会、
八王子市福祉政策課11月7日

41 「八王子浅川ガサガサ探検隊」
～ 100周年に100人で100匹水槽をつくります～ 八王子浅川水辺の楽校運営協議会7月9日

46 ダンス ～樹下に集う～
共立・NTTファシリティーズ共同事業体、

（公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団7月16日

43 「市制100周年記念」 学校給食で海外友好交流都市献立の提供 八王子市教育委員会保健給食課、
各小・中学校7月10日～ 13日

42 ドイツ・ヴリーツェン市と友好交流協定を締結 八王子市多文化共生推進課7月10日

44 海外友好交流都市写真展 八王子市多文化共生推進課7月11日～ 25日
45 ～緑の保全シンボルフラワー～市の花「山ゆりフェスティバル」 上川の里づくり運営委員会7月15日～ 23日

48 姉妹都市図書館交流展示 八王子市教育委員会中央図書館7月21日～ 8月12日
47 社会を明るくする運動 「みんなに届け！私たちのメッセージ」 社会を明るくする運動八王子市実施委員会7月17日

49 八王子花火大会 八王子花火大会実行委員会7月22日

50 メイクアップ講座 八王子市南大沢保健福祉センター7月22日

53 八王子産材と八王子廃材を活用した木工体験ワークショップ
～世代を超える自然の恵みと想いを親から子へ未来へ繋げる～

家具のまち八王子
7月22日・23日・
8月19日・20日・
11月18日・19日・
12月14日～ 17日

105 市制100周年記念
八王子フィルハーモニー管弦楽団 第56回定期演奏会 八王子フィルハーモニー管弦楽団10月29日

106 歳末たすけあいバザー 八王子市社会福祉協議会、
八王子市民生委員児童委員協議会11月3日

108 八王子市 市制100周年記念事業
八王子の中世との新たな対話-今、よみがえる"滝山三城"- ＮＰＯ法人滝山城跡群・自然と歴史を守る会11月3日 ・ 19日

113 没後30年 銅版画家 清原啓子 （公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団11月11日～12月14日

114 八王子国際交流フェスティバル2017 八王子国際交流フェスティバル実行委員会11月12日

115 糖尿病予防講演会「糖尿病の最新情報を手に入れませんか？」 八王子市南大沢保健福祉センター11月12日

112 八王子市高齢者いきいき課11月11日介護の日イベント
介護落語「かあちゃんが倒れた！」、情報提供・相談ブース

40 中心市街地の歴史の継承と新しい賑わいの創出を目指す
イベントシリーズ事業 Public Place Lab.7月8日～ 30日・

12月22日

75 みんなの川の清掃デー 美しい八王子をつくる会9月3日 
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事 業 名 実 施 日 実 施 団 体

132 消防団音楽隊演奏会 八王子市消防団（八王子市防災課）12月9日

130 八王子市市制100周年ロックンロールプロジェクト
「八王子ポカポカフェスタ」

八王子市市制100周年
ロックンロールプロジェクト実行委員会12月3日

134 地球温暖化防止普及啓発イベント 八王子市環境政策課12月17日

135 キャッチボールクラシック八王子大会 日本プロ野球選手会など12月17日

137 消防団出初式 八王子市消防団（八王子市防災課）1月14日

138 障害者文化展 八王子市障害者福祉課1月16日～ 21日

141 ふれあい運動会 ふれあい運動会実行委員会1月27日

143 八王子学生CMコンテスト 大学コンソーシアム八王子1月28日

140 八王子市人権啓発講演会  「手話から始まる新たな出会い
音のない世界  ～夫婦でつかんだ夢の向こう側～」 八王子市総務課1月20日

118 八王子いちょう祭り 八王子いちょう祭り祭典委員会11月18日 ・ 19日

122 写真が語る 八王子開市から未来へ 八王子開市から未来への会11月23日～ 28日

120 姉妹都市間の下水道マンホール蓋交換式 八王子市下水道課11月19日

121 みんなで えがこう 八王子の未来 八王子市青少年対策地区委員会連絡会11月23日

123 「税の作文」及び「税に関する絵はがきコンクール」表彰式 八王子納税貯蓄組合連合会、（公社）八王子法人会など11月24日

127 宇宙飛行士講演会 八王子市教育委員会こども科学館11月26日

126 はちおうじ動物愛護のつどい 八王子市生活衛生課11月26日

128 「税の標語」表彰式 八王子間税会、八王子税務署11月29日

129 青少年健全育成キャンペーン 八王子市青少年健全育成キャンペーン実施委員会11月

119 八王子市障害者地域自立支援協議会、
八王子市障害者福祉課11月18日 ・ 19日障害者差別禁止条例周知イベント

125 八王子市教育委員会学習支援課、
八王子市市史編さん室11月25日歴史伝統フォーラム

133 大学コンソーシアム八王子、
八王子市学園都市文化課12月9日 ・ 10日大学コンソーシアム八王子 学生発表会

139 八王子市教育委員会、
八王子市公立小学校長会・八王子市立中学校長会1月18日～ 22日八王子市立小中学校合同作品展「おおるり展」

142 八王子手づくり絵本の会、
八王子市教育委員会中央図書館1月27日～ 2月4日八王子市図書館手づくりの本展

144 八王子市消費生活啓発推進委員会、
八王子市消費者団体連絡会など2月3日消費生活フェスティバル

136 八王子市成人式実行委員会、
八王子市教育委員会生涯学習政策課、1月8日成人式

131 八王子市教育委員会学習支援課、
八王子市市史編さん室12月3日 ・ 10日市民自由講座「新八王子市史」を読み解く

124
みんなで歌おう八王子
第1部 「夕焼け小焼け」をもっと知ろう
第2部 たにぞうさんと楽しく歌おう♪

ＮＰＯ法人八王子生涯学習コーディネーター会11月25日

147 『八王子市選挙管理の記録』を発行 八王子市選挙管理委員会事務局3月発行

148 『市制100周年記念事業記録集』を発行 八王子市市制100周年記念事業推進室3月発行

146 『新八王子市史編さんの記録』を発行 八王子市市史編さん室2月28日発行

149 平成29年1月1日～
平成30年3月1日八王子100年応援団リレーインタビュー 八王子市広報課

117 八王子の宮大工小町家と番匠～小町和義の仕事展～ 八王子市民史を記録する会11月17日～ 21日

145 子どもミライフォーラム・明日へつなぐ/グランドフィナーレ 2月4日 八王子市子どものしあわせ課、
八王子市教育委員会指導課など

116 安全安心フォーラム 八王子市防災課11月12日

P R 編
市 制 10 0 周 年 記 念 事 業
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団長　北島 三郎
八王子市在住

歌手

北山 たけし
八王子市在住

歌手

足立 歌音
八王子市在住
ソプラノ歌手

青山　佾
八王子学園都市大学学長

作家

副団長　ヒロミ
八王子市出身

タレント

SAM
日本工学院専門学校講師

ダンサー

金田一  秀穂
杏林大学教授

©タカオカ邦彦

言語学者

高橋 みなみ
八王子市出身

歌手

笹野 高史
八王子市在住

俳優

高野 秀行
八王子市出身

ノンフィクション作家

田代 未来
八王子市出身

オリンピアン（柔道）

永野 光太郎
八王子市在住

ピアノ、チェンバロ奏者

宮本 文昭
八王子市在住

音楽家

中島 翔哉
八王子市出身

オリンピアン（サッカー）

塚本 高史
八王子市出身

俳優

田中 雅美
中央大学卒業

オリンピアン（水泳）

松任谷 由実
八王子市出身

シンガーソングライター

中村 美里
八王子市出身

オリンピアン（柔道）

吉田　愛
八王子市出身

オリンピアン（セーリング）

山本　浩
法政大学教授

元NHKエグゼクティブアナウンサー

西川 古柳
八王子市在住

八王子車人形西川古柳座五代目家元

八王子100年

応援団

　八王子ゆかりの著名人による「八王
子100年応援団」の皆さんには、市制
100周年のブランド力を高めるとと
もに、八王子市の魅力を広く発信し
ていただきました。
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まちに広がった

802メッセージ

笑顔と応援の輪
　市制100周年をお祝いしようと、たくさんの市民の皆さ
んから応援メッセージが寄せられました。また、イベント
でにぎわうまちは訪れた方々の笑顔に包まれました。

　団体・グループなどの皆さんによる笑顔の写真に添えて、市制
100周年をお祝いするメッセージを募集しました。寄せられた
メッセージは市ホームページやフェイスブックで公開しました。

はちおうじ

7372
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みんな大好き♡八王子

　まちなかのイベントで、八王子の好きなところを聞いて写真撮
影を行う「みんな大好き♡八王子」。皆さんが思うまちの魅力とと
もにたくさんの笑顔に出会いました。

7574
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■ バナー

■ フラッグ

■ 横断幕

■ ポスター

■ のぼり旗

　バナーやフラッグなど、さまざまな啓発グッズを作製し、広く市民の皆さん
に市制100周年をPRしました。啓発グッズ

7776
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■ シール

■ バスマスク

■ ステッカー

■ 卓上のぼり

■ うちわ

■ クリアファイル その他の PR 活動

　バス会社の協力により、バスの車体に市
制 100 周年記念ロゴマークを配したバスマ
スクの取り付けや、中心的事業である「第
34 回全国都市緑化はちおうじフェア」を PR
するラッピング広告を施し、市内各所を走
りながら市制 100 周年を広く周知しました。

■ 地上機
　八王子駅周辺の人通りの多い通りに設置
された地上機を利用し、市制 100 周年と「第
34 回全国都市緑化はちおうじフェア」の
PR を行いました。事業終了後は内容を一新
し、市制 100 周年を機に選定した「八王子
景観 100 選」の写真をラッピングして、八
王子の魅力あふれる景観を PRしています。

■ まちなか観光・休憩所
　市制 100 周年で多くのイベントが開催さ
れた八王子駅北口西放射線ユーロード沿道
に臨時のまちなか観光・休憩所を設置し、
市内観光スポットを PR しました。設置期
間の平成 29 年 8 月 2 日から 10 月 15 日ま
でに 12,380 人が利用し、まちなかの休憩ス
ペースとして大変好評でした。

■ 懸垂幕
　駅ビルなど施設の建物に市制 100 周年を
祝う懸垂幕を掲出していただき、市制 100
周年を多くの皆さんに周知しました。

7978
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記念商品

名入れシール
橋本コーポレーション株式会社

アローレ八王子ユニフォーム
NPO法人はちきたSC

米
有限会社河村屋めじろ台食糧店

八王子みるくサブレ、
八王子みるくバウム、
八王子みるくワッフル、
焼き菓子詰め合わせ
磯沼ミルクファーム

しあわせぞうさんグッズ
ハッピーエレファント

かぼちゃクッキー、
アーモンドココアクッキー、
ドロップクッキー、
かぼちゃのマフィン、
ブラウニー、パウンドケーキ
いちょう工房ゆぎ

陣馬せんべい
陣馬せんべい本舗

八蜜アーモンドタルト、
ブールドネージュ
sora

手作りキャンドル
koko＊hana

太陽のオリーブ
もぐもぐファーム

クリアファイル
鬼怒食品株式会社

畳の縁
株式会社あなみず

八王子パスポート
フレックス株式会社

八王子観光カレンダー
八王子商工会議所

八蜜®八蜜屋

清酒「氏照」
京晴株式会社

日本酒「髙尾の天狗」
株式会社舞姫

『芸者衆に花束を。八王子花柳界、復活』
（著者：浅原 須美）

有限会社風声舎

八王子絹物語、水ようかん、
八王子太鼓
有限会社もちとし

八王子婚
株式会社うかい

どうぶつおしりマシュマロ
実践女子大学・
中日本エクシス株式会社八王子支店

桑都てぬぐい
有限会社パル企画

松姫もなか
株式会社松姫

ピンバッジ
八王子市市制100周年
記念事業実行委員会

八王子織物工業組合

八王子ラーメン
日清食品株式会社

高尾ポテト
株式会社東京Mammaマンマ 
Sweet potato

天狗黒豆まんじゅう
高尾登山電鉄株式会社

都まんじゅう
株式会社つるや製菓

切手シート
日本郵便

アサヒスーパードライ
アサヒビール株式会社

高尾の山里
八王子産桑茶ティーバッグ

かがやき
（金箔入り粉末緑茶）

福豆茶
（八王子産くわ茶入り黒豆茶）

株式会社茶山

さとふる
八王子手土産グランプリ
受賞品セット

はちバスサブレ はちおうじものがたり

プレミアムラスク

p-Tie

ネクタイ

手拭い
ストール

清酒「桑の都」

清酒「八王子城」

有限会社小澤酒造場

パティスリーメゾン

なた豆茶
なた豆天狗
のど飴

パッション
フルーツグミ

京昌コーポレーション
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八王子市公式ホーム
www.city.hachioji.tokyo.jp/

八王子市市制100周年
www.city.hachioji.tokyo.jp/100th_anniversary/index.html

八王子市公式シティ
www.city.hachioji.tokyo.jp/citypromotion/

八王子市市制100周年
https://www.facebook.com/hachioji.100/

ホームページ・Facebook

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/
八王子市公式ホームページ

　市制100周年を機にさらに見やすくわかりやすく市政情報
を発信するため、公式ホームページをリニューアルしまし
た。

公開日 平成29年1月１日（祝・日）

実施団体 八王子市情報管理課

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/100th_anniversary/
市制100周年記念サイト

　市制100周年のイベント情報などを内外に広く発信するた
め、新たに記念サイトを公開しました。

公開日 平成29年1月１日（祝・日）

実施団体 八王子市市制100周年記念事業推進室

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/citypromotion/
八王子市公式プロモーションサイト

　「自然との近さやまちの個性が楽しめる、八王子ならでは
のライフスタイル」の発信をコンセプトに、新たにシティプ
ロモーションサイト「都会にないもの 田舎にないもの ここに
ある。」を公開しました。

公開日 平成29年3月１日（水）

実施団体 八王子市都市戦略課

https://www.facebook.com/hachioji.100/
八王子市市制100周年記念事業フェイスブック

　市 制100周 年 の イ ベ ン ト 情 報 や
「八王子版今日は何の日」など、記念

事業期間中、毎日投稿しました。「い
い ね」数 は1,684、リ ー チ 数 は 約160
万（平成30年3月8日現在）で、多くの
皆さんに市制100周年に関する情報
をご覧いただきました。

公開日 平成28年4月１日（金）

実施団体 八王子市市制100周年
記念事業推進室

ブルーインパルスが
八王子にやって来る!

（平成29年9月14日投稿、
リーチ数32,812）

1位

八王子さんま祭り開催
（平成29年10月12日投稿、

リーチ数21,726）

2位

京王八王子の明神町踏切
（平成29年10月19日投稿、

リーチ数21,585）

3位

リーチ数が多かった投稿ベスト3

資料編
市制100周年記念事業
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記念事業の経過
年 月 取 組 内 容 年 月 取 組 内 容

庁 内 に 市 制 1 0 0 周 年 記 念 事 業 の 担 当 課（ 総 務 部 記 念 事 業 課 ）を 設 置（ 8 月 2 6 日 ）
先 進 自 治 体（ 豊 橋 市・岡 崎 市 ）の 視 察（ 8 月 2 6 日 ）

「 八 王 子 市 市 制 1 0 0 周 年 記 念 事 業 基 本 構 想 」策 定
「 八 王 子 市 市 制 1 0 0 周 年 記 念 事 業 実 行 委 員 会 」市 民 委 員 を 募 集（ 1 1 月 1 5 日 ～ 1 2 月 5 日 ）

庁 内 組 織「 市 制 1 0 0 周 年 記 念 事 業 実 施 本 部 」を 設 置
第 1 回 実 施 本 部 会 議（ 1 月 3 0 日 ）

「 八 王 子 市 市 制 1 0 0 周 年 記 念 事 業 実 行 委 員 会 」を 設 置
実 行 委 員 会 内 に「 シ ン ボ ル 事 業 委 員 会 」「 企 画 支 援 委 員 会 」「 広 報 宣 伝 委 員 会 」の
３ つ の 専 門 委 員 会 を 設 置

「 市 制 1 0 0 周 年 記 念 事 業 ア ド バ イ ザ ー 」（ 有 識 者 ）を 選 任
実 行 委 員 会 設 立 総 会 及 び 第 1 回 総 会（ 2 月 7 日 ）
・役員選任、平成26年度事業計画・予算（案）など
第1回専門委員会全体会及び第1回シンボル事業・企画支援・広報宣伝委員会（2月18日）
・各専門委員会の実施内容、委員長・副委員長の選出など
第 2 回 企 画 支 援 委 員 会（ 3 月 1 1 日 ）
・市民提案事業の募集など
第 2 回 シ ン ボ ル 事 業 委 員 会（ 3 月 1 3 日 ）
・シンボル事業の抽出など
第 2 回 広 報 宣 伝 委 員 会（ 3 月 1 6 日 ）
・ロゴマーク、キャッチフレーズの募集など
市 制 1 0 0 周 年 記 念 事 業 ロ ゴ マ ー ク 、キ ャ ッ チ フ レ ー ズ を 募 集（ 3 月 1 6 日 ～ 5 月 1 5 日 ）
第 2 回 実 施 本 部 会 議（ 4 月 1 日 ）
第 3 回 企 画 支 援 委 員 会（ 4 月 1 3 日 ）
・市民提案事業募集の概要、協賛金募集の概要など
第 3 回 広 報 宣 伝 委 員 会（ 4 月 1 4 日 ）
・ロゴマーク、キャッチフレーズ審査方法の概要など
第 3 回 シ ン ボ ル 事 業 委 員 会（ 4 月 1 6 日 ）
・シンボル事業の検討など
第 4 回 広 報 宣 伝 委 員 会（ 5 月 2 0 日 ）
・ロゴマーク第１次審査など
第 5 回 広 報 宣 伝 委 員 会（ 5 月 2 8 日 ）
・キャッチフレーズ第１次審査など
第 3 回 実 施 本 部 会 議（ 5 月 2 9 日 ）
第 4 回 企 画 支 援 委 員 会（ 6 月 1 日 ）
・市民提案事業の募集要項（案）など
第 4 回 シ ン ボ ル 事 業 委 員 会（ 6 月 1 6 日 ）
・実行委員会主催事業の内容の検討など
第 4 回 実 施 本 部 会 議（ 6 月 1 9 日 ）
市 制 1 0 0 周 年 記 念 事 業 ロ ゴ マ ー ク と キ ャ ッ チ フ レ ー ズ を 公 表（ 6 月 2 5 日 ）
第 5 回 シ ン ボ ル 事 業 委 員 会（ 7 月 2 3 日 ）
・実行委員会主催事業の具体的内容の検討など
第 5 回 実 施 本 部 会 議（ 8 月 2 4 日 ）
第 5 回 企 画 支 援 委 員 会（ 9 月 1 5 日 ）
・市民提案事業の募集及び選考方法など
第 6 回 広 報 宣 伝 委 員 会（ 9 月 1 7 日 ）
・ロゴマーク等活用の展開、八王子100年応援団の実施など
第 1 回 専 門 委 員 代 表 者 会（ 9 月 2 8 日 ）
・各専門委員会の委任事項と進捗状況など
第 6 回 企 画 支 援 委 員 会（ 1 0 月 1 3 日 ）
・市民提案事業の実施など
第 7 回 広 報 宣 伝 委 員 会（ 1 0 月 2 0 日 ）
・ロゴマーク等使用のガイドラインなど
第 6 回 実 施 本 部 会 議（ 1 0 月 2 6 日 ）
第 6 回 シ ン ボ ル 事 業 委 員 会（ 1 0 月 2 7 日 ）
・パネルキャラバンの実施検討など
第 2 回 総 会（ 1 0 月 3 0 日 ）
・平成26年度事業報告・決算、平成27年度事業計画・予算（案）など
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8 月

9 月

1 0 月

5 月

4 月

「 八 王 子 市 市 制 1 0 0 周 年 記 念 事 業 基 本 計 画 」策 定
第 7 回 企 画 支 援 委 員 会（ 1 1 月 1 0 日 ）
・市民提案事業の募集など
第 7 回 実 施 本 部 会 議（ 1 1 月 1 9 日 ）
第 8 回 広 報 宣 伝 委 員 会（ 1 1 月 1 9 日 ）
・市制100周年PRポスター、協賛金募集の概要など
市 制 1 0 0 周 年 記 念 ピ ン バ ッ ジ の 販 売 開 始
市 民 提 案 事 業 の 募 集 開 始（ 1 2 月 1 日 ～ 1 月 2 9 日 ）
第 9 回 広 報 宣 伝 委 員 会（ 1 2 月 1 4 日 ）
・今後の広報活動の展開など
第 7 回 シ ン ボ ル 事 業 委 員 会（ 1 2 月 1 5 日 ）
・パネルキャラバンの概要など
第 8 回 企 画 支 援 委 員 会（ 1 2 月 1 7 日 ）
・市民提案事業選考方法の変更など
第 8 回 実 施 本 部 会 議（ 1 2 月 2 4 日 ）
総 務 部 記 念 事 業 課 か ら 市 制 1 0 0 周 年 記 念 事 業 推 進 室 へ 組 織 改 正（ 1 月 1 日 ）
第 8 回 シ ン ボ ル 事 業 委 員 会（ 1 月 1 5 日 ）
・パネルキャラバンの概要など
第 1 0 回 広 報 宣 伝 委 員 会（ 1 月 1 8 日 ）
・広報戦略の進捗状況など

「 八 王 子 市 市 制 1 0 0 周 年 記 念 事 業 推 進 計 画 」策 定
第 9 回 企 画 支 援 委 員 会（ 2 月 8 日 ）
・市民提案事業の応募結果など
第 9 回 実 施 本 部 会 議（ 2 月 1 7 日 ）
第 1 1 回 広 報 宣 伝 委 員 会（ 2 月 1 7 日 ）
・推進計画策定における広報活動等の推進など
第 3 回 総 会（ 2 月 2 2 日 ）
・専門委員会審議内容の結果、推進計画（案）など
第 1 0 回 企 画 支 援 委 員 会（ 3 月 7 日 ）
・市民提案事業の選考など
第 1 1 回 企 画 支 援 委 員 会（ 3 月 1 1 日 ）
・市民提案事業の選考など
第 1 2 回 広 報 宣 伝 委 員 会（ 3 月 1 4 日 ）
・ロゴマーク等使用の承認状況、広報グッズの作製など
第 9 回 シ ン ボ ル 事 業 委 員 会（ 3 月 1 6 日 ）
・パネルキャラバンの今後の展開など
市制100周年プレ記念事業がスタート【～平成29年3月31日】
市 制 1 0 0 周 年 記 念 事 業 Fa ce b o o k ペ ー ジ を 開 設（ 4 月 1 日 ～ ）
第 1 0 回 実 施 本 部 会 議（ 4 月 1 日 ）
第 1 0 回 シ ン ボ ル 事 業 委 員 会（ 4 月 2 2 日 ）
・パネルキャラバン写真の応募状況、会場の選定など
第 1 3 回 広 報 宣 伝 委 員 会（ 4 月 2 5 日 ）
・広報グッズの作製、関係商品の募集、ＰＲブースの運営など
第 1 2 回 企 画 支 援 委 員 会（ 4 月 2 7 日 ）
・市民提案事業の選考結果、2次募集の取り扱いなど
第 1 1 回 実 施 本 部 会 議（ 4 月 2 8 日 ）
市 民 提 案 事 業 補 助 金 交 付 対 象 事 業 が 決 定（ 1 6 事 業 ）
第 4 回 総 会（ 5 月 9 日 ）
・平成27年度事業報告・決算、平成28年度事業計画・予算（案）など
第 1 1 回 シ ン ボ ル 事 業 委 員 会（ 5 月 1 6 日 ）
・パネルキャラバンの展開など
第 1 4 回 広 報 宣 伝 委 員 会（ 5 月 2 3 日 ）
・協賛金の募集など
第 1 3 回 企 画 支 援 委 員 会（ 5 月 2 7 日 ）
・市民提案事業2次募集の実施、市民冠事業など
第 1 2 回 実 施 本 部 会 議（ 5 月 3 1 日 ）
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年 月 取 組 内 容 年 月 取 組 内 容

平 成 2 8 年 平 成 2 9 年

平 成 3 0 年
平 成 2 9 年

6 月

7 月

8 月

9 月

4 月

5 月

6 月

8 月

9 月

1 0 月

1 1 月

2 月

3 月

7 月

1 0 月

1 1 月

1 2 月

1 月

3 月

2 月

年 月 取 組 内 容

第 1 2 回 シ ン ボ ル 事 業 委 員 会（ 6 月 1 5 日 ）
・パネルキャラバン写真の選定状況など
第 1 3 回 実 施 本 部 会 議（ 6 月 2 0 日 ）
第 1 5 回 広 報 宣 伝 委 員 会（ 6 月 2 0 日 ）
・協賛金募集パンフレット、記念商品事業など
第 1 4 回 企 画 支 援 委 員 会（ 6 月 2 7 日 ）
・市民提案事業2次募集の実施、市民冠事業など
第 1 3 回 シ ン ボ ル 事 業 委 員 会（ 7 月 1 日 ）
・パネルキャラバン原稿の作成状況など
八 王 子 ゆ か り の 著 名 人 に よ る「 八 王 子 1 0 0 年 応 援 団 」を 結 成（ 7 月 1 2 日 ）
市 民 提 案 事 業（ 2 次 募 集 ）の 開 始（ 7 月 1 5 日 ～ 8 月 3 1 日 ）
第 1 6 回 広 報 宣 伝 委 員 会（ 7 月 2 5 日 ）
・「八王子100年応援団」発足式の開催状況、記念商品事業など
第 1 4 回 実 施 本 部 会 議（ 7 月 2 8 日 ）
市 制 1 0 0 周 年 記 念 ネ ク タ イ 販 売 開 始（ 8 月 1 日 ～ ）
第 1 4 回 シ ン ボ ル 事 業 委 員 会（ 8 月 2 日 ）
・パネルキャラバンのパネル内容・巡回スケジュールなど

「 八 王 子 ま つ り 」を 開 催（ 8 月 5 日 ～ 7 日 ）
・民踊流しが「最多人数（2,130人）で踊る盆踊り」ギネス世界記録に認定
八 王 子 1 0 0 年 の 歴 史 を 振 り 返 る「 パ ネ ル キ ャ ラ バ ン 」を 開 始（ 8 月 8 日 ～ 1 月 2 7 日 ）
第 1 5 回 実 施 本 部 会 議（ 8 月 2 2 日 ）
第 1 5 回 企 画 支 援 委 員 会（ 9 月 1 日 ）
・市民提案事業2次募集の今後のスケジュールなど
第 1 6 回 実 施 本 部 会 議（ 9 月 1 6 日 ）
第 1 7 回 広 報 宣 伝 委 員 会（ 9 月 2 6 日 ）
・市制100周年フラッグＰＲ、お祝いフォトリレーなど
第 1 6 回 企 画 支 援 委 員 会（ 9 月 2 9 日 ）
・市民提案事業2次募集の内容点検など
神 奈 川 県 小 田 原 市・埼 玉 県 寄 居 町 と 姉 妹 都 市 盟 約 を 締 結（ 1 0 月 1 日 ）
第 1 7 回 企 画 支 援 委 員 会（ 1 0 月 3 日 ）
・市民提案事業2次募集の内容点検など

「 子 ど も フ ェ ス テ ィ バ ル 」を 開 催（ 1 0 月 1 0 日 ）
第 1 7 回 実 施 本 部 会 議（ 1 0 月 3 1 日 ）
第 1 8 回 企 画 支 援 委 員 会（ 1 0 月 3 1 日 ）
・市民提案事業2次募集の選考結果など
第 1 8 回 実 施 本 部 会 議（ 1 1 月 1 5 日 ）
第 5 回 総 会（ 1 1 月 2 2 日 ）
・市民提案事業2次募集の選定、100周年記念事業の概要など
市 民 提 案 事 業 補 助 金 交 付 対 象 事 業（ 2 次 募 集 分 ）が 決 定（ 7 事 業 ）
第 1 9 回 企 画 支 援 委 員 会（ 1 1 月 2 8 日 ）
・市民提案事業1次採用事業の進捗状況報告など
第 1 5 回 シ ン ボ ル 事 業 委 員 会（ 1 2 月 2 2 日 ）
・パネルキャラバンのパネルの活用、実行委員会主催の記念事業など
第 1 9 回 実 施 本 部 会 議（ 1 2 月 2 6 日 ）
第 1 8 回 広 報 宣 伝 委 員 会（ 1 2 月 2 6 日 ）
・市制100周年PRポスターデザイン、実行委員会主催の記念事業など
市 制 1 0 0 周 年 記 念 特 設 サ イ ト を 開 設（ 1 月 1 日 ～ ）
市制100周年を応援するお祝いメッセージ『802メッセージ』を募集（1月4日～ 12月28日）
第20回実施本部会議（1月31日）
ビ ジ ョ ン フ ォ ー ラ ム の キ ッ ク オ フ イ ベ ン ト「 市 民 フ ォ ー ラ ム・未 来 を 語 る 」を 開 催（ 2 月 5 日 ）
先 進 自 治 体 の 視 察（ 2 月 8 日  尼 崎 市・2 月 2 4 日  福 山 市 ）
第 2 1 回 実 施 本 部 会 議（ 2 月 1 6 日 ）
第 6 回 総 会（ 2 月 2 2 日 ）
・実施計画（案）など

「 八 王 子 市 市 制 1 0 0 周 年 記 念 事 業 実 施 計 画 」策 定
市 制 1 0 0 周 年 記 念 事 業「 イ ベ ン ト ガ イ ド ブ ッ ク 」（ 小 冊 子 ）を 発 行

市制100周年記念事業がスタート【～平成30年3月31日】
市 制 1 0 0 周 年 記 念 事 業 協 賛 金 を 募 集（ 4 月 1 日 ～ 6 月 3 0 日 ）
第 2 2 回 実 施 本 部 会 議（ 4 月 3 日 ）

「 八 王 子 大 音 楽 祭 」を 開 催（ 4 月 2 1 日 ～ 5 月 2 1 日 ）
「 大 相 撲 八 王 子 場 所 」を 開 催（ 4 月 2 2 日 ）

第 2 3 回 実 施 本 部 会 議（ 4 月 2 8 日 ）
第 2 回 専 門 委 員 代 表 者 会（ 4 月 2 8 日 ）
・記念事業期間（平成29年度）の運営方針など

「 フ ラ ワ ー フ ェ ス テ ィ バ ル 由 木 」を 開 催（ 4 月 2 9 日・3 0 日 ）
「 Ｉ Ｆ Ｓ Ｃ ボ ル ダ リ ン グ ワ ー ル ド カ ッ プ 八 王 子 」を 開 催（ 5 月 6 日・7 日 ）

第 2 0 回 企 画 支 援 委 員 会（ 5 月 2 9 日 ）
・記念事業期間中の運営方針、市民提案事業決算書の確認など
第 1 6 回 シ ン ボ ル 事 業 委 員 会（ 5 月 3 0 日 ）
・記念事業期間中の運営方針、プロジェクションマッピングの実施状況など
第 1 9 回 広 報 宣 伝 委 員 会（ 6 月 2 日 ）
・記念事業期間中の運営方針、記録集の発行、啓発物品の作製など
第 7 回 総 会（ 6 月 2 1 日 ）
・平成28年度事業報告・決算、平成29年度事業計画・予算（案）など

「 新 八 王 子 市 史 」全 巻 完 成
「 健 康 福 祉 フ ォ ー ラ ム 」を 開 催（ 7 月 2 日 ）

ド イ ツ・ヴ リ ー ツ ェ ン 市 と 海 外 友 好 交 流 協 定 を 締 結（ 7 月 1 0 日 ）
「 八 王 子 花 火 大 会 」を 開 催（ 7 月 2 2 日 ）
「 コ ニ カ ミ ノ ル タ 　 サ イ エ ン ス ド ー ム 」リ ニ ュ ー ア ル オ ー プ ン（ 7 月 2 2 日 ）
「 体 験 楽 習 フ ェ ス テ ィ バ ル 八 王 子 」を 開 催（ 8 月 1 日 ～ 3 1 日 ）
「 八 王 子 ま つ り 」を 開 催（ 8 月 4 日 ～ 6 日 ）

東 京 工 科 大 学 八 王 子 キ ャ ン パ ス で「 プ ロ ジ ェ ク シ ョ ン マ ッ ピ ン グ 」を 開 催（ 8 月 1 1 日 ）
「 ス ポ ー ツ 推 進 フ ォ ー ラ ム 」を 開 催（ 8 月 1 9 日 ）
「 生 涯 学 習 フ ォ ー ラ ム 」を 開 催（ 8 月 2 0 日 ）
「 N H K の ど 自 慢 」を 開 催（ 8 月 2 0 日 ）

第 2 4 回 実 施 本 部 会 議（ 8 月 2 2 日 ）
「 踊 れ 西 八 夏 ま つ り 」を 開 催（ 9 月 2 日・3 日 ）
「 全 国 都 市 緑 化 は ち お う じ フ ェ ア 」を 開 催（ 9 月 1 6 日 ～ 1 0 月 1 5 日 ）
「 み ど り の ま ち づ く り フ ォ ー ラ ム 」を 開 催（ 9 月 1 7 日 ）
「 特 別 巡 回 ラ ジ オ 体 操・み ん な の 体 操 会 」を 開 催（ 9 月 2 4 日 ）
「 市 制 施 行 1 0 0 周 年 記 念 式 典 」を 開 催（ 1 0 月 1 日 ）

市 制 1 0 0 周 年 記 念 誌 を 発 行（ 1 0 月 1 日 ）
「 生 活 文 化 創 造 都 市 フ ォ ー ラ ム 」を 開 催（ 1 0 月 5 日 ）
「 文 化 芸 術 振 興 フ ォ ー ラ ム 」を 開 催（ 1 0 月 1 5 日 ）
「 桑 都 フ ォ ト ロ ゲ イ ニ ン グ 」を 開 催（ 1 1 月 4 日 ）
「 安 全 安 心 フ ォ ー ラ ム 」を 開 催（ 1 1 月 1 2 日 ）

第 8 回 総 会（ 1 1 月 1 4 日 ）
・記念事業の実施状況、実行委員会の解散手続きなど

「 八 王 子 い ち ょ う 祭 り 」を 開 催（ 1 1 月 1 8 日・1 9 日 ）
「 1 0 0 周 年 婚 姻 届 」の 販 売 を 記 念 し て 市 役 所 で「 届 け 出 挙 式 」を 実 施（ 1 1 月 2 2 日 ）
「 歴 史 伝 統 フ ォ ー ラ ム 」を 開 催（ 1 1 月 2 5 日 ）
「 子 ど も ミ ラ イ フ ォ ー ラ ム・明 日 へ つ な ぐ 」「 グ ラ ン ド フ ィ ナ ー レ 」を 開 催（ 2 月 4 日 ）

第 2 1 回 企 画 支 援 委 員 会（ 2 月 1 3 日 ）
・市民提案事業の成果報告、補助金の精算など
第 2 5 回 実 施 本 部 会 議（ 2 月 1 6 日 ）
専 門 委 員 会 全 体 会（ 2 月 2 1 日 ）
・審議総括、専門委員会の解散
タ イ ム カ プ セ ル 収 納 式 を 開 催（ 2 月 2 4 日 ）
市 制 1 0 0 周 年 記 念 事 業 記 録 集 を 発 行
第 9 回 総 会（ 3 月 2 0 日 ）
・記念事業の総括、実行委員会の解散
実 施 本 部 を 解 散 、記 念 事 業 終 了（ 3 月 3 1 日 ）
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八王子市市制100周年記念事業

実行委員会会則
平成27年2月9日決定　　　　　改正　平成28年1月1日

　　　第１章　総則
　（名称）
第１条　本会は、八王子市市制100周年記念事業実行委員会
　（以下「実行委員会」という。）と称する。
　（目的）
第２条　実行委員会は、市制100周年記念事業（以下「記念事
　業」という。）の積極的かつ円滑な推進を図るため、必要な
　事業を行うことを目的とする。
　（事業）
第３条　実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の各
　号に掲げる事業を行う。
　⑴ 　実行委員会が主体となって行う記念事業の企画及び

実施に関すること。
　⑵ 　市民提案事業の承認に関すること。
　⑶ 　記念イベントの誘致、広報、宣伝方法などに関すること。
　⑷ 　その他記念事業の円滑な推進に関すること。

　　　第２章　組織
　（組織）
第４条　実行委員会は、会長、委員及び監事をもって組織する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。
　⑴ 　市内各種団体の代表及びその役職員
　⑵　公募により選出された者
　（役員）
第５条　実行委員会に、次の役員を置く。
　⑴　会長　　　１名
　⑵　副会長　　２名
　⑶　理事　　　４名
　⑷　監事　　　２名
　（役員の選出）
第６条　会長は、八王子市長をもって充てる。
２　副会長及び理事は、会長が総会の承認を得て、委員のう
　ちから委嘱する。
３　監事は、総会の承認を得て会長が委嘱する。
　（役員の職務）
第７条　会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長
　が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した順により、そ
　の職務を代理する。
３　理事は、理事会を構成し、第１３条第７項に掲げる事項
　を審議し、決定する。
４　監事は、実行委員会の財務を監査する。
　（任期等）
第８条　委員及び役員（以下「委員等」という。）の任期は、委
　嘱のときから実行委員会の目的が達成され解散するまでと
　する。
２　所属する機関又は団体等の役職員であることにより委員
　等となった者がその役職員を退任した場合は、その職を解
　き、会長は、必要に応じて後任者を補充することができる。
３　前項に定めるほか、会長は、委員等に特別な事情が生じ
　たときは、その職を解き、必要に応じて後任者を補充する

　ことができる。
４　第２項及び前項により選出された委員等の任期は前任者
　の残任期間とする。
５　会長は、第２項及び第３項の規定により委員等の変更が
　あった場合は、次の総会において報告する。
　（顧問及び参与）
第９条　実行委員会に顧問及び参与を置くことができる。
２　顧問及び参与は、会長が委嘱する。
３　顧問は、会長の諮問に応じ助言する。
４　参与は、実行委員会の事業に係る重要な事項について意
　見を述べることができる。
５　顧問及び参与の任期等は、前条の規定を準用する。
　（アドバイザー）
第１０条　実行委員会に、アドバイザーを置くことができる。
２　アドバイザーは、会長が委嘱する。
３　アドバイザーは、会則第３条各号に掲げる事項に関し、
　専門的知見からの助言その他必要な協力を行う。
４　アドバイザーは、会議に出席し、意見を述べることができる。

　　　第３章　会議
　（会議の種類）
第１１条　実行委員会に次に掲げる会議を置く。
　⑴　総会
　⑵　理事会
　⑶　専門委員会
　（総会）
第１２条　総会は、会長、委員及び監事をもって構成する。
２　総会は、会長が招集する。
３　総会の議長は、会長がこれにあたる。
４　総会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。
　⑴　事業計画及び事業報告に関すること。
　⑵　会則の制定及び改廃に関すること。
　⑶　予算及び決算に関すること。
　⑷　理事会に委任する事項に関すること。
　⑸　専門委員会の設置に関すること。
　⑹　専門委員会に付託及び委任する事項に関すること。
　⑺　その他重要な事項に関すること。
５　総会は、委員の過半数の出席をもって開会し、議事は出
　席委員の過半数でこれを決する。ただし、可否同数のときは、
　議長の決するところによる。
６　やむを得ない理由により総会に出席できない委員は、あ
　らかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、
　又は代理人に表決を委任することができる。この場合にお
　いて前項の適用については総会に出席したものとみなす。
７　会長がその職務を行うことができない場合、又は不在の
　場合には副会長が会長の職務を行う。
８　会長の要請に応じて、参与は総会に出席することができる。
　（理事会）
第１３条　理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
２　理事会に理事長を置き、会長をもって充てる。
３　理事会に副理事長を置き、副会長をもって充てる。
４　理事会は、必要に応じ理事長が招集する。
５　理事長は、理事会の議事を整理し、秩序を維持する。
６　理事長がその職務を行うことができない場合、又は不在
　の場合には副理事長が理事長の職務を行う。

７　理事会は、次の事項について審議し、決定する。
　⑴　総会から委任された事項に関すること。
　⑵　総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。
　⑶　専門委員会に付託及び委任する事項に関すること。
　⑷　その他理事長が必要と認める事項に関すること。
８　理事会は、前項の規定により審議し、決定したときは、次
　の総会において報告し、その承認を求めなければならない。
　（専門委員会）
第１４条　専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって
　構成する。
２　専門委員会は、専門委員の互選により委員長、副委員長
　を定める。
３　委員長は、専門委員会の議事を整理し、秩序を維持する。
４　専門委員会は、総会又は理事会（以下「総会等」という。）
　から付託された専門的事項について調査審議し、委員長は
　その結果を総会等に報告しなければならない。
５　専門委員会は、総会等から委任された事項について審議
　決定し、委員長はその結果を必要に応じて総会等に報告する。
６　委員長がその職務を行うことができない場合、又は不在
　の場合には副委員長が委員長の職務を行う。
７　専門委員の任期等は、第８条の規定を準用する。
８　専門委員会に関し必要な事項は、総会に諮って会長が別
　に定める。

　　　第４章　会長の専決処分
　（会長の専決処分）
第１５条　会長は、総会及び理事会を招集するいとまがない
　緊急事項又は総会等の権限に属する事項で軽易なものにつ
　いては、専決処分することができる。
２　会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の総
会等において報告し、その承認を求めなければならない。

　　　第５章　事務局
　（事務局）
第１６条　実行委員会の事務を処理するため、事務局を八王
　子市市制100周年記念事業推進室内に置く。
２　事務局に関し必要な事項は、会長が定める。

　　　第６章　会計
　（経費）
第１７条　実行委員会の予算は、八王子市の負担金及び協賛
　金、寄附金、その他の収入をもって充てる。
２　八王子市の負担金の額は、八王子市の予算の範囲する。
　（予算及び決算）
第１８条　実行委員会の収支予算は、総会の議決により定め、
　収支決算については、監事の監査を経て、総会の承認を得
　なければならない。
　（会計年度等）
第１９条　実行委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、
　翌年3月31日に終わる。
２　実行委員会の会計について必要な事項は、会長が別に定め
　るもののほか、八王子市の財務に関する諸規程等を準用する。

　　　第７章　補則
　（解散）

第２０条　実行委員会は、その目的が達成されたときに総会
　の議決を経て解散する。
　（残余財産の帰属）
第２１条　実行委員会が解散する時の収支決算において剰余
　金が生じたときは、その残余財産は八王子市に帰属する。
　（補則）
第２２条　この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営
　に関し必要な事項は、会長が定める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この会則は、平成27年2月9日から施行する。
　（有効期限）
２　この会則は、総会において解散が議決されたときにその
　効力を失う。
　　　附　則
　　この会則は、平成28年1月1日から施行する。

八王子市市制100周年記念事業実行委員会
専門委員会規程

　（趣旨）
第１条　この規程は、八王子市市制100周年記念事業実行委
　員会会則第１４条第８項の規定に基づき、八王子市市制
　100周年記念事業実行委員会専門委員会（以下「専門委員会」と
　いう。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
　（専門委員会の名称等）
第２条　専門委員会の名称及び総会又は理事会（以下「総会等」
　という。）からの付託事項及び委任事項は別表のとおりとする。
　（組織）
第３条　専門委員会に委員長１名及び副委員長１名を置く。
２　専門委員会の委員長及び副委員長は専門委員のうちから
　八王子市市制100周年記念事業実行委員会会長（以下「会長」
　という。）が委嘱する。
　（役員の職務）
第４条　委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。
２　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、
　又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
　（会議）
第５条　専門委員会の会議は、委員長が招集し、その議長と
　なる。
２　専門委員会は、専門委員の過半数の出席をもって開会し、
　議事は出席した専門委員の過半数で決する。ただし、可否
　同数のときは、議長の決するところによる。
３　やむを得ない理由により会議に出席できない専門委員は、
　あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、
　又は代理人に表決を委任することができる。この場合にお
　いて前項の適用については会議に出席したものとみなす。
４　専門委員会は必要があるときは、専門委員以外の者の出
　席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
　（補則）
第６条　この規程に定めるもののほか、専門委員会の運営等
　に関し必要な事項は、会長の承認を得て委員長が別に定める。

　　　附　則
　この規程は、平成27年2月9日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、平成27年10月30日から施行する。

八王子市市制100周年記念事業実施本部
設置要綱

　（目的及び設置）
第１条　八王子市市制100周年に係る記念事業の実施におい
　て、庁内の総合調整を図り、円滑に推進するため、八王子市
　市制100周年記念事業実施本部（以下「本部」という。）を置く。
　（所掌事項）
第２条　本部の所掌事項は、次のとおりとする。
　⑴　記念事業の企画に関すること。ただし、実行委員会の
　 記念事業の企画を除く。
　⑵　記念事業の円滑な実施を図るため、実行委員会との総
　 合調整に関すること。
　⑶　既存事業の調整に関すること。
　⑷　記念事業の推進に関すること。
　（組織）
第３条　本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、
　それぞれ、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。
　（本部長及び副本部長）
第４条　本部長は本部を総括する。
２　副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、
　あらかじめ本部長が指定する副本部長がその職務を代理する。
　（会議）
第５条　本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
　（幹事会）
第６条　本部の所掌事項に係る専門的事項について調整等を
　行うため、本部に幹事会を置く。
２　幹事会は幹事長及び委員をもって組織し、それぞれ、別
　表第２に掲げる職にある者をもって充てる。
３　前項に定めるほか、幹事会の委員は必要に応じて補充す
　ることができる。
４　幹事会の会議は、幹事長が招集する。
５　幹事長は幹事会において検討した事項を本部に報告する。
　（意見聴取）
第７条　本部の会議及び幹事会の会議は、必要がある場合に、
　本部及び幹事会の構成員以外の者の出席を求めて意見を聴
　取することができる。

　（アドバイザー）
第８条　本部に、アドバイザーを置くことができる。
２　アドバイザーは、本部長が委嘱する。
３　アドバイザーは、要綱第２条各号に掲げる事項に関し、
　専門的知見からの助言その他必要な協力を行う。
４　アドバイザーは、会議に出席し意見を述べることができる。
　（事務局）
第９条　本部の事務局を市制100周年記念事業推進室に置く。
２　事務局長は市制100周年記念事業推進室長をもって充てる。
３　事務局長は、次の職務を行う。
　⑴　本部に付議する事案の調整、整理及び提出に関すること。
　⑵　幹事会の組織、運営に関すること。
　⑶　その他、本部長が必要と認める事項に関すること。
　（解散）
第１０条　本部は、その目的が達成されたときに本部の議決
　を経て解散する。
　（委任）
第１１条　この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し
　て必要な事項は、本部長が定める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この要綱は、平成26年12月24日から施行する。
　（有効期限）
２　この要綱は、本部において解散が議決されたときにその
　効力を失う。
　　　附　則
　この要綱は、平成27年2月26日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成29年12月4日から施行する。

八王子市市制100周年記念事業ロゴマーク・
キャッチフレーズ

１　選定経過
　　⑴　ロゴマーク
　　　　ア　1次審査（平成27年5月20日実施）
　　　　　　専門委員会委員（広報宣伝委員会）による選定の
　　　　　　結果、361件中44作品が審査通過
　　　　イ　2次審査（平成27年5月25日実施）
　　　　　　市内美術大学教員（多摩美術大学名誉教授・東京
　　　　　　造形大学准教授）・記念事業アドバイザー・広報
　　　　　　宣伝委員会委員長による選定の結果、44作品中
　　　　　　上位4作品を順位付け
　　⑵　キャッチフレーズ
　　　　ア　1次審査（平成27年5月28日実施）
　　　　　　専門委員会委員（広報宣伝委員会）による選定の
　　　　　　結果、1,752件中48作品が審査通過
　　　　イ　2次審査（平成27年6月2日実施）
　　　　　　専門委員会委員（広報宣伝委員会・企画支援委員
　　　　　　会・シンボル事業委員会の委員長等）による選定
　　　　　　の結果、48作品中上位5作品を順位付け
２　最終決定
　　　平成27年6月5日記念事業実行委員会（理事会）の承認
　　を経て各1作品を決定
　　⑴　ロゴマーク最優秀作品賞作者
　　　　テメル華代さん
　　⑵　キャッチフレーズ最優秀作品賞作者
　　　　仲田光一さん
３　ロゴマーク募集要項
　　　八王子市は、平成29年に市制100周年を迎えます。市制
　　100周年を記念し、様々な記念事業の展開や市内外に対
　　する本市の魅力を発信するにあたり、全市の統一感を創
　　出するとともに、ふるさと八王子への愛着を深めるシン
　　ボルとして、記念事業に使用できるロゴマークを次のと
　　おり募集いたします。
　　⑴　募集作品
　　　「八王子市市制100周年記念事業」のロゴマークのデザイン
　　　　ア　内容
　　　　　　八王子市市制100周年記念事業を、市内外にPR
　　　　　　するために適したもの。
　　　　　　八王子市が「100周年」であることを表現してい
　　　　　　ること。
　　　　　　ロゴマークの色数及び大きさは自由であるが、
　　　　　　単色での使用、また、拡大及び縮小での使用も
　　　　　　考慮すること。
　　　　イ　参考　
　　　　　　八王子市市制100周年記念事業基本構想（一部抜粋）
　　　　　　○基本理念
　　　　　　　市制100周年という記念の節目を全市をあげ
　　　　　　て祝い、本市を創り上げてきた先人たちの功績
　　　　　　をたたえる。あわせて、まちの魅力を再認識し
　　　　　　て次世代に伝え、活かすことにより更なる市勢
　　　　　　発展の契機とし、新たな100年に向けた魅力あ
　　　　　　ふれる八王子を創造する。
　　　　　　○基本方針

　　　　　①市制100周年を全市をあげて祝い、ふるさと　
　　　　　　八王子への愛着を深める。
　　　　　②八王子の魅力を再認識し、次世代へ継承すると
　　　　　　ともに、広く発信する。
　　　　　③八王子の豊富な地域資源をより一層活用して、
　　　　　　人々が楽しみ、集い、わくわくする、まちのにぎ
　　　　　　わいを創出する。
　　⑵　応募資格
　　　　どなたでもご応募いただけます。（年齢、住所、プロ・
　　　　アマチュアを問いません。）
　　⑶　募集期間
　　　　平成27年3月16日（月）～ 5月15日（金）必着
　　⑷　応募方法
　　　　お１人何作品でもご応募いただけます。
　　　ア　用紙による応募
　　　　　　応募用紙またはA4判白色用紙を縦長で使用し、
　　　　　縦横15cmの枠内にデザインしてください。
　　　（ア）　１作品につき、１用紙としてください。
　　　（イ）　作品ごとに、①ロゴデザイン、②作品の説明（100
　　　　　字程度）、③郵便番号、④住所、⑤氏名、⑥氏名ふり
　　　　　がな、⑦年齢、⑧電話番号、⑨職業（学校名・学年）を
　　　　　記載してください。
　　　（ウ）　送付先
　　　　　　〒192-8501八王子市元本郷町3-24-1
　　　　　　八王子市市制100周年記念事業実行委員会事務
　　　　　　局（総務部記念事業課内）
　　　　　　「ロゴマーク募集」担当あて
　　　　　　　※作品は折り曲げずに送付してください。
　　　　　　　※FAXによる応募はできません。
　　　イ　電子データによる応募
　　　（ア）　作 品 の フ ァ イ ル 容 量 は2MB以 下、解 像 度 は
　　　　　350dpi程度で、形式はPDF、JPEGまたはGIFとして
　　　　　ください。
　　　（イ）　Eメールにてお送りください。
　　　　　①メール件名を「市制100周年記念事業ロゴマーク
　　　　　　応募」としてください。
　　　　　②１作品につき、メール１通としてください。
　　　　　③応募用紙及び電子データをメールに添付してご
　　　　　　応募ください。
　　　　　④採用された場合、後日、元のデータを郵送など
　　　　　　の方法により、お送りいただくことがあります。
　　　　　⑤メール提出におけるいかなるトラブルについて
　　　　　　も、八王子市及び本実行委員会は一切の責任を
　　　　　　負いかねますので、ご了承ください。
　　　　　⑥送付先アドレス：b021200 @city.hachioji.tokyo.jp
　　⑸　審査方法
　　　　　八王子市市制100周年記念事業実行委員会におい
　　　　て選考を行い、八王子市ホームページ及び広報によ
　　　　り、9月頃に発表する予定です。
　　⑹　賞品
　　　　　採用作品1点　賞状と八王子市の特産品（5万円相当）
　　⑺　採用作品の取扱い
　　　　　八王子市市制100周年記念事業に関する印刷物、
　　　　グッズ、ウェブサイトなどに使用します。
　　⑻　注意事項

　　　ア　応募に関する事項
　　　（ア）　費用の扱い
　　　　　　　デザイン画の作成及び応募にかかる費用はす
　　　　　　べて応募者の負担とし、応募作品は返還しません。
　　　（イ）　失格となる場合
　　　　　　①提出書類に虚偽の記載をした場合
　　　　　　②提出期限内に所定の書類を提出しなかった場合
　　　　　　③募集要項の条件を満たしていない場合
　　　（ウ）　個人情報の取扱い
　　　　　　　応募者の個人情報は、応募作品の選考、採用
　　　　　　通知、採用作品の発表、賞品の授与のために使用
　　　　　　します。採用された作品の、作者氏名、住所の区
　　　　　　市町村名などについて公表します。
　　　イ　著作権に関する事項
　　　（ア）　　募集する作品は、応募者が創作した未公表の
　　　　　　作品とします。
　　　（イ）　　作品の中に第三者が著作権等の権利を有して
　　　　　　いる著作物等を利用していないものとします。
　　　（ウ）　　応募者は応募作品の商標・意匠の出願・登録を
　　　　　　しないこととします。
　　　（エ）　　応募者は、応募事業の紹介や記録のために八
　　　　　　王子市及び本実行委員会が応募作品を利用する
　　　　　　ことを認めることとします。
　　　（オ）　　採用作品の著作権（著作権法第27条及び第28
　　　　　　条に規定する権利を含む）は、八王子市に帰属
　　　　　　します。
　　　（カ）　　当選者は、採用作品の一部修正・翻案を八王
　　　　　　子市に認めることとします。その場合において、
　　　　　　著作者の名誉・声望を害しない方法による改変
　　　　　　利用については、作品の同一性保持権（著作権
　　　　　　法20条）を含む一切の著作権を行使しないもの
　　　　　　とします。
　　　（キ）　　当選者は、八王子市が採用作品の商標・意匠
　　　　　　の出願・登録をすることを認めることとします。
　　　（ク）　　第三者から権利侵害などの損害賠償が提起さ
　　　　　　れた場合は、八王子市及び本実行委員会では一
　　　　　　切の責任を負いかねますので、応募者自らの責
　　　　　　任と費用で解決してください。また、八王子市
　　　　　　及び本実行委員会が損害を被った場合は、損害
　　　　　　を賠償していただきます。
　　　ウ　当選に関する事項
　　　（ア）　当選者が未成年者の場合の取扱い
　　　　　　　親権者の同意を得た上で、採用作品の決定と
　　　　　　賞品の贈呈を行います。
　　　（イ）　取り消しとなる場合
　　　　　　　以下の場合等には、採用決定後であっても採
　　　　　　用を取り消し、賞品を返還いただくことがあり
　　　　　　ます。
　　　　　　①作品の中に第三者が著作権等の権利を有して
　　　　　　　いる著作物等を利用していることが判明した
　　　　　　　場合
　　　　　　②作品が既発表のデザインと同一又は類似して
　　　　　　　いた場合
　　　　　　③応募者の作品ではないことが判明した場合
　　　エ　その他の事項

　　　（ア）　　応募作品は、すべて募集要項の記載事項に同
　　　　　　意いただいたものとみなします。
　　　（イ）　　募集要項に記載された事項以外について取り
　　　　　　決める必要が生じた場合は、本実行委員会の判
　　　　　　断により決定します。
４　キャッチフレーズ募集要項
　　　八王子市は、平成29年（2017年）に市制100周年を迎え
　　ます。市制100周年を記念し、様々な記念事業の展開や市
　　内外に対する本市の魅力を発信するにあたり、全市の統
　　一感を創出するとともに、ふるさと八王子への愛着を深
　　めるために、記念事業に使用できるキャッチフレーズを
　　次のとおり募集いたします。
　　⑴　募集作品
　　　「八王子市市制100周年記念事業」のキャッチフレーズ
　　　　ア　文字数
　　　　　　　最大20文字程度（記号も１文字とする）
　　　　イ　要件
　　　　　　　応募者が創作した未発表かつ、他のコンクー
　　　　　　ルに出品していないもの。
　　　　ウ　参考
　　　　　　八王子市市制100周年記念事業基本構想（一部抜粋）
　　　　　　○基本理念
　　　　　　　市制100周年という記念の節目を全市をあげ
　　　　　　て祝い、本市を創り上げてきた先人たちの功績
　　　　　　をたたえる。あわせて、まちの魅力を再認識し
　　　　　　て次世代に伝え、活かすことにより更なる市勢
　　　　　　発展の契機とし、新たな100年に向けた魅力あ
　　　　　　ふれる八王子を創造する。
　　　　　　○基本方針
　　　　　　①市制100周年を全市をあげて祝い、ふるさと
　　　　　　　八王子への愛着を深める。
　　　　　　②八王子の魅力を再認識し、次世代へ継承する
　　　　　　　とともに、広く発信する。
　　　　　　③八王子の豊富な地域資源をより一層活用して、
　　　　　　　人々が楽しみ、集い、わくわくする、まちのに
　　　　　　　ぎわいを創出する。
　　⑵　応募資格
　　　　どなたでもご応募いただけます。（年齢、住所、プロ・
　　　　アマチュアを問いません。）
　　⑶　募集期間
　　　　平成27年3月16日（月）～ 5月15日（金）必着
　　⑷　応募方法
　　　　お１人何作品でもご応募いただけます。
　　　ア　用紙による応募
　　　（ア）　応募用紙を使用してください。
　　　（イ）　用紙ごとに、①キャッチフレーズ、②郵便番号、
　　　　　　③住所、④氏名、⑤氏名ふりがな、⑥年齢、⑦電話
　　　　　　番号、⑧職業（学校名・学年）を記載してください。
　　　（ウ）　送付先
　　　　　　〒192-8501八王子市元本郷町3-24-1
　　　　　　八 王 子 市 市 制100周 年 記 念 事 業 実 行 委 員 会
　　　　　　事務局（総務部記念事業課内）
　　　　　　「キャッチフレーズ募集」担当あて
　　　　　　※FAXによる応募はできません。
　　　イ　電子データによる応募

　　　（ア）　応募用紙を八王子市ホームページからダウン
　　　　　　ロードし、必要事項を記入してください。
　　　（イ）　Eメールにてお送りください。
　　　　　　①メール件名を「市制100周年記念事業キャッチ
　　　　　　　フレーズ応募」としてください。
　　　　　　②応募用紙をメールに添付してご応募ください。
　　　　　　③メール提出におけるいかなるトラブルについ
　　　　　　　ても、八王子市及び本実行委員会は一切の責
　　　　　　　任を負いかねますので、ご了承ください。
　　　　　　④送付先アドレス：b021200 @cy.hachioji.tokyo.jp
　　⑸　審査方法
　　　　　八王子市市制100周年記念事業実行委員会におい
　　　　て選考を行い、八王子市ホームページ及び広報によ
　　　　り、9月頃に発表する予定です。
　　⑹　賞品
　　　　採用作品1点　賞状と八王子市の特産品（3万円相当）
　　⑺　採用作品の取扱い
　　　　　八王子市市制100周年記念事業に関する印刷物、
　　　　グッズ、ウェブサイトなどに使用します。
　　⑻　注意事項
　　　　ア　応募に関する事項
　　　　（ア）　費用の扱い
　　　　　　　　応募にかかる費用はすべて応募者の負担と
　　　　　　　し、応募作品は返還しません。
　　　　（イ）　失格となる場合
　　　　　　　①提出書類に虚偽の記載をした場合
　　　　　　　②提出期限内に所定の書類を提出しなかった場合
　　　　　　　③募集要項の条件を満たしていない場合
　　　　（ウ）　個人情報の取扱い
　　　　　　　　応募者の個人情報は、応募作品の選考、採
　　　　　　　用通知、採用作品の発表、賞品の授与のために
　　　　　　　使用します。採用された作品の、作者氏名、住
　　　　　　　所の区市町村名などについて公表します。
　　　　イ　著作権に関する事項
　　　　（ア）　　募集する作品は、応募者が創作した未公表
　　　　　　　かつ、他のコンクールに出品していないもの
　　　　　　　とします。
　　　　（イ）　　作品の中に第三者が著作権等の権利を有し
　　　　　　　ている著作物等を利用していないものとします。
　　　　（ウ）　　応募者は、応募事業の紹介や記録のために
　　　　　　　八王子市及び本実行委員会が応募作品を利用
　　　　　　　することを認めることとします。
　　　　（エ）　　採用作品の著作権は、八王子市に帰属します。
　　　　（オ）　　第三者から権利侵害などの損害賠償が提起
　　　　　　　された場合は、八王子市及び本実行委員会で
　　　　　　　は一切の責任を負いかねますので、応募者自
　　　　　　　らの責任と費用で解決してください。また、
　　　　　　　八王子市及び本実行委員会が損害を被った場
　　　　　　　合は、損害を賠償していただきます。
　　　　ウ　当選に関する事項
　　　　（ア）　当選者が未成年者の場合の取扱い
　　　　　　　　親権者の同意を得た上で、採用作品の決定
　　　　　　　と賞品の贈呈を行います。
　　　　（イ）　取り消しとなる場合
　　　　　　　　以下の場合等には、採用決定後であっても

　　　　　　　採用を取り消し、賞品を返還いただくことが
　　　　　　　あります。
　　　　　　①作品の中に第三者が著作権等の権利を有して
　　　　　　　いる著作物等を利用していることが判明した
　　　　　　　場合
　　　　　　②作品が既発表のものと同一又は類似していた
　　　　　　　場合
　　　　　　③応募者の作品ではないことが判明した場合
　　　　エ　その他の事項
　　　　（ア）　　応募作品は、すべて募集要項の記載事項に
　　　　　　　同意いただいたものとみなします。
　　　　（イ）　　募集要項に記載された事項以外について取
　　　　　　　り決める必要が生じた場合は、本実行委員会
　　　　　　　の判断により決定します。

八王子市市制100周年記念事業
市民提案事業補助金交付要綱

　（総則）
第１条　この要綱は、八王子市市制100周年記念事業市民提
　　　案事業にかかる補助金について、規則を定めるほか、
　　　必要な事項を定めるものとする。
　（補助の目的）
第２条　「市民提案事業」は、市制100周年を全市をあげて祝
　　　うため、記念事業の一つとして、市民や本市にゆかり
　　　のある人々が、未来につながる魅力あふれる八王子を
　　　創造するために、自ら企画・実施する事業に対し、補助
　　　金の交付により一定の支援を行うことを目的とする。
　（補助の対象となる事業）
第３条　補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」
　　　という。）は、以下のものとする。
　　　⑴　八王子市市制100周年記念事業基本構想の理念・方
　　　　針に則った事業
　　　⑵　平成29年1月1日より平成29年12月31日までに実
　　　　施・完了する事業
　　　⑶　原則として八王子市内で行われる事業
　（補助金の額）
第４条　1事業に対して上限額を100万円として、対象となる
　　　経費について補助を行う。
　（補助対象事業の公募）
第５条　八王子市市制100周年記念事業実行委員会会長（以下
　　　「会長」という。）は、補助対象事業を、期間を定めて募
　　　集するものとする。
２　会長は、補助対象事業の募集に先立ち、募集要項を定め
　て公表しなければならない。
３　前項の募集要項には、補助対象事業の選考方法を明記し
　なければならない。
　（補助金の申し込み）
第６条　前条の募集に応じて申し込みをしようとする団体
　（以下「応募団体」という。）は、「市民提案事業企画書」（様式
　１）及びその付属資料により行うこととし、前条第２項の
　募集要項で指定する期日までに会長に提出しなければならない。
　（補助対象事業の選考及び通知）

第７条　会長は、前条の規定による応募書類の提出を受けた
　　　事業について、別に定める選考方法により選考しなけ
　　　ればならない。
２　会長は、前項による事前選考の結果を「市民提案事業補
　助金交付対象事業事前選考結果通知書」（様式２）により、
　速やかに当該応募団体に通知しなければならない。
３　会長は、第１項による選考の結果を受けて補助金を交付
　することが適当であると認められる事業を選考したときは、
　「市民提案事業補助金交付対象事業選考結果通知書」（様式
　３）により、速やかに当該応募団体に通知しなければならない。
　（補助金交付の申請及び決定）
第８条　前条により補助金交付対象事業として補助金交付予
　　　定額の通知を受けた団体は、所定の期日までに、「市民
　　　提案事業補助金交付申請書」（様式４）により申請を行
　　　わなければならない。
２　会長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内
　容が前条第１項の選考の際と変わらない（軽微な変更は除
　く）限りにおいて、速やかに補助金の交付を決定し、申請者
　に「市民提案事業補助金交付決定通知書」（様式５）により通
　知しなければならない。
　（交付決定状況の公表）
第９条　会長は、前条第２項により補助金の交付を決定した
　　　ときは、補助対象事業、補助金の交付を受ける団体（以
　　　下「補助団体」という。）の名称及び補助金交付決定額を
　　　公表しなければならない。
　（補助金の交付）
第10条　補助金は、平成28年度実施の採用事業については第
　　　８条第２項の規定による交付決定の後、速やかに交付
　　　する。また、平成29年度実施の採用事業については平
　　　成29年4月以降速やかに補助金を交付する。
　（補助対象事業計画の変更等）
第11条　補助金交付決定後において、事業の内容や予算等に
　　　変更が生じたときは、「市民提案事業補助金交付事業
　　　計画変更申請書」（様式６）により申請を行わなければ
　　　ならない。
２　会長は、前項の規定による変更を承認したときは、補助
　金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。
　（進捗状況報告）
第12条　補助団体は事業開始6か月前及び1か月前に、進捗状
　　　況を「市民提案事業補助金交付事業進捗状況報告書」
　　　（様式７）により報告しなければならない。
　（事業報告）
第13条　補助団体は事業終了後「市民提案事業補助金交付事
　　　業報告書」（様式８）及び「市民提案事業補助金収支決算
　　　書」（様式９）により報告を行わなければならない。
　（補助金額の確定）
第14条　会長は、前条の規定により事業報告書類の提出を受
　　　けたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「市民提
　　　案事業補助金確定通知書」（様式10）により補助団体に
　　　通知する。
　（事業実績の公表）
第15条　会長は、前条の規定による補助金等の額を確定した
　　　ときは、補助対象事業の成果について市民に公表する
　　　ものとする。
　（補助金の返還について）

第16条　会長は、第11条第2項の規定により補助金の交付の
　　　決定を取り消し若しくは変更した場合又は第14条の規
　　　定により補助金の額を確定した場合において、補助事
　　　業の当該取り消し若しくは変更に係る部分又は確定額
　　　を超える補助金に関し、既に補助金が交付されている
　　　ときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
　（普及広報）
第17条　補助団体は、補助金の交付を受けた事業を実施する
　　　ときは、ポスター・チラシ等の作成にあたっては、必ず
　　　「八王子市市制100周年記念事業　市民提案事業」の文
　　　言と八王子市市制100周年記念事業の「ロゴマークと
　　　キャッチフレーズ」の表示を行うものとする。
　（担当部の指定等）
第18条　会長は、第７条に規定する選考、第11条に規定する
　　　変更の承認及び第13条に規定する補助金額の確定を行
　　　うにあたり、八王子市市制100周年記念事業実行委員
　　　会事務局により決定した市担当所管に意見を求めるこ
　　　とができるものとする。
　（事務所管）
第19条　この要綱に基づく補助金に関する事務は、八王子市
　　　市制100周年記念事業実行委員会事務局において処理
　　　する。
　（補則）
第20条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付につい
　　　て必要な事項は、会長が別に定める。

　　　附　則
　　この要綱は、平成27年11月15日から施行する。

八王子市市制100周年記念事業・
全国都市緑化はちおうじフェア協賛要綱

　（趣旨）
第１条　この要綱は、八王子市市制100周年記念事業及び全
　国都市緑化はちおうじフェア（以下「記念事業・緑化フェア」
　という。）の趣旨に賛同する法人その他の団体（以下「企業
　等」という。）が、記念事業・緑化フェアに協賛する際に必要
　な事項を定めるものです。
　（協賛）
第２条　この要綱において、協賛とは、企業等が、市制100周
　年記念事業実行委員会・第34回全国都市緑化はちおうじ
　フェア実行委員会（以下「実行委員会」という。）に対して行
　う次の各号に掲げる行為とします。
　⑴　資金協賛　記念事業・緑化フェアの実施に要する資金

（以下「協賛金」という。）の提供
　⑵　物品協賛　記念事業・緑化フェアの実施に要する物品

（以下「協賛物品」という。）の提供
２　協賛物品は、物品協賛をお申し出いただける企業等と実
　行委員会が協議して決定いたします。なお、協賛物品には
　協賛物品を提供した企業等の名称等を表示していただくこ
　ともできます。
　（募集期間）
第３条　募集期間は、平成29年６月30日までとします。ただし、
　状況に応じて募集期間を延長することができるものとします。

　（協賛依頼の対象者）
第４条　実行委員会は、記念事業・緑化フェアの趣旨に賛同
　する企業等に対して協賛を依頼します。
　（協賛の申込等）
第５条　協賛をお申し出いただける企業等は、あらかじめ記
　念事業・緑化フェアへの協賛申込書（様式第１号。以下「申
　込書」という。）を実行委員会会長に提出していただきます。
２　実行委員会会長は、申込書の提出があった場合、第11条
　第１項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、申込
　者に対し記念事業・緑化フェアの協賛申込受理書（様式第２
　号）により受理した旨を通知します。
　（協賛金の振込等）
第６条　第２条第１項第１号に規定する資金協賛を行おうと
　する企業等は、前条第２項による通知を受けた場合、速や
　かに、実行委員会が指定する金融機関に協賛しようとする
　金額を一括して納付していただきます。ただし、平成29年
　７月31日までの期間内で、協賛金を分割して納付すること
　もできます。
２　実行委員会が申込者から協賛金を受領したときは、資金
　協賛受領書（様式第３号）を発行するものとします。
　（協賛物品の受納等）
第７条　第２条第１項第２号に規定する物品協賛を行おうと
　する企業等は、第５条第２項による通知を受けた場合、実
　行委員会が指定する方法により、協賛物品を納入していた
　だきます。
２　実 行 委 員 会 が 申 込 者 か ら 物 品 を 受 領 し た と き は、物
　品協賛受領書（様式第４号）を発行するものとします。
　（100周年応援寄附の申込等）
第８条　100周年応援寄附をお申し込みいただける企業等は、
　あらかじめ記念事業・緑化フェアへの寄附申込書（様式第５
　号。以下「寄附申込書」という。）を実行委員会に提出のうえ、
　納付していただきます。
２　実行委員会が申込者から寄附を受領したときは、寄附受
　領書（様式第６号）を発行するものとします。
　（協賛の特典等）
第９条　実行委員会は、第５条第２項の規定による通知、ま
　たは第８条による寄附を受けた企業等（以下「協賛者」とい
　う。）に、協賛金額に応じて別紙「協賛特典」のとおり広告宣
　伝の特典を付与します。
２　第７条第１項の規定による協賛者の特典については、実
　行委員会が協賛内容から換算した金額に応じて、別紙「協
　賛特典」のとおり広告宣伝の特典を付与します。
　（協賛金の使途）
第10条　協賛金は、次の各号のいずれかに掲げる経費に充て
　るものとします。
　⑴　　記念事業・緑化フェアを広く周知するために要する経費
　⑵　　記念事業・緑化フェアのイベントの実施に要する経費
　⑶　　その他記念事業・緑化フェアの開催に付随する経費
　　　で必要と認められるもの
２　実行委員会は、資金協賛に基づく物品の製作等をしたと
　きは、資金協賛者に対して資金協賛報告書（様式第７号）を
　送付するものとします。
　（協賛申込の不受理等）
第11条　実行委員会会長は、申込者が、次の各号のいずれか
　に該当する場合は、申込書を受理しないものとし、申込者

　に対しその旨通知します。
　⑴　　特定の政治、思想、宗教等の活動を目的とした団体、
　　　又は記念事業・緑化フェアを特定の政治、思想、宗教等
　　　の活動に利用する恐れのある者
　⑵　　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律　
　　　（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団
　　　又は暴力団の構成員であると認められる者
　⑶　　法令又は公序良俗に反する者
　⑷　　記念事業・緑化フェアについて、品位を傷つけ、又は
　　　正しい理解を妨げる恐れのある者
　⑸　　その他実行委員会会長が不適当と判断する者
２　実行委員会会長は、第５条第２項により協賛の申込を受
　理された者が、その後、前項各号のいずれかに該当するに
　至った場合、又は前項各号のいずれかに該当することが判
　明した場合は、協賛を取り消すものとし、協賛者に対し、そ
　の旨を通知します。

　　附　則
　この要綱は、平成29年2月1日から施行します。
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八王子市市制100周年記念事業
実行委員会会則

平成27年2月9日決定　　　　　改正　平成28年1月1日

　　　第１章　総則
　（名称）
第１条　本会は、八王子市市制100周年記念事業実行委員会
　（以下「実行委員会」という。）と称する。
　（目的）
第２条　実行委員会は、市制100周年記念事業（以下「記念事
　業」という。）の積極的かつ円滑な推進を図るため、必要な
　事業を行うことを目的とする。
　（事業）
第３条　実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の各
　号に掲げる事業を行う。
　⑴ 　実行委員会が主体となって行う記念事業の企画及び

実施に関すること。
　⑵ 　市民提案事業の承認に関すること。
　⑶ 　記念イベントの誘致、広報、宣伝方法などに関すること。
　⑷ 　その他記念事業の円滑な推進に関すること。

　　　第２章　組織
　（組織）
第４条　実行委員会は、会長、委員及び監事をもって組織する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。
　⑴ 　市内各種団体の代表及びその役職員
　⑵　公募により選出された者
　（役員）
第５条　実行委員会に、次の役員を置く。
　⑴　会長　　　１名
　⑵　副会長　　２名
　⑶　理事　　　４名
　⑷　監事　　　２名
　（役員の選出）
第６条　会長は、八王子市長をもって充てる。
２　副会長及び理事は、会長が総会の承認を得て、委員のう
　ちから委嘱する。
３　監事は、総会の承認を得て会長が委嘱する。
　（役員の職務）
第７条　会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長
　が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した順により、そ
　の職務を代理する。
３　理事は、理事会を構成し、第１３条第７項に掲げる事項
　を審議し、決定する。
４　監事は、実行委員会の財務を監査する。
　（任期等）
第８条　委員及び役員（以下「委員等」という。）の任期は、委
　嘱のときから実行委員会の目的が達成され解散するまでと
　する。
２　所属する機関又は団体等の役職員であることにより委員
　等となった者がその役職員を退任した場合は、その職を解
　き、会長は、必要に応じて後任者を補充することができる。
３　前項に定めるほか、会長は、委員等に特別な事情が生じ
　たときは、その職を解き、必要に応じて後任者を補充する

　ことができる。
４　第２項及び前項により選出された委員等の任期は前任者
　の残任期間とする。
５　会長は、第２項及び第３項の規定により委員等の変更が
　あった場合は、次の総会において報告する。
　（顧問及び参与）
第９条　実行委員会に顧問及び参与を置くことができる。
２　顧問及び参与は、会長が委嘱する。
３　顧問は、会長の諮問に応じ助言する。
４　参与は、実行委員会の事業に係る重要な事項について意
　見を述べることができる。
５　顧問及び参与の任期等は、前条の規定を準用する。
　（アドバイザー）
第１０条　実行委員会に、アドバイザーを置くことができる。
２　アドバイザーは、会長が委嘱する。
３　アドバイザーは、会則第３条各号に掲げる事項に関し、
　専門的知見からの助言その他必要な協力を行う。
４　アドバイザーは、会議に出席し、意見を述べることができる。

　　　第３章　会議
　（会議の種類）
第１１条　実行委員会に次に掲げる会議を置く。
　⑴　総会
　⑵　理事会
　⑶　専門委員会
　（総会）
第１２条　総会は、会長、委員及び監事をもって構成する。
２　総会は、会長が招集する。
３　総会の議長は、会長がこれにあたる。
４　総会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。
　⑴　事業計画及び事業報告に関すること。
　⑵　会則の制定及び改廃に関すること。
　⑶　予算及び決算に関すること。
　⑷　理事会に委任する事項に関すること。
　⑸　専門委員会の設置に関すること。
　⑹　専門委員会に付託及び委任する事項に関すること。
　⑺　その他重要な事項に関すること。
５　総会は、委員の過半数の出席をもって開会し、議事は出
　席委員の過半数でこれを決する。ただし、可否同数のときは、
　議長の決するところによる。
６　やむを得ない理由により総会に出席できない委員は、あ
　らかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、
　又は代理人に表決を委任することができる。この場合にお
　いて前項の適用については総会に出席したものとみなす。
７　会長がその職務を行うことができない場合、又は不在の
　場合には副会長が会長の職務を行う。
８　会長の要請に応じて、参与は総会に出席することができる。
　（理事会）
第１３条　理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
２　理事会に理事長を置き、会長をもって充てる。
３　理事会に副理事長を置き、副会長をもって充てる。
４　理事会は、必要に応じ理事長が招集する。
５　理事長は、理事会の議事を整理し、秩序を維持する。
６　理事長がその職務を行うことができない場合、又は不在
　の場合には副理事長が理事長の職務を行う。

７　理事会は、次の事項について審議し、決定する。
　⑴　総会から委任された事項に関すること。
　⑵　総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。
　⑶　専門委員会に付託及び委任する事項に関すること。
　⑷　その他理事長が必要と認める事項に関すること。
８　理事会は、前項の規定により審議し、決定したときは、次
　の総会において報告し、その承認を求めなければならない。
　（専門委員会）
第１４条　専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって
　構成する。
２　専門委員会は、専門委員の互選により委員長、副委員長
　を定める。
３　委員長は、専門委員会の議事を整理し、秩序を維持する。
４　専門委員会は、総会又は理事会（以下「総会等」という。）
　から付託された専門的事項について調査審議し、委員長は
　その結果を総会等に報告しなければならない。
５　専門委員会は、総会等から委任された事項について審議
　決定し、委員長はその結果を必要に応じて総会等に報告する。
６　委員長がその職務を行うことができない場合、又は不在
　の場合には副委員長が委員長の職務を行う。
７　専門委員の任期等は、第８条の規定を準用する。
８　専門委員会に関し必要な事項は、総会に諮って会長が別
　に定める。

　　　第４章　会長の専決処分
　（会長の専決処分）
第１５条　会長は、総会及び理事会を招集するいとまがない
　緊急事項又は総会等の権限に属する事項で軽易なものにつ
　いては、専決処分することができる。
２　会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の総
会等において報告し、その承認を求めなければならない。

　　　第５章　事務局
　（事務局）
第１６条　実行委員会の事務を処理するため、事務局を八王
　子市市制100周年記念事業推進室内に置く。
２　事務局に関し必要な事項は、会長が定める。

　　　第６章　会計
　（経費）
第１７条　実行委員会の予算は、八王子市の負担金及び協賛
　金、寄附金、その他の収入をもって充てる。
２　八王子市の負担金の額は、八王子市の予算の範囲する。
　（予算及び決算）
第１８条　実行委員会の収支予算は、総会の議決により定め、
　収支決算については、監事の監査を経て、総会の承認を得
　なければならない。
　（会計年度等）
第１９条　実行委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、
　翌年3月31日に終わる。
２　実行委員会の会計について必要な事項は、会長が別に定め
　るもののほか、八王子市の財務に関する諸規程等を準用する。

　　　第７章　補則
　（解散）

第２０条　実行委員会は、その目的が達成されたときに総会
　の議決を経て解散する。
　（残余財産の帰属）
第２１条　実行委員会が解散する時の収支決算において剰余
　金が生じたときは、その残余財産は八王子市に帰属する。
　（補則）
第２２条　この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営
　に関し必要な事項は、会長が定める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この会則は、平成27年2月9日から施行する。
　（有効期限）
２　この会則は、総会において解散が議決されたときにその
　効力を失う。
　　　附　則
　　この会則は、平成28年1月1日から施行する。

八王子市市制100周年記念事業実行委員会
専門委員会規程

　（趣旨）
第１条　この規程は、八王子市市制100周年記念事業実行委
　員会会則第１４条第８項の規定に基づき、八王子市市制
　100周年記念事業実行委員会専門委員会（以下「専門委員会」と
　いう。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
　（専門委員会の名称等）
第２条　専門委員会の名称及び総会又は理事会（以下「総会等」
　という。）からの付託事項及び委任事項は別表のとおりとする。
　（組織）
第３条　専門委員会に委員長１名及び副委員長１名を置く。
２　専門委員会の委員長及び副委員長は専門委員のうちから
　八王子市市制100周年記念事業実行委員会会長（以下「会長」
　という。）が委嘱する。
　（役員の職務）
第４条　委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。
２　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、
　又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
　（会議）
第５条　専門委員会の会議は、委員長が招集し、その議長と
　なる。
２　専門委員会は、専門委員の過半数の出席をもって開会し、
　議事は出席した専門委員の過半数で決する。ただし、可否
　同数のときは、議長の決するところによる。
３　やむを得ない理由により会議に出席できない専門委員は、
　あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、
　又は代理人に表決を委任することができる。この場合にお
　いて前項の適用については会議に出席したものとみなす。
４　専門委員会は必要があるときは、専門委員以外の者の出
　席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
　（補則）
第６条　この規程に定めるもののほか、専門委員会の運営等
　に関し必要な事項は、会長の承認を得て委員長が別に定める。

　　　附　則
　この規程は、平成27年2月9日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、平成27年10月30日から施行する。

八王子市市制100周年記念事業実施本部
設置要綱

　（目的及び設置）
第１条　八王子市市制100周年に係る記念事業の実施におい
　て、庁内の総合調整を図り、円滑に推進するため、八王子市
　市制100周年記念事業実施本部（以下「本部」という。）を置く。
　（所掌事項）
第２条　本部の所掌事項は、次のとおりとする。
　⑴　記念事業の企画に関すること。ただし、実行委員会の
　 記念事業の企画を除く。
　⑵　記念事業の円滑な実施を図るため、実行委員会との総
　 合調整に関すること。
　⑶　既存事業の調整に関すること。
　⑷　記念事業の推進に関すること。
　（組織）
第３条　本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、
　それぞれ、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。
　（本部長及び副本部長）
第４条　本部長は本部を総括する。
２　副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、
　あらかじめ本部長が指定する副本部長がその職務を代理する。
　（会議）
第５条　本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
　（幹事会）
第６条　本部の所掌事項に係る専門的事項について調整等を
　行うため、本部に幹事会を置く。
２　幹事会は幹事長及び委員をもって組織し、それぞれ、別
　表第２に掲げる職にある者をもって充てる。
３　前項に定めるほか、幹事会の委員は必要に応じて補充す
　ることができる。
４　幹事会の会議は、幹事長が招集する。
５　幹事長は幹事会において検討した事項を本部に報告する。
　（意見聴取）
第７条　本部の会議及び幹事会の会議は、必要がある場合に、
　本部及び幹事会の構成員以外の者の出席を求めて意見を聴
　取することができる。

　（アドバイザー）
第８条　本部に、アドバイザーを置くことができる。
２　アドバイザーは、本部長が委嘱する。
３　アドバイザーは、要綱第２条各号に掲げる事項に関し、
　専門的知見からの助言その他必要な協力を行う。
４　アドバイザーは、会議に出席し意見を述べることができる。
　（事務局）
第９条　本部の事務局を市制100周年記念事業推進室に置く。
２　事務局長は市制100周年記念事業推進室長をもって充てる。
３　事務局長は、次の職務を行う。
　⑴　本部に付議する事案の調整、整理及び提出に関すること。
　⑵　幹事会の組織、運営に関すること。
　⑶　その他、本部長が必要と認める事項に関すること。
　（解散）
第１０条　本部は、その目的が達成されたときに本部の議決
　を経て解散する。
　（委任）
第１１条　この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し
　て必要な事項は、本部長が定める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この要綱は、平成26年12月24日から施行する。
　（有効期限）
２　この要綱は、本部において解散が議決されたときにその
　効力を失う。
　　　附　則
　この要綱は、平成27年2月26日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成29年12月4日から施行する。

八王子市市制100周年記念事業ロゴマーク・
キャッチフレーズ

１　選定経過
　　⑴　ロゴマーク
　　　　ア　1次審査（平成27年5月20日実施）
　　　　　　専門委員会委員（広報宣伝委員会）による選定の
　　　　　　結果、361件中44作品が審査通過
　　　　イ　2次審査（平成27年5月25日実施）
　　　　　　市内美術大学教員（多摩美術大学名誉教授・東京
　　　　　　造形大学准教授）・記念事業アドバイザー・広報
　　　　　　宣伝委員会委員長による選定の結果、44作品中
　　　　　　上位4作品を順位付け
　　⑵　キャッチフレーズ
　　　　ア　1次審査（平成27年5月28日実施）
　　　　　　専門委員会委員（広報宣伝委員会）による選定の
　　　　　　結果、1,752件中48作品が審査通過
　　　　イ　2次審査（平成27年6月2日実施）
　　　　　　専門委員会委員（広報宣伝委員会・企画支援委員
　　　　　　会・シンボル事業委員会の委員長等）による選定
　　　　　　の結果、48作品中上位5作品を順位付け
２　最終決定
　　　平成27年6月5日記念事業実行委員会（理事会）の承認
　　を経て各1作品を決定
　　⑴　ロゴマーク最優秀作品賞作者
　　　　テメル華代さん
　　⑵　キャッチフレーズ最優秀作品賞作者
　　　　仲田光一さん
３　ロゴマーク募集要項
　　　八王子市は、平成29年に市制100周年を迎えます。市制
　　100周年を記念し、様々な記念事業の展開や市内外に対
　　する本市の魅力を発信するにあたり、全市の統一感を創
　　出するとともに、ふるさと八王子への愛着を深めるシン
　　ボルとして、記念事業に使用できるロゴマークを次のと
　　おり募集いたします。
　　⑴　募集作品
　　　「八王子市市制100周年記念事業」のロゴマークのデザイン
　　　　ア　内容
　　　　　　八王子市市制100周年記念事業を、市内外にPR
　　　　　　するために適したもの。
　　　　　　八王子市が「100周年」であることを表現してい
　　　　　　ること。
　　　　　　ロゴマークの色数及び大きさは自由であるが、
　　　　　　単色での使用、また、拡大及び縮小での使用も
　　　　　　考慮すること。
　　　　イ　参考　
　　　　　　八王子市市制100周年記念事業基本構想（一部抜粋）
　　　　　　○基本理念
　　　　　　　市制100周年という記念の節目を全市をあげ
　　　　　　て祝い、本市を創り上げてきた先人たちの功績
　　　　　　をたたえる。あわせて、まちの魅力を再認識し
　　　　　　て次世代に伝え、活かすことにより更なる市勢
　　　　　　発展の契機とし、新たな100年に向けた魅力あ
　　　　　　ふれる八王子を創造する。
　　　　　　○基本方針

　　　　　①市制100周年を全市をあげて祝い、ふるさと　
　　　　　　八王子への愛着を深める。
　　　　　②八王子の魅力を再認識し、次世代へ継承すると
　　　　　　ともに、広く発信する。
　　　　　③八王子の豊富な地域資源をより一層活用して、
　　　　　　人々が楽しみ、集い、わくわくする、まちのにぎ
　　　　　　わいを創出する。
　　⑵　応募資格
　　　　どなたでもご応募いただけます。（年齢、住所、プロ・
　　　　アマチュアを問いません。）
　　⑶　募集期間
　　　　平成27年3月16日（月）～ 5月15日（金）必着
　　⑷　応募方法
　　　　お１人何作品でもご応募いただけます。
　　　ア　用紙による応募
　　　　　　応募用紙またはA4判白色用紙を縦長で使用し、
　　　　　縦横15cmの枠内にデザインしてください。
　　　（ア）　１作品につき、１用紙としてください。
　　　（イ）　作品ごとに、①ロゴデザイン、②作品の説明（100
　　　　　字程度）、③郵便番号、④住所、⑤氏名、⑥氏名ふり
　　　　　がな、⑦年齢、⑧電話番号、⑨職業（学校名・学年）を
　　　　　記載してください。
　　　（ウ）　送付先
　　　　　　〒192-8501八王子市元本郷町3-24-1
　　　　　　八王子市市制100周年記念事業実行委員会事務
　　　　　　局（総務部記念事業課内）
　　　　　　「ロゴマーク募集」担当あて
　　　　　　　※作品は折り曲げずに送付してください。
　　　　　　　※FAXによる応募はできません。
　　　イ　電子データによる応募
　　　（ア）　作 品 の フ ァ イ ル 容 量 は2MB以 下、解 像 度 は
　　　　　350dpi程度で、形式はPDF、JPEGまたはGIFとして
　　　　　ください。
　　　（イ）　Eメールにてお送りください。
　　　　　①メール件名を「市制100周年記念事業ロゴマーク
　　　　　　応募」としてください。
　　　　　②１作品につき、メール１通としてください。
　　　　　③応募用紙及び電子データをメールに添付してご
　　　　　　応募ください。
　　　　　④採用された場合、後日、元のデータを郵送など
　　　　　　の方法により、お送りいただくことがあります。
　　　　　⑤メール提出におけるいかなるトラブルについて
　　　　　　も、八王子市及び本実行委員会は一切の責任を
　　　　　　負いかねますので、ご了承ください。
　　　　　⑥送付先アドレス：b021200 @city.hachioji.tokyo.jp
　　⑸　審査方法
　　　　　八王子市市制100周年記念事業実行委員会におい
　　　　て選考を行い、八王子市ホームページ及び広報によ
　　　　り、9月頃に発表する予定です。
　　⑹　賞品
　　　　　採用作品1点　賞状と八王子市の特産品（5万円相当）
　　⑺　採用作品の取扱い
　　　　　八王子市市制100周年記念事業に関する印刷物、
　　　　グッズ、ウェブサイトなどに使用します。
　　⑻　注意事項

　　　ア　応募に関する事項
　　　（ア）　費用の扱い
　　　　　　　デザイン画の作成及び応募にかかる費用はす
　　　　　　べて応募者の負担とし、応募作品は返還しません。
　　　（イ）　失格となる場合
　　　　　　①提出書類に虚偽の記載をした場合
　　　　　　②提出期限内に所定の書類を提出しなかった場合
　　　　　　③募集要項の条件を満たしていない場合
　　　（ウ）　個人情報の取扱い
　　　　　　　応募者の個人情報は、応募作品の選考、採用
　　　　　　通知、採用作品の発表、賞品の授与のために使用
　　　　　　します。採用された作品の、作者氏名、住所の区
　　　　　　市町村名などについて公表します。
　　　イ　著作権に関する事項
　　　（ア）　　募集する作品は、応募者が創作した未公表の
　　　　　　作品とします。
　　　（イ）　　作品の中に第三者が著作権等の権利を有して
　　　　　　いる著作物等を利用していないものとします。
　　　（ウ）　　応募者は応募作品の商標・意匠の出願・登録を
　　　　　　しないこととします。
　　　（エ）　　応募者は、応募事業の紹介や記録のために八
　　　　　　王子市及び本実行委員会が応募作品を利用する
　　　　　　ことを認めることとします。
　　　（オ）　　採用作品の著作権（著作権法第27条及び第28
　　　　　　条に規定する権利を含む）は、八王子市に帰属
　　　　　　します。
　　　（カ）　　当選者は、採用作品の一部修正・翻案を八王
　　　　　　子市に認めることとします。その場合において、
　　　　　　著作者の名誉・声望を害しない方法による改変
　　　　　　利用については、作品の同一性保持権（著作権
　　　　　　法20条）を含む一切の著作権を行使しないもの
　　　　　　とします。
　　　（キ）　　当選者は、八王子市が採用作品の商標・意匠
　　　　　　の出願・登録をすることを認めることとします。
　　　（ク）　　第三者から権利侵害などの損害賠償が提起さ
　　　　　　れた場合は、八王子市及び本実行委員会では一
　　　　　　切の責任を負いかねますので、応募者自らの責
　　　　　　任と費用で解決してください。また、八王子市
　　　　　　及び本実行委員会が損害を被った場合は、損害
　　　　　　を賠償していただきます。
　　　ウ　当選に関する事項
　　　（ア）　当選者が未成年者の場合の取扱い
　　　　　　　親権者の同意を得た上で、採用作品の決定と
　　　　　　賞品の贈呈を行います。
　　　（イ）　取り消しとなる場合
　　　　　　　以下の場合等には、採用決定後であっても採
　　　　　　用を取り消し、賞品を返還いただくことがあり
　　　　　　ます。
　　　　　　①作品の中に第三者が著作権等の権利を有して
　　　　　　　いる著作物等を利用していることが判明した
　　　　　　　場合
　　　　　　②作品が既発表のデザインと同一又は類似して
　　　　　　　いた場合
　　　　　　③応募者の作品ではないことが判明した場合
　　　エ　その他の事項

　　　（ア）　　応募作品は、すべて募集要項の記載事項に同
　　　　　　意いただいたものとみなします。
　　　（イ）　　募集要項に記載された事項以外について取り
　　　　　　決める必要が生じた場合は、本実行委員会の判
　　　　　　断により決定します。
４　キャッチフレーズ募集要項
　　　八王子市は、平成29年（2017年）に市制100周年を迎え
　　ます。市制100周年を記念し、様々な記念事業の展開や市
　　内外に対する本市の魅力を発信するにあたり、全市の統
　　一感を創出するとともに、ふるさと八王子への愛着を深
　　めるために、記念事業に使用できるキャッチフレーズを
　　次のとおり募集いたします。
　　⑴　募集作品
　　　「八王子市市制100周年記念事業」のキャッチフレーズ
　　　　ア　文字数
　　　　　　　最大20文字程度（記号も１文字とする）
　　　　イ　要件
　　　　　　　応募者が創作した未発表かつ、他のコンクー
　　　　　　ルに出品していないもの。
　　　　ウ　参考
　　　　　　八王子市市制100周年記念事業基本構想（一部抜粋）
　　　　　　○基本理念
　　　　　　　市制100周年という記念の節目を全市をあげ
　　　　　　て祝い、本市を創り上げてきた先人たちの功績
　　　　　　をたたえる。あわせて、まちの魅力を再認識し
　　　　　　て次世代に伝え、活かすことにより更なる市勢
　　　　　　発展の契機とし、新たな100年に向けた魅力あ
　　　　　　ふれる八王子を創造する。
　　　　　　○基本方針
　　　　　　①市制100周年を全市をあげて祝い、ふるさと
　　　　　　　八王子への愛着を深める。
　　　　　　②八王子の魅力を再認識し、次世代へ継承する
　　　　　　　とともに、広く発信する。
　　　　　　③八王子の豊富な地域資源をより一層活用して、
　　　　　　　人々が楽しみ、集い、わくわくする、まちのに
　　　　　　　ぎわいを創出する。
　　⑵　応募資格
　　　　どなたでもご応募いただけます。（年齢、住所、プロ・
　　　　アマチュアを問いません。）
　　⑶　募集期間
　　　　平成27年3月16日（月）～ 5月15日（金）必着
　　⑷　応募方法
　　　　お１人何作品でもご応募いただけます。
　　　ア　用紙による応募
　　　（ア）　応募用紙を使用してください。
　　　（イ）　用紙ごとに、①キャッチフレーズ、②郵便番号、
　　　　　　③住所、④氏名、⑤氏名ふりがな、⑥年齢、⑦電話
　　　　　　番号、⑧職業（学校名・学年）を記載してください。
　　　（ウ）　送付先
　　　　　　〒192-8501八王子市元本郷町3-24-1
　　　　　　八 王 子 市 市 制100周 年 記 念 事 業 実 行 委 員 会
　　　　　　事務局（総務部記念事業課内）
　　　　　　「キャッチフレーズ募集」担当あて
　　　　　　※FAXによる応募はできません。
　　　イ　電子データによる応募

　　　（ア）　応募用紙を八王子市ホームページからダウン
　　　　　　ロードし、必要事項を記入してください。
　　　（イ）　Eメールにてお送りください。
　　　　　　①メール件名を「市制100周年記念事業キャッチ
　　　　　　　フレーズ応募」としてください。
　　　　　　②応募用紙をメールに添付してご応募ください。
　　　　　　③メール提出におけるいかなるトラブルについ
　　　　　　　ても、八王子市及び本実行委員会は一切の責
　　　　　　　任を負いかねますので、ご了承ください。
　　　　　　④送付先アドレス：b021200 @cy.hachioji.tokyo.jp
　　⑸　審査方法
　　　　　八王子市市制100周年記念事業実行委員会におい
　　　　て選考を行い、八王子市ホームページ及び広報によ
　　　　り、9月頃に発表する予定です。
　　⑹　賞品
　　　　採用作品1点　賞状と八王子市の特産品（3万円相当）
　　⑺　採用作品の取扱い
　　　　　八王子市市制100周年記念事業に関する印刷物、
　　　　グッズ、ウェブサイトなどに使用します。
　　⑻　注意事項
　　　　ア　応募に関する事項
　　　　（ア）　費用の扱い
　　　　　　　　応募にかかる費用はすべて応募者の負担と
　　　　　　　し、応募作品は返還しません。
　　　　（イ）　失格となる場合
　　　　　　　①提出書類に虚偽の記載をした場合
　　　　　　　②提出期限内に所定の書類を提出しなかった場合
　　　　　　　③募集要項の条件を満たしていない場合
　　　　（ウ）　個人情報の取扱い
　　　　　　　　応募者の個人情報は、応募作品の選考、採
　　　　　　　用通知、採用作品の発表、賞品の授与のために
　　　　　　　使用します。採用された作品の、作者氏名、住
　　　　　　　所の区市町村名などについて公表します。
　　　　イ　著作権に関する事項
　　　　（ア）　　募集する作品は、応募者が創作した未公表
　　　　　　　かつ、他のコンクールに出品していないもの
　　　　　　　とします。
　　　　（イ）　　作品の中に第三者が著作権等の権利を有し
　　　　　　　ている著作物等を利用していないものとします。
　　　　（ウ）　　応募者は、応募事業の紹介や記録のために
　　　　　　　八王子市及び本実行委員会が応募作品を利用
　　　　　　　することを認めることとします。
　　　　（エ）　　採用作品の著作権は、八王子市に帰属します。
　　　　（オ）　　第三者から権利侵害などの損害賠償が提起
　　　　　　　された場合は、八王子市及び本実行委員会で
　　　　　　　は一切の責任を負いかねますので、応募者自
　　　　　　　らの責任と費用で解決してください。また、
　　　　　　　八王子市及び本実行委員会が損害を被った場
　　　　　　　合は、損害を賠償していただきます。
　　　　ウ　当選に関する事項
　　　　（ア）　当選者が未成年者の場合の取扱い
　　　　　　　　親権者の同意を得た上で、採用作品の決定
　　　　　　　と賞品の贈呈を行います。
　　　　（イ）　取り消しとなる場合
　　　　　　　　以下の場合等には、採用決定後であっても

　　　　　　　採用を取り消し、賞品を返還いただくことが
　　　　　　　あります。
　　　　　　①作品の中に第三者が著作権等の権利を有して
　　　　　　　いる著作物等を利用していることが判明した
　　　　　　　場合
　　　　　　②作品が既発表のものと同一又は類似していた
　　　　　　　場合
　　　　　　③応募者の作品ではないことが判明した場合
　　　　エ　その他の事項
　　　　（ア）　　応募作品は、すべて募集要項の記載事項に
　　　　　　　同意いただいたものとみなします。
　　　　（イ）　　募集要項に記載された事項以外について取
　　　　　　　り決める必要が生じた場合は、本実行委員会
　　　　　　　の判断により決定します。

八王子市市制100周年記念事業
市民提案事業補助金交付要綱

　（総則）
第１条　この要綱は、八王子市市制100周年記念事業市民提
　　　案事業にかかる補助金について、規則を定めるほか、
　　　必要な事項を定めるものとする。
　（補助の目的）
第２条　「市民提案事業」は、市制100周年を全市をあげて祝
　　　うため、記念事業の一つとして、市民や本市にゆかり
　　　のある人々が、未来につながる魅力あふれる八王子を
　　　創造するために、自ら企画・実施する事業に対し、補助
　　　金の交付により一定の支援を行うことを目的とする。
　（補助の対象となる事業）
第３条　補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」
　　　という。）は、以下のものとする。
　　　⑴　八王子市市制100周年記念事業基本構想の理念・方
　　　　針に則った事業
　　　⑵　平成29年1月1日より平成29年12月31日までに実
　　　　施・完了する事業
　　　⑶　原則として八王子市内で行われる事業
　（補助金の額）
第４条　1事業に対して上限額を100万円として、対象となる
　　　経費について補助を行う。
　（補助対象事業の公募）
第５条　八王子市市制100周年記念事業実行委員会会長（以下
　　　「会長」という。）は、補助対象事業を、期間を定めて募
　　　集するものとする。
２　会長は、補助対象事業の募集に先立ち、募集要項を定め
　て公表しなければならない。
３　前項の募集要項には、補助対象事業の選考方法を明記し
　なければならない。
　（補助金の申し込み）
第６条　前条の募集に応じて申し込みをしようとする団体
　（以下「応募団体」という。）は、「市民提案事業企画書」（様式
　１）及びその付属資料により行うこととし、前条第２項の
　募集要項で指定する期日までに会長に提出しなければならない。
　（補助対象事業の選考及び通知）

第７条　会長は、前条の規定による応募書類の提出を受けた
　　　事業について、別に定める選考方法により選考しなけ
　　　ればならない。
２　会長は、前項による事前選考の結果を「市民提案事業補
　助金交付対象事業事前選考結果通知書」（様式２）により、
　速やかに当該応募団体に通知しなければならない。
３　会長は、第１項による選考の結果を受けて補助金を交付
　することが適当であると認められる事業を選考したときは、
　「市民提案事業補助金交付対象事業選考結果通知書」（様式
　３）により、速やかに当該応募団体に通知しなければならない。
　（補助金交付の申請及び決定）
第８条　前条により補助金交付対象事業として補助金交付予
　　　定額の通知を受けた団体は、所定の期日までに、「市民
　　　提案事業補助金交付申請書」（様式４）により申請を行
　　　わなければならない。
２　会長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内
　容が前条第１項の選考の際と変わらない（軽微な変更は除
　く）限りにおいて、速やかに補助金の交付を決定し、申請者
　に「市民提案事業補助金交付決定通知書」（様式５）により通
　知しなければならない。
　（交付決定状況の公表）
第９条　会長は、前条第２項により補助金の交付を決定した
　　　ときは、補助対象事業、補助金の交付を受ける団体（以
　　　下「補助団体」という。）の名称及び補助金交付決定額を
　　　公表しなければならない。
　（補助金の交付）
第10条　補助金は、平成28年度実施の採用事業については第
　　　８条第２項の規定による交付決定の後、速やかに交付
　　　する。また、平成29年度実施の採用事業については平
　　　成29年4月以降速やかに補助金を交付する。
　（補助対象事業計画の変更等）
第11条　補助金交付決定後において、事業の内容や予算等に
　　　変更が生じたときは、「市民提案事業補助金交付事業
　　　計画変更申請書」（様式６）により申請を行わなければ
　　　ならない。
２　会長は、前項の規定による変更を承認したときは、補助
　金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。
　（進捗状況報告）
第12条　補助団体は事業開始6か月前及び1か月前に、進捗状
　　　況を「市民提案事業補助金交付事業進捗状況報告書」
　　　（様式７）により報告しなければならない。
　（事業報告）
第13条　補助団体は事業終了後「市民提案事業補助金交付事
　　　業報告書」（様式８）及び「市民提案事業補助金収支決算
　　　書」（様式９）により報告を行わなければならない。
　（補助金額の確定）
第14条　会長は、前条の規定により事業報告書類の提出を受
　　　けたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「市民提
　　　案事業補助金確定通知書」（様式10）により補助団体に
　　　通知する。
　（事業実績の公表）
第15条　会長は、前条の規定による補助金等の額を確定した
　　　ときは、補助対象事業の成果について市民に公表する
　　　ものとする。
　（補助金の返還について）

第16条　会長は、第11条第2項の規定により補助金の交付の
　　　決定を取り消し若しくは変更した場合又は第14条の規
　　　定により補助金の額を確定した場合において、補助事
　　　業の当該取り消し若しくは変更に係る部分又は確定額
　　　を超える補助金に関し、既に補助金が交付されている
　　　ときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
　（普及広報）
第17条　補助団体は、補助金の交付を受けた事業を実施する
　　　ときは、ポスター・チラシ等の作成にあたっては、必ず
　　　「八王子市市制100周年記念事業　市民提案事業」の文
　　　言と八王子市市制100周年記念事業の「ロゴマークと
　　　キャッチフレーズ」の表示を行うものとする。
　（担当部の指定等）
第18条　会長は、第７条に規定する選考、第11条に規定する
　　　変更の承認及び第13条に規定する補助金額の確定を行
　　　うにあたり、八王子市市制100周年記念事業実行委員
　　　会事務局により決定した市担当所管に意見を求めるこ
　　　とができるものとする。
　（事務所管）
第19条　この要綱に基づく補助金に関する事務は、八王子市
　　　市制100周年記念事業実行委員会事務局において処理
　　　する。
　（補則）
第20条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付につい
　　　て必要な事項は、会長が別に定める。

　　　附　則
　　この要綱は、平成27年11月15日から施行する。

八王子市市制100周年記念事業・
全国都市緑化はちおうじフェア協賛要綱

　（趣旨）
第１条　この要綱は、八王子市市制100周年記念事業及び全
　国都市緑化はちおうじフェア（以下「記念事業・緑化フェア」
　という。）の趣旨に賛同する法人その他の団体（以下「企業
　等」という。）が、記念事業・緑化フェアに協賛する際に必要
　な事項を定めるものです。
　（協賛）
第２条　この要綱において、協賛とは、企業等が、市制100周
　年記念事業実行委員会・第34回全国都市緑化はちおうじ
　フェア実行委員会（以下「実行委員会」という。）に対して行
　う次の各号に掲げる行為とします。
　⑴　資金協賛　記念事業・緑化フェアの実施に要する資金

（以下「協賛金」という。）の提供
　⑵　物品協賛　記念事業・緑化フェアの実施に要する物品

（以下「協賛物品」という。）の提供
２　協賛物品は、物品協賛をお申し出いただける企業等と実
　行委員会が協議して決定いたします。なお、協賛物品には
　協賛物品を提供した企業等の名称等を表示していただくこ
　ともできます。
　（募集期間）
第３条　募集期間は、平成29年６月30日までとします。ただし、
　状況に応じて募集期間を延長することができるものとします。

　（協賛依頼の対象者）
第４条　実行委員会は、記念事業・緑化フェアの趣旨に賛同
　する企業等に対して協賛を依頼します。
　（協賛の申込等）
第５条　協賛をお申し出いただける企業等は、あらかじめ記
　念事業・緑化フェアへの協賛申込書（様式第１号。以下「申
　込書」という。）を実行委員会会長に提出していただきます。
２　実行委員会会長は、申込書の提出があった場合、第11条
　第１項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、申込
　者に対し記念事業・緑化フェアの協賛申込受理書（様式第２
　号）により受理した旨を通知します。
　（協賛金の振込等）
第６条　第２条第１項第１号に規定する資金協賛を行おうと
　する企業等は、前条第２項による通知を受けた場合、速や
　かに、実行委員会が指定する金融機関に協賛しようとする
　金額を一括して納付していただきます。ただし、平成29年
　７月31日までの期間内で、協賛金を分割して納付すること
　もできます。
２　実行委員会が申込者から協賛金を受領したときは、資金
　協賛受領書（様式第３号）を発行するものとします。
　（協賛物品の受納等）
第７条　第２条第１項第２号に規定する物品協賛を行おうと
　する企業等は、第５条第２項による通知を受けた場合、実
　行委員会が指定する方法により、協賛物品を納入していた
　だきます。
２　実 行 委 員 会 が 申 込 者 か ら 物 品 を 受 領 し た と き は、物
　品協賛受領書（様式第４号）を発行するものとします。
　（100周年応援寄附の申込等）
第８条　100周年応援寄附をお申し込みいただける企業等は、
　あらかじめ記念事業・緑化フェアへの寄附申込書（様式第５
　号。以下「寄附申込書」という。）を実行委員会に提出のうえ、
　納付していただきます。
２　実行委員会が申込者から寄附を受領したときは、寄附受
　領書（様式第６号）を発行するものとします。
　（協賛の特典等）
第９条　実行委員会は、第５条第２項の規定による通知、ま
　たは第８条による寄附を受けた企業等（以下「協賛者」とい
　う。）に、協賛金額に応じて別紙「協賛特典」のとおり広告宣
　伝の特典を付与します。
２　第７条第１項の規定による協賛者の特典については、実
　行委員会が協賛内容から換算した金額に応じて、別紙「協
　賛特典」のとおり広告宣伝の特典を付与します。
　（協賛金の使途）
第10条　協賛金は、次の各号のいずれかに掲げる経費に充て
　るものとします。
　⑴　　記念事業・緑化フェアを広く周知するために要する経費
　⑵　　記念事業・緑化フェアのイベントの実施に要する経費
　⑶　　その他記念事業・緑化フェアの開催に付随する経費
　　　で必要と認められるもの
２　実行委員会は、資金協賛に基づく物品の製作等をしたと
　きは、資金協賛者に対して資金協賛報告書（様式第７号）を
　送付するものとします。
　（協賛申込の不受理等）
第11条　実行委員会会長は、申込者が、次の各号のいずれか
　に該当する場合は、申込書を受理しないものとし、申込者

　に対しその旨通知します。
　⑴　　特定の政治、思想、宗教等の活動を目的とした団体、
　　　又は記念事業・緑化フェアを特定の政治、思想、宗教等
　　　の活動に利用する恐れのある者
　⑵　　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律　
　　　（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団
　　　又は暴力団の構成員であると認められる者
　⑶　　法令又は公序良俗に反する者
　⑷　　記念事業・緑化フェアについて、品位を傷つけ、又は
　　　正しい理解を妨げる恐れのある者
　⑸　　その他実行委員会会長が不適当と判断する者
２　実行委員会会長は、第５条第２項により協賛の申込を受
　理された者が、その後、前項各号のいずれかに該当するに
　至った場合、又は前項各号のいずれかに該当することが判
　明した場合は、協賛を取り消すものとし、協賛者に対し、そ
　の旨を通知します。

　　附　則
　この要綱は、平成29年2月1日から施行します。

別表第１（第３条関係）

副本部長

本部長

本部員

市長

副市長、教育長

全部長、会計部長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局
長、監査事務局長、学校教育部長、指導担当部長、生涯学
習スポーツ部長、図書館部長

別表第２（第６条関係）

委員

幹事長 市制100周年記念事業推進室主幹

都市戦略課長、秘書課長、広報課長、経営計画第一課長、
広聴課長、市史編さん室主幹事務取扱、協働推進課長、
学園都市文化課長、多文化共生推進課長、総務課長、管財
課長、消費生活センター所長、市民課長、高齢者いきいき
課長、健康政策課長、子どものしあわせ課長、児童青少年
課長、産業政策課長、観光課長、農林課長、環境政策課長、
都市緑化フェア推進室主幹、中心市街地整備推進課長、
まちなみ景観課長、交通事業課長、教育総務課長、生涯学
習政策課長、スポーツ振興課長、文化財課長、こども科学
館長

別表（第２条関係）

シンボル事業
委員会

名称 付託事項　・　委任事項

１　ロゴマーク・キャッチフレーズの募集及び審査
に関すること。

２　記念グッズの作成に関すること。
３　協賛金の募集に関すること。
４　その他広報・宣伝に関すること。

１　記念事業の企画及び実施に関すること。
２　他の専門委員会に属さない事項に関すること。

企画支援
委員会

広報宣伝
委員会

１　市民提案事業の募集及び審査に関すること。
２　ボランティアの募集に関すること。
３　その他市民活動に関すること。

9190

01

資
料
編

　
　
編

P
R

事
業
編



八王子市市制100周年記念事業
実行委員会会則

平成27年2月9日決定　　　　　改正　平成28年1月1日

　　　第１章　総則
　（名称）
第１条　本会は、八王子市市制100周年記念事業実行委員会
　（以下「実行委員会」という。）と称する。
　（目的）
第２条　実行委員会は、市制100周年記念事業（以下「記念事
　業」という。）の積極的かつ円滑な推進を図るため、必要な
　事業を行うことを目的とする。
　（事業）
第３条　実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の各
　号に掲げる事業を行う。
　⑴ 　実行委員会が主体となって行う記念事業の企画及び

実施に関すること。
　⑵ 　市民提案事業の承認に関すること。
　⑶ 　記念イベントの誘致、広報、宣伝方法などに関すること。
　⑷ 　その他記念事業の円滑な推進に関すること。

　　　第２章　組織
　（組織）
第４条　実行委員会は、会長、委員及び監事をもって組織する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。
　⑴ 　市内各種団体の代表及びその役職員
　⑵　公募により選出された者
　（役員）
第５条　実行委員会に、次の役員を置く。
　⑴　会長　　　１名
　⑵　副会長　　２名
　⑶　理事　　　４名
　⑷　監事　　　２名
　（役員の選出）
第６条　会長は、八王子市長をもって充てる。
２　副会長及び理事は、会長が総会の承認を得て、委員のう
　ちから委嘱する。
３　監事は、総会の承認を得て会長が委嘱する。
　（役員の職務）
第７条　会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長
　が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した順により、そ
　の職務を代理する。
３　理事は、理事会を構成し、第１３条第７項に掲げる事項
　を審議し、決定する。
４　監事は、実行委員会の財務を監査する。
　（任期等）
第８条　委員及び役員（以下「委員等」という。）の任期は、委
　嘱のときから実行委員会の目的が達成され解散するまでと
　する。
２　所属する機関又は団体等の役職員であることにより委員
　等となった者がその役職員を退任した場合は、その職を解
　き、会長は、必要に応じて後任者を補充することができる。
３　前項に定めるほか、会長は、委員等に特別な事情が生じ
　たときは、その職を解き、必要に応じて後任者を補充する

　ことができる。
４　第２項及び前項により選出された委員等の任期は前任者
　の残任期間とする。
５　会長は、第２項及び第３項の規定により委員等の変更が
　あった場合は、次の総会において報告する。
　（顧問及び参与）
第９条　実行委員会に顧問及び参与を置くことができる。
２　顧問及び参与は、会長が委嘱する。
３　顧問は、会長の諮問に応じ助言する。
４　参与は、実行委員会の事業に係る重要な事項について意
　見を述べることができる。
５　顧問及び参与の任期等は、前条の規定を準用する。
　（アドバイザー）
第１０条　実行委員会に、アドバイザーを置くことができる。
２　アドバイザーは、会長が委嘱する。
３　アドバイザーは、会則第３条各号に掲げる事項に関し、
　専門的知見からの助言その他必要な協力を行う。
４　アドバイザーは、会議に出席し、意見を述べることができる。

　　　第３章　会議
　（会議の種類）
第１１条　実行委員会に次に掲げる会議を置く。
　⑴　総会
　⑵　理事会
　⑶　専門委員会
　（総会）
第１２条　総会は、会長、委員及び監事をもって構成する。
２　総会は、会長が招集する。
３　総会の議長は、会長がこれにあたる。
４　総会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。
　⑴　事業計画及び事業報告に関すること。
　⑵　会則の制定及び改廃に関すること。
　⑶　予算及び決算に関すること。
　⑷　理事会に委任する事項に関すること。
　⑸　専門委員会の設置に関すること。
　⑹　専門委員会に付託及び委任する事項に関すること。
　⑺　その他重要な事項に関すること。
５　総会は、委員の過半数の出席をもって開会し、議事は出
　席委員の過半数でこれを決する。ただし、可否同数のときは、
　議長の決するところによる。
６　やむを得ない理由により総会に出席できない委員は、あ
　らかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、
　又は代理人に表決を委任することができる。この場合にお
　いて前項の適用については総会に出席したものとみなす。
７　会長がその職務を行うことができない場合、又は不在の
　場合には副会長が会長の職務を行う。
８　会長の要請に応じて、参与は総会に出席することができる。
　（理事会）
第１３条　理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
２　理事会に理事長を置き、会長をもって充てる。
３　理事会に副理事長を置き、副会長をもって充てる。
４　理事会は、必要に応じ理事長が招集する。
５　理事長は、理事会の議事を整理し、秩序を維持する。
６　理事長がその職務を行うことができない場合、又は不在
　の場合には副理事長が理事長の職務を行う。

７　理事会は、次の事項について審議し、決定する。
　⑴　総会から委任された事項に関すること。
　⑵　総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。
　⑶　専門委員会に付託及び委任する事項に関すること。
　⑷　その他理事長が必要と認める事項に関すること。
８　理事会は、前項の規定により審議し、決定したときは、次
　の総会において報告し、その承認を求めなければならない。
　（専門委員会）
第１４条　専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって
　構成する。
２　専門委員会は、専門委員の互選により委員長、副委員長
　を定める。
３　委員長は、専門委員会の議事を整理し、秩序を維持する。
４　専門委員会は、総会又は理事会（以下「総会等」という。）
　から付託された専門的事項について調査審議し、委員長は
　その結果を総会等に報告しなければならない。
５　専門委員会は、総会等から委任された事項について審議
　決定し、委員長はその結果を必要に応じて総会等に報告する。
６　委員長がその職務を行うことができない場合、又は不在
　の場合には副委員長が委員長の職務を行う。
７　専門委員の任期等は、第８条の規定を準用する。
８　専門委員会に関し必要な事項は、総会に諮って会長が別
　に定める。

　　　第４章　会長の専決処分
　（会長の専決処分）
第１５条　会長は、総会及び理事会を招集するいとまがない
　緊急事項又は総会等の権限に属する事項で軽易なものにつ
　いては、専決処分することができる。
２　会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の総
会等において報告し、その承認を求めなければならない。

　　　第５章　事務局
　（事務局）
第１６条　実行委員会の事務を処理するため、事務局を八王
　子市市制100周年記念事業推進室内に置く。
２　事務局に関し必要な事項は、会長が定める。

　　　第６章　会計
　（経費）
第１７条　実行委員会の予算は、八王子市の負担金及び協賛
　金、寄附金、その他の収入をもって充てる。
２　八王子市の負担金の額は、八王子市の予算の範囲する。
　（予算及び決算）
第１８条　実行委員会の収支予算は、総会の議決により定め、
　収支決算については、監事の監査を経て、総会の承認を得
　なければならない。
　（会計年度等）
第１９条　実行委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、
　翌年3月31日に終わる。
２　実行委員会の会計について必要な事項は、会長が別に定め
　るもののほか、八王子市の財務に関する諸規程等を準用する。

　　　第７章　補則
　（解散）

第２０条　実行委員会は、その目的が達成されたときに総会
　の議決を経て解散する。
　（残余財産の帰属）
第２１条　実行委員会が解散する時の収支決算において剰余
　金が生じたときは、その残余財産は八王子市に帰属する。
　（補則）
第２２条　この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営
　に関し必要な事項は、会長が定める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この会則は、平成27年2月9日から施行する。
　（有効期限）
２　この会則は、総会において解散が議決されたときにその
　効力を失う。
　　　附　則
　　この会則は、平成28年1月1日から施行する。

八王子市市制100周年記念事業実行委員会
専門委員会規程

　（趣旨）
第１条　この規程は、八王子市市制100周年記念事業実行委
　員会会則第１４条第８項の規定に基づき、八王子市市制
　100周年記念事業実行委員会専門委員会（以下「専門委員会」と
　いう。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
　（専門委員会の名称等）
第２条　専門委員会の名称及び総会又は理事会（以下「総会等」
　という。）からの付託事項及び委任事項は別表のとおりとする。
　（組織）
第３条　専門委員会に委員長１名及び副委員長１名を置く。
２　専門委員会の委員長及び副委員長は専門委員のうちから
　八王子市市制100周年記念事業実行委員会会長（以下「会長」
　という。）が委嘱する。
　（役員の職務）
第４条　委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。
２　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、
　又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
　（会議）
第５条　専門委員会の会議は、委員長が招集し、その議長と
　なる。
２　専門委員会は、専門委員の過半数の出席をもって開会し、
　議事は出席した専門委員の過半数で決する。ただし、可否
　同数のときは、議長の決するところによる。
３　やむを得ない理由により会議に出席できない専門委員は、
　あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、
　又は代理人に表決を委任することができる。この場合にお
　いて前項の適用については会議に出席したものとみなす。
４　専門委員会は必要があるときは、専門委員以外の者の出
　席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
　（補則）
第６条　この規程に定めるもののほか、専門委員会の運営等
　に関し必要な事項は、会長の承認を得て委員長が別に定める。

　　　附　則
　この規程は、平成27年2月9日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、平成27年10月30日から施行する。

八王子市市制100周年記念事業実施本部
設置要綱

　（目的及び設置）
第１条　八王子市市制100周年に係る記念事業の実施におい
　て、庁内の総合調整を図り、円滑に推進するため、八王子市
　市制100周年記念事業実施本部（以下「本部」という。）を置く。
　（所掌事項）
第２条　本部の所掌事項は、次のとおりとする。
　⑴　記念事業の企画に関すること。ただし、実行委員会の
　 記念事業の企画を除く。
　⑵　記念事業の円滑な実施を図るため、実行委員会との総
　 合調整に関すること。
　⑶　既存事業の調整に関すること。
　⑷　記念事業の推進に関すること。
　（組織）
第３条　本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、
　それぞれ、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。
　（本部長及び副本部長）
第４条　本部長は本部を総括する。
２　副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、
　あらかじめ本部長が指定する副本部長がその職務を代理する。
　（会議）
第５条　本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
　（幹事会）
第６条　本部の所掌事項に係る専門的事項について調整等を
　行うため、本部に幹事会を置く。
２　幹事会は幹事長及び委員をもって組織し、それぞれ、別
　表第２に掲げる職にある者をもって充てる。
３　前項に定めるほか、幹事会の委員は必要に応じて補充す
　ることができる。
４　幹事会の会議は、幹事長が招集する。
５　幹事長は幹事会において検討した事項を本部に報告する。
　（意見聴取）
第７条　本部の会議及び幹事会の会議は、必要がある場合に、
　本部及び幹事会の構成員以外の者の出席を求めて意見を聴
　取することができる。

　（アドバイザー）
第８条　本部に、アドバイザーを置くことができる。
２　アドバイザーは、本部長が委嘱する。
３　アドバイザーは、要綱第２条各号に掲げる事項に関し、
　専門的知見からの助言その他必要な協力を行う。
４　アドバイザーは、会議に出席し意見を述べることができる。
　（事務局）
第９条　本部の事務局を市制100周年記念事業推進室に置く。
２　事務局長は市制100周年記念事業推進室長をもって充てる。
３　事務局長は、次の職務を行う。
　⑴　本部に付議する事案の調整、整理及び提出に関すること。
　⑵　幹事会の組織、運営に関すること。
　⑶　その他、本部長が必要と認める事項に関すること。
　（解散）
第１０条　本部は、その目的が達成されたときに本部の議決
　を経て解散する。
　（委任）
第１１条　この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し
　て必要な事項は、本部長が定める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この要綱は、平成26年12月24日から施行する。
　（有効期限）
２　この要綱は、本部において解散が議決されたときにその
　効力を失う。
　　　附　則
　この要綱は、平成27年2月26日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成29年12月4日から施行する。

八王子市市制100周年記念事業ロゴマーク・
キャッチフレーズ

１　選定経過
　　⑴　ロゴマーク
　　　　ア　1次審査（平成27年5月20日実施）
　　　　　　専門委員会委員（広報宣伝委員会）による選定の
　　　　　　結果、361件中44作品が審査通過
　　　　イ　2次審査（平成27年5月25日実施）
　　　　　　市内美術大学教員（多摩美術大学名誉教授・東京
　　　　　　造形大学准教授）・記念事業アドバイザー・広報
　　　　　　宣伝委員会委員長による選定の結果、44作品中
　　　　　　上位4作品を順位付け
　　⑵　キャッチフレーズ
　　　　ア　1次審査（平成27年5月28日実施）
　　　　　　専門委員会委員（広報宣伝委員会）による選定の
　　　　　　結果、1,752件中48作品が審査通過
　　　　イ　2次審査（平成27年6月2日実施）
　　　　　　専門委員会委員（広報宣伝委員会・企画支援委員
　　　　　　会・シンボル事業委員会の委員長等）による選定
　　　　　　の結果、48作品中上位5作品を順位付け
２　最終決定
　　　平成27年6月5日記念事業実行委員会（理事会）の承認
　　を経て各1作品を決定
　　⑴　ロゴマーク最優秀作品賞作者
　　　　テメル華代さん
　　⑵　キャッチフレーズ最優秀作品賞作者
　　　　仲田光一さん
３　ロゴマーク募集要項
　　　八王子市は、平成29年に市制100周年を迎えます。市制
　　100周年を記念し、様々な記念事業の展開や市内外に対
　　する本市の魅力を発信するにあたり、全市の統一感を創
　　出するとともに、ふるさと八王子への愛着を深めるシン
　　ボルとして、記念事業に使用できるロゴマークを次のと
　　おり募集いたします。
　　⑴　募集作品
　　　「八王子市市制100周年記念事業」のロゴマークのデザイン
　　　　ア　内容
　　　　　　八王子市市制100周年記念事業を、市内外にPR
　　　　　　するために適したもの。
　　　　　　八王子市が「100周年」であることを表現してい
　　　　　　ること。
　　　　　　ロゴマークの色数及び大きさは自由であるが、
　　　　　　単色での使用、また、拡大及び縮小での使用も
　　　　　　考慮すること。
　　　　イ　参考　
　　　　　　八王子市市制100周年記念事業基本構想（一部抜粋）
　　　　　　○基本理念
　　　　　　　市制100周年という記念の節目を全市をあげ
　　　　　　て祝い、本市を創り上げてきた先人たちの功績
　　　　　　をたたえる。あわせて、まちの魅力を再認識し
　　　　　　て次世代に伝え、活かすことにより更なる市勢
　　　　　　発展の契機とし、新たな100年に向けた魅力あ
　　　　　　ふれる八王子を創造する。
　　　　　　○基本方針

　　　　　①市制100周年を全市をあげて祝い、ふるさと　
　　　　　　八王子への愛着を深める。
　　　　　②八王子の魅力を再認識し、次世代へ継承すると
　　　　　　ともに、広く発信する。
　　　　　③八王子の豊富な地域資源をより一層活用して、
　　　　　　人々が楽しみ、集い、わくわくする、まちのにぎ
　　　　　　わいを創出する。
　　⑵　応募資格
　　　　どなたでもご応募いただけます。（年齢、住所、プロ・
　　　　アマチュアを問いません。）
　　⑶　募集期間
　　　　平成27年3月16日（月）～ 5月15日（金）必着
　　⑷　応募方法
　　　　お１人何作品でもご応募いただけます。
　　　ア　用紙による応募
　　　　　　応募用紙またはA4判白色用紙を縦長で使用し、
　　　　　縦横15cmの枠内にデザインしてください。
　　　（ア）　１作品につき、１用紙としてください。
　　　（イ）　作品ごとに、①ロゴデザイン、②作品の説明（100
　　　　　字程度）、③郵便番号、④住所、⑤氏名、⑥氏名ふり
　　　　　がな、⑦年齢、⑧電話番号、⑨職業（学校名・学年）を
　　　　　記載してください。
　　　（ウ）　送付先
　　　　　　〒192-8501八王子市元本郷町3-24-1
　　　　　　八王子市市制100周年記念事業実行委員会事務
　　　　　　局（総務部記念事業課内）
　　　　　　「ロゴマーク募集」担当あて
　　　　　　　※作品は折り曲げずに送付してください。
　　　　　　　※FAXによる応募はできません。
　　　イ　電子データによる応募
　　　（ア）　作 品 の フ ァ イ ル 容 量 は2MB以 下、解 像 度 は
　　　　　350dpi程度で、形式はPDF、JPEGまたはGIFとして
　　　　　ください。
　　　（イ）　Eメールにてお送りください。
　　　　　①メール件名を「市制100周年記念事業ロゴマーク
　　　　　　応募」としてください。
　　　　　②１作品につき、メール１通としてください。
　　　　　③応募用紙及び電子データをメールに添付してご
　　　　　　応募ください。
　　　　　④採用された場合、後日、元のデータを郵送など
　　　　　　の方法により、お送りいただくことがあります。
　　　　　⑤メール提出におけるいかなるトラブルについて
　　　　　　も、八王子市及び本実行委員会は一切の責任を
　　　　　　負いかねますので、ご了承ください。
　　　　　⑥送付先アドレス：b021200 @city.hachioji.tokyo.jp
　　⑸　審査方法
　　　　　八王子市市制100周年記念事業実行委員会におい
　　　　て選考を行い、八王子市ホームページ及び広報によ
　　　　り、9月頃に発表する予定です。
　　⑹　賞品
　　　　　採用作品1点　賞状と八王子市の特産品（5万円相当）
　　⑺　採用作品の取扱い
　　　　　八王子市市制100周年記念事業に関する印刷物、
　　　　グッズ、ウェブサイトなどに使用します。
　　⑻　注意事項

　　　ア　応募に関する事項
　　　（ア）　費用の扱い
　　　　　　　デザイン画の作成及び応募にかかる費用はす
　　　　　　べて応募者の負担とし、応募作品は返還しません。
　　　（イ）　失格となる場合
　　　　　　①提出書類に虚偽の記載をした場合
　　　　　　②提出期限内に所定の書類を提出しなかった場合
　　　　　　③募集要項の条件を満たしていない場合
　　　（ウ）　個人情報の取扱い
　　　　　　　応募者の個人情報は、応募作品の選考、採用
　　　　　　通知、採用作品の発表、賞品の授与のために使用
　　　　　　します。採用された作品の、作者氏名、住所の区
　　　　　　市町村名などについて公表します。
　　　イ　著作権に関する事項
　　　（ア）　　募集する作品は、応募者が創作した未公表の
　　　　　　作品とします。
　　　（イ）　　作品の中に第三者が著作権等の権利を有して
　　　　　　いる著作物等を利用していないものとします。
　　　（ウ）　　応募者は応募作品の商標・意匠の出願・登録を
　　　　　　しないこととします。
　　　（エ）　　応募者は、応募事業の紹介や記録のために八
　　　　　　王子市及び本実行委員会が応募作品を利用する
　　　　　　ことを認めることとします。
　　　（オ）　　採用作品の著作権（著作権法第27条及び第28
　　　　　　条に規定する権利を含む）は、八王子市に帰属
　　　　　　します。
　　　（カ）　　当選者は、採用作品の一部修正・翻案を八王
　　　　　　子市に認めることとします。その場合において、
　　　　　　著作者の名誉・声望を害しない方法による改変
　　　　　　利用については、作品の同一性保持権（著作権
　　　　　　法20条）を含む一切の著作権を行使しないもの
　　　　　　とします。
　　　（キ）　　当選者は、八王子市が採用作品の商標・意匠
　　　　　　の出願・登録をすることを認めることとします。
　　　（ク）　　第三者から権利侵害などの損害賠償が提起さ
　　　　　　れた場合は、八王子市及び本実行委員会では一
　　　　　　切の責任を負いかねますので、応募者自らの責
　　　　　　任と費用で解決してください。また、八王子市
　　　　　　及び本実行委員会が損害を被った場合は、損害
　　　　　　を賠償していただきます。
　　　ウ　当選に関する事項
　　　（ア）　当選者が未成年者の場合の取扱い
　　　　　　　親権者の同意を得た上で、採用作品の決定と
　　　　　　賞品の贈呈を行います。
　　　（イ）　取り消しとなる場合
　　　　　　　以下の場合等には、採用決定後であっても採
　　　　　　用を取り消し、賞品を返還いただくことがあり
　　　　　　ます。
　　　　　　①作品の中に第三者が著作権等の権利を有して
　　　　　　　いる著作物等を利用していることが判明した
　　　　　　　場合
　　　　　　②作品が既発表のデザインと同一又は類似して
　　　　　　　いた場合
　　　　　　③応募者の作品ではないことが判明した場合
　　　エ　その他の事項

　　　（ア）　　応募作品は、すべて募集要項の記載事項に同
　　　　　　意いただいたものとみなします。
　　　（イ）　　募集要項に記載された事項以外について取り
　　　　　　決める必要が生じた場合は、本実行委員会の判
　　　　　　断により決定します。
４　キャッチフレーズ募集要項
　　　八王子市は、平成29年（2017年）に市制100周年を迎え
　　ます。市制100周年を記念し、様々な記念事業の展開や市
　　内外に対する本市の魅力を発信するにあたり、全市の統
　　一感を創出するとともに、ふるさと八王子への愛着を深
　　めるために、記念事業に使用できるキャッチフレーズを
　　次のとおり募集いたします。
　　⑴　募集作品
　　　「八王子市市制100周年記念事業」のキャッチフレーズ
　　　　ア　文字数
　　　　　　　最大20文字程度（記号も１文字とする）
　　　　イ　要件
　　　　　　　応募者が創作した未発表かつ、他のコンクー
　　　　　　ルに出品していないもの。
　　　　ウ　参考
　　　　　　八王子市市制100周年記念事業基本構想（一部抜粋）
　　　　　　○基本理念
　　　　　　　市制100周年という記念の節目を全市をあげ
　　　　　　て祝い、本市を創り上げてきた先人たちの功績
　　　　　　をたたえる。あわせて、まちの魅力を再認識し
　　　　　　て次世代に伝え、活かすことにより更なる市勢
　　　　　　発展の契機とし、新たな100年に向けた魅力あ
　　　　　　ふれる八王子を創造する。
　　　　　　○基本方針
　　　　　　①市制100周年を全市をあげて祝い、ふるさと
　　　　　　　八王子への愛着を深める。
　　　　　　②八王子の魅力を再認識し、次世代へ継承する
　　　　　　　とともに、広く発信する。
　　　　　　③八王子の豊富な地域資源をより一層活用して、
　　　　　　　人々が楽しみ、集い、わくわくする、まちのに
　　　　　　　ぎわいを創出する。
　　⑵　応募資格
　　　　どなたでもご応募いただけます。（年齢、住所、プロ・
　　　　アマチュアを問いません。）
　　⑶　募集期間
　　　　平成27年3月16日（月）～ 5月15日（金）必着
　　⑷　応募方法
　　　　お１人何作品でもご応募いただけます。
　　　ア　用紙による応募
　　　（ア）　応募用紙を使用してください。
　　　（イ）　用紙ごとに、①キャッチフレーズ、②郵便番号、
　　　　　　③住所、④氏名、⑤氏名ふりがな、⑥年齢、⑦電話
　　　　　　番号、⑧職業（学校名・学年）を記載してください。
　　　（ウ）　送付先
　　　　　　〒192-8501八王子市元本郷町3-24-1
　　　　　　八 王 子 市 市 制100周 年 記 念 事 業 実 行 委 員 会
　　　　　　事務局（総務部記念事業課内）
　　　　　　「キャッチフレーズ募集」担当あて
　　　　　　※FAXによる応募はできません。
　　　イ　電子データによる応募

　　　（ア）　応募用紙を八王子市ホームページからダウン
　　　　　　ロードし、必要事項を記入してください。
　　　（イ）　Eメールにてお送りください。
　　　　　　①メール件名を「市制100周年記念事業キャッチ
　　　　　　　フレーズ応募」としてください。
　　　　　　②応募用紙をメールに添付してご応募ください。
　　　　　　③メール提出におけるいかなるトラブルについ
　　　　　　　ても、八王子市及び本実行委員会は一切の責
　　　　　　　任を負いかねますので、ご了承ください。
　　　　　　④送付先アドレス：b021200 @cy.hachioji.tokyo.jp
　　⑸　審査方法
　　　　　八王子市市制100周年記念事業実行委員会におい
　　　　て選考を行い、八王子市ホームページ及び広報によ
　　　　り、9月頃に発表する予定です。
　　⑹　賞品
　　　　採用作品1点　賞状と八王子市の特産品（3万円相当）
　　⑺　採用作品の取扱い
　　　　　八王子市市制100周年記念事業に関する印刷物、
　　　　グッズ、ウェブサイトなどに使用します。
　　⑻　注意事項
　　　　ア　応募に関する事項
　　　　（ア）　費用の扱い
　　　　　　　　応募にかかる費用はすべて応募者の負担と
　　　　　　　し、応募作品は返還しません。
　　　　（イ）　失格となる場合
　　　　　　　①提出書類に虚偽の記載をした場合
　　　　　　　②提出期限内に所定の書類を提出しなかった場合
　　　　　　　③募集要項の条件を満たしていない場合
　　　　（ウ）　個人情報の取扱い
　　　　　　　　応募者の個人情報は、応募作品の選考、採
　　　　　　　用通知、採用作品の発表、賞品の授与のために
　　　　　　　使用します。採用された作品の、作者氏名、住
　　　　　　　所の区市町村名などについて公表します。
　　　　イ　著作権に関する事項
　　　　（ア）　　募集する作品は、応募者が創作した未公表
　　　　　　　かつ、他のコンクールに出品していないもの
　　　　　　　とします。
　　　　（イ）　　作品の中に第三者が著作権等の権利を有し
　　　　　　　ている著作物等を利用していないものとします。
　　　　（ウ）　　応募者は、応募事業の紹介や記録のために
　　　　　　　八王子市及び本実行委員会が応募作品を利用
　　　　　　　することを認めることとします。
　　　　（エ）　　採用作品の著作権は、八王子市に帰属します。
　　　　（オ）　　第三者から権利侵害などの損害賠償が提起
　　　　　　　された場合は、八王子市及び本実行委員会で
　　　　　　　は一切の責任を負いかねますので、応募者自
　　　　　　　らの責任と費用で解決してください。また、
　　　　　　　八王子市及び本実行委員会が損害を被った場
　　　　　　　合は、損害を賠償していただきます。
　　　　ウ　当選に関する事項
　　　　（ア）　当選者が未成年者の場合の取扱い
　　　　　　　　親権者の同意を得た上で、採用作品の決定
　　　　　　　と賞品の贈呈を行います。
　　　　（イ）　取り消しとなる場合
　　　　　　　　以下の場合等には、採用決定後であっても

　　　　　　　採用を取り消し、賞品を返還いただくことが
　　　　　　　あります。
　　　　　　①作品の中に第三者が著作権等の権利を有して
　　　　　　　いる著作物等を利用していることが判明した
　　　　　　　場合
　　　　　　②作品が既発表のものと同一又は類似していた
　　　　　　　場合
　　　　　　③応募者の作品ではないことが判明した場合
　　　　エ　その他の事項
　　　　（ア）　　応募作品は、すべて募集要項の記載事項に
　　　　　　　同意いただいたものとみなします。
　　　　（イ）　　募集要項に記載された事項以外について取
　　　　　　　り決める必要が生じた場合は、本実行委員会
　　　　　　　の判断により決定します。

八王子市市制100周年記念事業
市民提案事業補助金交付要綱

　（総則）
第１条　この要綱は、八王子市市制100周年記念事業市民提
　　　案事業にかかる補助金について、規則を定めるほか、
　　　必要な事項を定めるものとする。
　（補助の目的）
第２条　「市民提案事業」は、市制100周年を全市をあげて祝
　　　うため、記念事業の一つとして、市民や本市にゆかり
　　　のある人々が、未来につながる魅力あふれる八王子を
　　　創造するために、自ら企画・実施する事業に対し、補助
　　　金の交付により一定の支援を行うことを目的とする。
　（補助の対象となる事業）
第３条　補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」
　　　という。）は、以下のものとする。
　　　⑴　八王子市市制100周年記念事業基本構想の理念・方
　　　　針に則った事業
　　　⑵　平成29年1月1日より平成29年12月31日までに実
　　　　施・完了する事業
　　　⑶　原則として八王子市内で行われる事業
　（補助金の額）
第４条　1事業に対して上限額を100万円として、対象となる
　　　経費について補助を行う。
　（補助対象事業の公募）
第５条　八王子市市制100周年記念事業実行委員会会長（以下
　　　「会長」という。）は、補助対象事業を、期間を定めて募
　　　集するものとする。
２　会長は、補助対象事業の募集に先立ち、募集要項を定め
　て公表しなければならない。
３　前項の募集要項には、補助対象事業の選考方法を明記し
　なければならない。
　（補助金の申し込み）
第６条　前条の募集に応じて申し込みをしようとする団体
　（以下「応募団体」という。）は、「市民提案事業企画書」（様式
　１）及びその付属資料により行うこととし、前条第２項の
　募集要項で指定する期日までに会長に提出しなければならない。
　（補助対象事業の選考及び通知）

第７条　会長は、前条の規定による応募書類の提出を受けた
　　　事業について、別に定める選考方法により選考しなけ
　　　ればならない。
２　会長は、前項による事前選考の結果を「市民提案事業補
　助金交付対象事業事前選考結果通知書」（様式２）により、
　速やかに当該応募団体に通知しなければならない。
３　会長は、第１項による選考の結果を受けて補助金を交付
　することが適当であると認められる事業を選考したときは、
　「市民提案事業補助金交付対象事業選考結果通知書」（様式
　３）により、速やかに当該応募団体に通知しなければならない。
　（補助金交付の申請及び決定）
第８条　前条により補助金交付対象事業として補助金交付予
　　　定額の通知を受けた団体は、所定の期日までに、「市民
　　　提案事業補助金交付申請書」（様式４）により申請を行
　　　わなければならない。
２　会長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内
　容が前条第１項の選考の際と変わらない（軽微な変更は除
　く）限りにおいて、速やかに補助金の交付を決定し、申請者
　に「市民提案事業補助金交付決定通知書」（様式５）により通
　知しなければならない。
　（交付決定状況の公表）
第９条　会長は、前条第２項により補助金の交付を決定した
　　　ときは、補助対象事業、補助金の交付を受ける団体（以
　　　下「補助団体」という。）の名称及び補助金交付決定額を
　　　公表しなければならない。
　（補助金の交付）
第10条　補助金は、平成28年度実施の採用事業については第
　　　８条第２項の規定による交付決定の後、速やかに交付
　　　する。また、平成29年度実施の採用事業については平
　　　成29年4月以降速やかに補助金を交付する。
　（補助対象事業計画の変更等）
第11条　補助金交付決定後において、事業の内容や予算等に
　　　変更が生じたときは、「市民提案事業補助金交付事業
　　　計画変更申請書」（様式６）により申請を行わなければ
　　　ならない。
２　会長は、前項の規定による変更を承認したときは、補助
　金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。
　（進捗状況報告）
第12条　補助団体は事業開始6か月前及び1か月前に、進捗状
　　　況を「市民提案事業補助金交付事業進捗状況報告書」
　　　（様式７）により報告しなければならない。
　（事業報告）
第13条　補助団体は事業終了後「市民提案事業補助金交付事
　　　業報告書」（様式８）及び「市民提案事業補助金収支決算
　　　書」（様式９）により報告を行わなければならない。
　（補助金額の確定）
第14条　会長は、前条の規定により事業報告書類の提出を受
　　　けたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「市民提
　　　案事業補助金確定通知書」（様式10）により補助団体に
　　　通知する。
　（事業実績の公表）
第15条　会長は、前条の規定による補助金等の額を確定した
　　　ときは、補助対象事業の成果について市民に公表する
　　　ものとする。
　（補助金の返還について）

第16条　会長は、第11条第2項の規定により補助金の交付の
　　　決定を取り消し若しくは変更した場合又は第14条の規
　　　定により補助金の額を確定した場合において、補助事
　　　業の当該取り消し若しくは変更に係る部分又は確定額
　　　を超える補助金に関し、既に補助金が交付されている
　　　ときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
　（普及広報）
第17条　補助団体は、補助金の交付を受けた事業を実施する
　　　ときは、ポスター・チラシ等の作成にあたっては、必ず
　　　「八王子市市制100周年記念事業　市民提案事業」の文
　　　言と八王子市市制100周年記念事業の「ロゴマークと
　　　キャッチフレーズ」の表示を行うものとする。
　（担当部の指定等）
第18条　会長は、第７条に規定する選考、第11条に規定する
　　　変更の承認及び第13条に規定する補助金額の確定を行
　　　うにあたり、八王子市市制100周年記念事業実行委員
　　　会事務局により決定した市担当所管に意見を求めるこ
　　　とができるものとする。
　（事務所管）
第19条　この要綱に基づく補助金に関する事務は、八王子市
　　　市制100周年記念事業実行委員会事務局において処理
　　　する。
　（補則）
第20条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付につい
　　　て必要な事項は、会長が別に定める。

　　　附　則
　　この要綱は、平成27年11月15日から施行する。

八王子市市制100周年記念事業・
全国都市緑化はちおうじフェア協賛要綱

　（趣旨）
第１条　この要綱は、八王子市市制100周年記念事業及び全
　国都市緑化はちおうじフェア（以下「記念事業・緑化フェア」
　という。）の趣旨に賛同する法人その他の団体（以下「企業
　等」という。）が、記念事業・緑化フェアに協賛する際に必要
　な事項を定めるものです。
　（協賛）
第２条　この要綱において、協賛とは、企業等が、市制100周
　年記念事業実行委員会・第34回全国都市緑化はちおうじ
　フェア実行委員会（以下「実行委員会」という。）に対して行
　う次の各号に掲げる行為とします。
　⑴　資金協賛　記念事業・緑化フェアの実施に要する資金

（以下「協賛金」という。）の提供
　⑵　物品協賛　記念事業・緑化フェアの実施に要する物品

（以下「協賛物品」という。）の提供
２　協賛物品は、物品協賛をお申し出いただける企業等と実
　行委員会が協議して決定いたします。なお、協賛物品には
　協賛物品を提供した企業等の名称等を表示していただくこ
　ともできます。
　（募集期間）
第３条　募集期間は、平成29年６月30日までとします。ただし、
　状況に応じて募集期間を延長することができるものとします。

　（協賛依頼の対象者）
第４条　実行委員会は、記念事業・緑化フェアの趣旨に賛同
　する企業等に対して協賛を依頼します。
　（協賛の申込等）
第５条　協賛をお申し出いただける企業等は、あらかじめ記
　念事業・緑化フェアへの協賛申込書（様式第１号。以下「申
　込書」という。）を実行委員会会長に提出していただきます。
２　実行委員会会長は、申込書の提出があった場合、第11条
　第１項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、申込
　者に対し記念事業・緑化フェアの協賛申込受理書（様式第２
　号）により受理した旨を通知します。
　（協賛金の振込等）
第６条　第２条第１項第１号に規定する資金協賛を行おうと
　する企業等は、前条第２項による通知を受けた場合、速や
　かに、実行委員会が指定する金融機関に協賛しようとする
　金額を一括して納付していただきます。ただし、平成29年
　７月31日までの期間内で、協賛金を分割して納付すること
　もできます。
２　実行委員会が申込者から協賛金を受領したときは、資金
　協賛受領書（様式第３号）を発行するものとします。
　（協賛物品の受納等）
第７条　第２条第１項第２号に規定する物品協賛を行おうと
　する企業等は、第５条第２項による通知を受けた場合、実
　行委員会が指定する方法により、協賛物品を納入していた
　だきます。
２　実 行 委 員 会 が 申 込 者 か ら 物 品 を 受 領 し た と き は、物
　品協賛受領書（様式第４号）を発行するものとします。
　（100周年応援寄附の申込等）
第８条　100周年応援寄附をお申し込みいただける企業等は、
　あらかじめ記念事業・緑化フェアへの寄附申込書（様式第５
　号。以下「寄附申込書」という。）を実行委員会に提出のうえ、
　納付していただきます。
２　実行委員会が申込者から寄附を受領したときは、寄附受
　領書（様式第６号）を発行するものとします。
　（協賛の特典等）
第９条　実行委員会は、第５条第２項の規定による通知、ま
　たは第８条による寄附を受けた企業等（以下「協賛者」とい
　う。）に、協賛金額に応じて別紙「協賛特典」のとおり広告宣
　伝の特典を付与します。
２　第７条第１項の規定による協賛者の特典については、実
　行委員会が協賛内容から換算した金額に応じて、別紙「協
　賛特典」のとおり広告宣伝の特典を付与します。
　（協賛金の使途）
第10条　協賛金は、次の各号のいずれかに掲げる経費に充て
　るものとします。
　⑴　　記念事業・緑化フェアを広く周知するために要する経費
　⑵　　記念事業・緑化フェアのイベントの実施に要する経費
　⑶　　その他記念事業・緑化フェアの開催に付随する経費
　　　で必要と認められるもの
２　実行委員会は、資金協賛に基づく物品の製作等をしたと
　きは、資金協賛者に対して資金協賛報告書（様式第７号）を
　送付するものとします。
　（協賛申込の不受理等）
第11条　実行委員会会長は、申込者が、次の各号のいずれか
　に該当する場合は、申込書を受理しないものとし、申込者

　に対しその旨通知します。
　⑴　　特定の政治、思想、宗教等の活動を目的とした団体、
　　　又は記念事業・緑化フェアを特定の政治、思想、宗教等
　　　の活動に利用する恐れのある者
　⑵　　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律　
　　　（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団
　　　又は暴力団の構成員であると認められる者
　⑶　　法令又は公序良俗に反する者
　⑷　　記念事業・緑化フェアについて、品位を傷つけ、又は
　　　正しい理解を妨げる恐れのある者
　⑸　　その他実行委員会会長が不適当と判断する者
２　実行委員会会長は、第５条第２項により協賛の申込を受
　理された者が、その後、前項各号のいずれかに該当するに
　至った場合、又は前項各号のいずれかに該当することが判
　明した場合は、協賛を取り消すものとし、協賛者に対し、そ
　の旨を通知します。

　　附　則
　この要綱は、平成29年2月1日から施行します。
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八王子市市制100周年記念事業
実行委員会会則

平成27年2月9日決定　　　　　改正　平成28年1月1日

　　　第１章　総則
　（名称）
第１条　本会は、八王子市市制100周年記念事業実行委員会
　（以下「実行委員会」という。）と称する。
　（目的）
第２条　実行委員会は、市制100周年記念事業（以下「記念事
　業」という。）の積極的かつ円滑な推進を図るため、必要な
　事業を行うことを目的とする。
　（事業）
第３条　実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の各
　号に掲げる事業を行う。
　⑴ 　実行委員会が主体となって行う記念事業の企画及び

実施に関すること。
　⑵ 　市民提案事業の承認に関すること。
　⑶ 　記念イベントの誘致、広報、宣伝方法などに関すること。
　⑷ 　その他記念事業の円滑な推進に関すること。

　　　第２章　組織
　（組織）
第４条　実行委員会は、会長、委員及び監事をもって組織する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。
　⑴ 　市内各種団体の代表及びその役職員
　⑵　公募により選出された者
　（役員）
第５条　実行委員会に、次の役員を置く。
　⑴　会長　　　１名
　⑵　副会長　　２名
　⑶　理事　　　４名
　⑷　監事　　　２名
　（役員の選出）
第６条　会長は、八王子市長をもって充てる。
２　副会長及び理事は、会長が総会の承認を得て、委員のう
　ちから委嘱する。
３　監事は、総会の承認を得て会長が委嘱する。
　（役員の職務）
第７条　会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長
　が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した順により、そ
　の職務を代理する。
３　理事は、理事会を構成し、第１３条第７項に掲げる事項
　を審議し、決定する。
４　監事は、実行委員会の財務を監査する。
　（任期等）
第８条　委員及び役員（以下「委員等」という。）の任期は、委
　嘱のときから実行委員会の目的が達成され解散するまでと
　する。
２　所属する機関又は団体等の役職員であることにより委員
　等となった者がその役職員を退任した場合は、その職を解
　き、会長は、必要に応じて後任者を補充することができる。
３　前項に定めるほか、会長は、委員等に特別な事情が生じ
　たときは、その職を解き、必要に応じて後任者を補充する

　ことができる。
４　第２項及び前項により選出された委員等の任期は前任者
　の残任期間とする。
５　会長は、第２項及び第３項の規定により委員等の変更が
　あった場合は、次の総会において報告する。
　（顧問及び参与）
第９条　実行委員会に顧問及び参与を置くことができる。
２　顧問及び参与は、会長が委嘱する。
３　顧問は、会長の諮問に応じ助言する。
４　参与は、実行委員会の事業に係る重要な事項について意
　見を述べることができる。
５　顧問及び参与の任期等は、前条の規定を準用する。
　（アドバイザー）
第１０条　実行委員会に、アドバイザーを置くことができる。
２　アドバイザーは、会長が委嘱する。
３　アドバイザーは、会則第３条各号に掲げる事項に関し、
　専門的知見からの助言その他必要な協力を行う。
４　アドバイザーは、会議に出席し、意見を述べることができる。

　　　第３章　会議
　（会議の種類）
第１１条　実行委員会に次に掲げる会議を置く。
　⑴　総会
　⑵　理事会
　⑶　専門委員会
　（総会）
第１２条　総会は、会長、委員及び監事をもって構成する。
２　総会は、会長が招集する。
３　総会の議長は、会長がこれにあたる。
４　総会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。
　⑴　事業計画及び事業報告に関すること。
　⑵　会則の制定及び改廃に関すること。
　⑶　予算及び決算に関すること。
　⑷　理事会に委任する事項に関すること。
　⑸　専門委員会の設置に関すること。
　⑹　専門委員会に付託及び委任する事項に関すること。
　⑺　その他重要な事項に関すること。
５　総会は、委員の過半数の出席をもって開会し、議事は出
　席委員の過半数でこれを決する。ただし、可否同数のときは、
　議長の決するところによる。
６　やむを得ない理由により総会に出席できない委員は、あ
　らかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、
　又は代理人に表決を委任することができる。この場合にお
　いて前項の適用については総会に出席したものとみなす。
７　会長がその職務を行うことができない場合、又は不在の
　場合には副会長が会長の職務を行う。
８　会長の要請に応じて、参与は総会に出席することができる。
　（理事会）
第１３条　理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
２　理事会に理事長を置き、会長をもって充てる。
３　理事会に副理事長を置き、副会長をもって充てる。
４　理事会は、必要に応じ理事長が招集する。
５　理事長は、理事会の議事を整理し、秩序を維持する。
６　理事長がその職務を行うことができない場合、又は不在
　の場合には副理事長が理事長の職務を行う。

７　理事会は、次の事項について審議し、決定する。
　⑴　総会から委任された事項に関すること。
　⑵　総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。
　⑶　専門委員会に付託及び委任する事項に関すること。
　⑷　その他理事長が必要と認める事項に関すること。
８　理事会は、前項の規定により審議し、決定したときは、次
　の総会において報告し、その承認を求めなければならない。
　（専門委員会）
第１４条　専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって
　構成する。
２　専門委員会は、専門委員の互選により委員長、副委員長
　を定める。
３　委員長は、専門委員会の議事を整理し、秩序を維持する。
４　専門委員会は、総会又は理事会（以下「総会等」という。）
　から付託された専門的事項について調査審議し、委員長は
　その結果を総会等に報告しなければならない。
５　専門委員会は、総会等から委任された事項について審議
　決定し、委員長はその結果を必要に応じて総会等に報告する。
６　委員長がその職務を行うことができない場合、又は不在
　の場合には副委員長が委員長の職務を行う。
７　専門委員の任期等は、第８条の規定を準用する。
８　専門委員会に関し必要な事項は、総会に諮って会長が別
　に定める。

　　　第４章　会長の専決処分
　（会長の専決処分）
第１５条　会長は、総会及び理事会を招集するいとまがない
　緊急事項又は総会等の権限に属する事項で軽易なものにつ
　いては、専決処分することができる。
２　会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の総
会等において報告し、その承認を求めなければならない。

　　　第５章　事務局
　（事務局）
第１６条　実行委員会の事務を処理するため、事務局を八王
　子市市制100周年記念事業推進室内に置く。
２　事務局に関し必要な事項は、会長が定める。

　　　第６章　会計
　（経費）
第１７条　実行委員会の予算は、八王子市の負担金及び協賛
　金、寄附金、その他の収入をもって充てる。
２　八王子市の負担金の額は、八王子市の予算の範囲する。
　（予算及び決算）
第１８条　実行委員会の収支予算は、総会の議決により定め、
　収支決算については、監事の監査を経て、総会の承認を得
　なければならない。
　（会計年度等）
第１９条　実行委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、
　翌年3月31日に終わる。
２　実行委員会の会計について必要な事項は、会長が別に定め
　るもののほか、八王子市の財務に関する諸規程等を準用する。

　　　第７章　補則
　（解散）

第２０条　実行委員会は、その目的が達成されたときに総会
　の議決を経て解散する。
　（残余財産の帰属）
第２１条　実行委員会が解散する時の収支決算において剰余
　金が生じたときは、その残余財産は八王子市に帰属する。
　（補則）
第２２条　この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営
　に関し必要な事項は、会長が定める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この会則は、平成27年2月9日から施行する。
　（有効期限）
２　この会則は、総会において解散が議決されたときにその
　効力を失う。
　　　附　則
　　この会則は、平成28年1月1日から施行する。

八王子市市制100周年記念事業実行委員会
専門委員会規程

　（趣旨）
第１条　この規程は、八王子市市制100周年記念事業実行委
　員会会則第１４条第８項の規定に基づき、八王子市市制
　100周年記念事業実行委員会専門委員会（以下「専門委員会」と
　いう。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
　（専門委員会の名称等）
第２条　専門委員会の名称及び総会又は理事会（以下「総会等」
　という。）からの付託事項及び委任事項は別表のとおりとする。
　（組織）
第３条　専門委員会に委員長１名及び副委員長１名を置く。
２　専門委員会の委員長及び副委員長は専門委員のうちから
　八王子市市制100周年記念事業実行委員会会長（以下「会長」
　という。）が委嘱する。
　（役員の職務）
第４条　委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。
２　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、
　又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
　（会議）
第５条　専門委員会の会議は、委員長が招集し、その議長と
　なる。
２　専門委員会は、専門委員の過半数の出席をもって開会し、
　議事は出席した専門委員の過半数で決する。ただし、可否
　同数のときは、議長の決するところによる。
３　やむを得ない理由により会議に出席できない専門委員は、
　あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、
　又は代理人に表決を委任することができる。この場合にお
　いて前項の適用については会議に出席したものとみなす。
４　専門委員会は必要があるときは、専門委員以外の者の出
　席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
　（補則）
第６条　この規程に定めるもののほか、専門委員会の運営等
　に関し必要な事項は、会長の承認を得て委員長が別に定める。

　　　附　則
　この規程は、平成27年2月9日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、平成27年10月30日から施行する。

八王子市市制100周年記念事業実施本部
設置要綱

　（目的及び設置）
第１条　八王子市市制100周年に係る記念事業の実施におい
　て、庁内の総合調整を図り、円滑に推進するため、八王子市
　市制100周年記念事業実施本部（以下「本部」という。）を置く。
　（所掌事項）
第２条　本部の所掌事項は、次のとおりとする。
　⑴　記念事業の企画に関すること。ただし、実行委員会の
　 記念事業の企画を除く。
　⑵　記念事業の円滑な実施を図るため、実行委員会との総
　 合調整に関すること。
　⑶　既存事業の調整に関すること。
　⑷　記念事業の推進に関すること。
　（組織）
第３条　本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、
　それぞれ、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。
　（本部長及び副本部長）
第４条　本部長は本部を総括する。
２　副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、
　あらかじめ本部長が指定する副本部長がその職務を代理する。
　（会議）
第５条　本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
　（幹事会）
第６条　本部の所掌事項に係る専門的事項について調整等を
　行うため、本部に幹事会を置く。
２　幹事会は幹事長及び委員をもって組織し、それぞれ、別
　表第２に掲げる職にある者をもって充てる。
３　前項に定めるほか、幹事会の委員は必要に応じて補充す
　ることができる。
４　幹事会の会議は、幹事長が招集する。
５　幹事長は幹事会において検討した事項を本部に報告する。
　（意見聴取）
第７条　本部の会議及び幹事会の会議は、必要がある場合に、
　本部及び幹事会の構成員以外の者の出席を求めて意見を聴
　取することができる。

　（アドバイザー）
第８条　本部に、アドバイザーを置くことができる。
２　アドバイザーは、本部長が委嘱する。
３　アドバイザーは、要綱第２条各号に掲げる事項に関し、
　専門的知見からの助言その他必要な協力を行う。
４　アドバイザーは、会議に出席し意見を述べることができる。
　（事務局）
第９条　本部の事務局を市制100周年記念事業推進室に置く。
２　事務局長は市制100周年記念事業推進室長をもって充てる。
３　事務局長は、次の職務を行う。
　⑴　本部に付議する事案の調整、整理及び提出に関すること。
　⑵　幹事会の組織、運営に関すること。
　⑶　その他、本部長が必要と認める事項に関すること。
　（解散）
第１０条　本部は、その目的が達成されたときに本部の議決
　を経て解散する。
　（委任）
第１１条　この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し
　て必要な事項は、本部長が定める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この要綱は、平成26年12月24日から施行する。
　（有効期限）
２　この要綱は、本部において解散が議決されたときにその
　効力を失う。
　　　附　則
　この要綱は、平成27年2月26日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成29年12月4日から施行する。

八王子市市制100周年記念事業ロゴマーク・
キャッチフレーズ

１　選定経過
　　⑴　ロゴマーク
　　　　ア　1次審査（平成27年5月20日実施）
　　　　　　専門委員会委員（広報宣伝委員会）による選定の
　　　　　　結果、361件中44作品が審査通過
　　　　イ　2次審査（平成27年5月25日実施）
　　　　　　市内美術大学教員（多摩美術大学名誉教授・東京
　　　　　　造形大学准教授）・記念事業アドバイザー・広報
　　　　　　宣伝委員会委員長による選定の結果、44作品中
　　　　　　上位4作品を順位付け
　　⑵　キャッチフレーズ
　　　　ア　1次審査（平成27年5月28日実施）
　　　　　　専門委員会委員（広報宣伝委員会）による選定の
　　　　　　結果、1,752件中48作品が審査通過
　　　　イ　2次審査（平成27年6月2日実施）
　　　　　　専門委員会委員（広報宣伝委員会・企画支援委員
　　　　　　会・シンボル事業委員会の委員長等）による選定
　　　　　　の結果、48作品中上位5作品を順位付け
２　最終決定
　　　平成27年6月5日記念事業実行委員会（理事会）の承認
　　を経て各1作品を決定
　　⑴　ロゴマーク最優秀作品賞作者
　　　　テメル華代さん
　　⑵　キャッチフレーズ最優秀作品賞作者
　　　　仲田光一さん
３　ロゴマーク募集要項
　　　八王子市は、平成29年に市制100周年を迎えます。市制
　　100周年を記念し、様々な記念事業の展開や市内外に対
　　する本市の魅力を発信するにあたり、全市の統一感を創
　　出するとともに、ふるさと八王子への愛着を深めるシン
　　ボルとして、記念事業に使用できるロゴマークを次のと
　　おり募集いたします。
　　⑴　募集作品
　　　「八王子市市制100周年記念事業」のロゴマークのデザイン
　　　　ア　内容
　　　　　　八王子市市制100周年記念事業を、市内外にPR
　　　　　　するために適したもの。
　　　　　　八王子市が「100周年」であることを表現してい
　　　　　　ること。
　　　　　　ロゴマークの色数及び大きさは自由であるが、
　　　　　　単色での使用、また、拡大及び縮小での使用も
　　　　　　考慮すること。
　　　　イ　参考　
　　　　　　八王子市市制100周年記念事業基本構想（一部抜粋）
　　　　　　○基本理念
　　　　　　　市制100周年という記念の節目を全市をあげ
　　　　　　て祝い、本市を創り上げてきた先人たちの功績
　　　　　　をたたえる。あわせて、まちの魅力を再認識し
　　　　　　て次世代に伝え、活かすことにより更なる市勢
　　　　　　発展の契機とし、新たな100年に向けた魅力あ
　　　　　　ふれる八王子を創造する。
　　　　　　○基本方針

　　　　　①市制100周年を全市をあげて祝い、ふるさと　
　　　　　　八王子への愛着を深める。
　　　　　②八王子の魅力を再認識し、次世代へ継承すると
　　　　　　ともに、広く発信する。
　　　　　③八王子の豊富な地域資源をより一層活用して、
　　　　　　人々が楽しみ、集い、わくわくする、まちのにぎ
　　　　　　わいを創出する。
　　⑵　応募資格
　　　　どなたでもご応募いただけます。（年齢、住所、プロ・
　　　　アマチュアを問いません。）
　　⑶　募集期間
　　　　平成27年3月16日（月）～ 5月15日（金）必着
　　⑷　応募方法
　　　　お１人何作品でもご応募いただけます。
　　　ア　用紙による応募
　　　　　　応募用紙またはA4判白色用紙を縦長で使用し、
　　　　　縦横15cmの枠内にデザインしてください。
　　　（ア）　１作品につき、１用紙としてください。
　　　（イ）　作品ごとに、①ロゴデザイン、②作品の説明（100
　　　　　字程度）、③郵便番号、④住所、⑤氏名、⑥氏名ふり
　　　　　がな、⑦年齢、⑧電話番号、⑨職業（学校名・学年）を
　　　　　記載してください。
　　　（ウ）　送付先
　　　　　　〒192-8501八王子市元本郷町3-24-1
　　　　　　八王子市市制100周年記念事業実行委員会事務
　　　　　　局（総務部記念事業課内）
　　　　　　「ロゴマーク募集」担当あて
　　　　　　　※作品は折り曲げずに送付してください。
　　　　　　　※FAXによる応募はできません。
　　　イ　電子データによる応募
　　　（ア）　作 品 の フ ァ イ ル 容 量 は2MB以 下、解 像 度 は
　　　　　350dpi程度で、形式はPDF、JPEGまたはGIFとして
　　　　　ください。
　　　（イ）　Eメールにてお送りください。
　　　　　①メール件名を「市制100周年記念事業ロゴマーク
　　　　　　応募」としてください。
　　　　　②１作品につき、メール１通としてください。
　　　　　③応募用紙及び電子データをメールに添付してご
　　　　　　応募ください。
　　　　　④採用された場合、後日、元のデータを郵送など
　　　　　　の方法により、お送りいただくことがあります。
　　　　　⑤メール提出におけるいかなるトラブルについて
　　　　　　も、八王子市及び本実行委員会は一切の責任を
　　　　　　負いかねますので、ご了承ください。
　　　　　⑥送付先アドレス：b021200 @city.hachioji.tokyo.jp
　　⑸　審査方法
　　　　　八王子市市制100周年記念事業実行委員会におい
　　　　て選考を行い、八王子市ホームページ及び広報によ
　　　　り、9月頃に発表する予定です。
　　⑹　賞品
　　　　　採用作品1点　賞状と八王子市の特産品（5万円相当）
　　⑺　採用作品の取扱い
　　　　　八王子市市制100周年記念事業に関する印刷物、
　　　　グッズ、ウェブサイトなどに使用します。
　　⑻　注意事項

　　　ア　応募に関する事項
　　　（ア）　費用の扱い
　　　　　　　デザイン画の作成及び応募にかかる費用はす
　　　　　　べて応募者の負担とし、応募作品は返還しません。
　　　（イ）　失格となる場合
　　　　　　①提出書類に虚偽の記載をした場合
　　　　　　②提出期限内に所定の書類を提出しなかった場合
　　　　　　③募集要項の条件を満たしていない場合
　　　（ウ）　個人情報の取扱い
　　　　　　　応募者の個人情報は、応募作品の選考、採用
　　　　　　通知、採用作品の発表、賞品の授与のために使用
　　　　　　します。採用された作品の、作者氏名、住所の区
　　　　　　市町村名などについて公表します。
　　　イ　著作権に関する事項
　　　（ア）　　募集する作品は、応募者が創作した未公表の
　　　　　　作品とします。
　　　（イ）　　作品の中に第三者が著作権等の権利を有して
　　　　　　いる著作物等を利用していないものとします。
　　　（ウ）　　応募者は応募作品の商標・意匠の出願・登録を
　　　　　　しないこととします。
　　　（エ）　　応募者は、応募事業の紹介や記録のために八
　　　　　　王子市及び本実行委員会が応募作品を利用する
　　　　　　ことを認めることとします。
　　　（オ）　　採用作品の著作権（著作権法第27条及び第28
　　　　　　条に規定する権利を含む）は、八王子市に帰属
　　　　　　します。
　　　（カ）　　当選者は、採用作品の一部修正・翻案を八王
　　　　　　子市に認めることとします。その場合において、
　　　　　　著作者の名誉・声望を害しない方法による改変
　　　　　　利用については、作品の同一性保持権（著作権
　　　　　　法20条）を含む一切の著作権を行使しないもの
　　　　　　とします。
　　　（キ）　　当選者は、八王子市が採用作品の商標・意匠
　　　　　　の出願・登録をすることを認めることとします。
　　　（ク）　　第三者から権利侵害などの損害賠償が提起さ
　　　　　　れた場合は、八王子市及び本実行委員会では一
　　　　　　切の責任を負いかねますので、応募者自らの責
　　　　　　任と費用で解決してください。また、八王子市
　　　　　　及び本実行委員会が損害を被った場合は、損害
　　　　　　を賠償していただきます。
　　　ウ　当選に関する事項
　　　（ア）　当選者が未成年者の場合の取扱い
　　　　　　　親権者の同意を得た上で、採用作品の決定と
　　　　　　賞品の贈呈を行います。
　　　（イ）　取り消しとなる場合
　　　　　　　以下の場合等には、採用決定後であっても採
　　　　　　用を取り消し、賞品を返還いただくことがあり
　　　　　　ます。
　　　　　　①作品の中に第三者が著作権等の権利を有して
　　　　　　　いる著作物等を利用していることが判明した
　　　　　　　場合
　　　　　　②作品が既発表のデザインと同一又は類似して
　　　　　　　いた場合
　　　　　　③応募者の作品ではないことが判明した場合
　　　エ　その他の事項

　　　（ア）　　応募作品は、すべて募集要項の記載事項に同
　　　　　　意いただいたものとみなします。
　　　（イ）　　募集要項に記載された事項以外について取り
　　　　　　決める必要が生じた場合は、本実行委員会の判
　　　　　　断により決定します。
４　キャッチフレーズ募集要項
　　　八王子市は、平成29年（2017年）に市制100周年を迎え
　　ます。市制100周年を記念し、様々な記念事業の展開や市
　　内外に対する本市の魅力を発信するにあたり、全市の統
　　一感を創出するとともに、ふるさと八王子への愛着を深
　　めるために、記念事業に使用できるキャッチフレーズを
　　次のとおり募集いたします。
　　⑴　募集作品
　　　「八王子市市制100周年記念事業」のキャッチフレーズ
　　　　ア　文字数
　　　　　　　最大20文字程度（記号も１文字とする）
　　　　イ　要件
　　　　　　　応募者が創作した未発表かつ、他のコンクー
　　　　　　ルに出品していないもの。
　　　　ウ　参考
　　　　　　八王子市市制100周年記念事業基本構想（一部抜粋）
　　　　　　○基本理念
　　　　　　　市制100周年という記念の節目を全市をあげ
　　　　　　て祝い、本市を創り上げてきた先人たちの功績
　　　　　　をたたえる。あわせて、まちの魅力を再認識し
　　　　　　て次世代に伝え、活かすことにより更なる市勢
　　　　　　発展の契機とし、新たな100年に向けた魅力あ
　　　　　　ふれる八王子を創造する。
　　　　　　○基本方針
　　　　　　①市制100周年を全市をあげて祝い、ふるさと
　　　　　　　八王子への愛着を深める。
　　　　　　②八王子の魅力を再認識し、次世代へ継承する
　　　　　　　とともに、広く発信する。
　　　　　　③八王子の豊富な地域資源をより一層活用して、
　　　　　　　人々が楽しみ、集い、わくわくする、まちのに
　　　　　　　ぎわいを創出する。
　　⑵　応募資格
　　　　どなたでもご応募いただけます。（年齢、住所、プロ・
　　　　アマチュアを問いません。）
　　⑶　募集期間
　　　　平成27年3月16日（月）～ 5月15日（金）必着
　　⑷　応募方法
　　　　お１人何作品でもご応募いただけます。
　　　ア　用紙による応募
　　　（ア）　応募用紙を使用してください。
　　　（イ）　用紙ごとに、①キャッチフレーズ、②郵便番号、
　　　　　　③住所、④氏名、⑤氏名ふりがな、⑥年齢、⑦電話
　　　　　　番号、⑧職業（学校名・学年）を記載してください。
　　　（ウ）　送付先
　　　　　　〒192-8501八王子市元本郷町3-24-1
　　　　　　八 王 子 市 市 制100周 年 記 念 事 業 実 行 委 員 会
　　　　　　事務局（総務部記念事業課内）
　　　　　　「キャッチフレーズ募集」担当あて
　　　　　　※FAXによる応募はできません。
　　　イ　電子データによる応募

　　　（ア）　応募用紙を八王子市ホームページからダウン
　　　　　　ロードし、必要事項を記入してください。
　　　（イ）　Eメールにてお送りください。
　　　　　　①メール件名を「市制100周年記念事業キャッチ
　　　　　　　フレーズ応募」としてください。
　　　　　　②応募用紙をメールに添付してご応募ください。
　　　　　　③メール提出におけるいかなるトラブルについ
　　　　　　　ても、八王子市及び本実行委員会は一切の責
　　　　　　　任を負いかねますので、ご了承ください。
　　　　　　④送付先アドレス：b021200 @cy.hachioji.tokyo.jp
　　⑸　審査方法
　　　　　八王子市市制100周年記念事業実行委員会におい
　　　　て選考を行い、八王子市ホームページ及び広報によ
　　　　り、9月頃に発表する予定です。
　　⑹　賞品
　　　　採用作品1点　賞状と八王子市の特産品（3万円相当）
　　⑺　採用作品の取扱い
　　　　　八王子市市制100周年記念事業に関する印刷物、
　　　　グッズ、ウェブサイトなどに使用します。
　　⑻　注意事項
　　　　ア　応募に関する事項
　　　　（ア）　費用の扱い
　　　　　　　　応募にかかる費用はすべて応募者の負担と
　　　　　　　し、応募作品は返還しません。
　　　　（イ）　失格となる場合
　　　　　　　①提出書類に虚偽の記載をした場合
　　　　　　　②提出期限内に所定の書類を提出しなかった場合
　　　　　　　③募集要項の条件を満たしていない場合
　　　　（ウ）　個人情報の取扱い
　　　　　　　　応募者の個人情報は、応募作品の選考、採
　　　　　　　用通知、採用作品の発表、賞品の授与のために
　　　　　　　使用します。採用された作品の、作者氏名、住
　　　　　　　所の区市町村名などについて公表します。
　　　　イ　著作権に関する事項
　　　　（ア）　　募集する作品は、応募者が創作した未公表
　　　　　　　かつ、他のコンクールに出品していないもの
　　　　　　　とします。
　　　　（イ）　　作品の中に第三者が著作権等の権利を有し
　　　　　　　ている著作物等を利用していないものとします。
　　　　（ウ）　　応募者は、応募事業の紹介や記録のために
　　　　　　　八王子市及び本実行委員会が応募作品を利用
　　　　　　　することを認めることとします。
　　　　（エ）　　採用作品の著作権は、八王子市に帰属します。
　　　　（オ）　　第三者から権利侵害などの損害賠償が提起
　　　　　　　された場合は、八王子市及び本実行委員会で
　　　　　　　は一切の責任を負いかねますので、応募者自
　　　　　　　らの責任と費用で解決してください。また、
　　　　　　　八王子市及び本実行委員会が損害を被った場
　　　　　　　合は、損害を賠償していただきます。
　　　　ウ　当選に関する事項
　　　　（ア）　当選者が未成年者の場合の取扱い
　　　　　　　　親権者の同意を得た上で、採用作品の決定
　　　　　　　と賞品の贈呈を行います。
　　　　（イ）　取り消しとなる場合
　　　　　　　　以下の場合等には、採用決定後であっても

　　　　　　　採用を取り消し、賞品を返還いただくことが
　　　　　　　あります。
　　　　　　①作品の中に第三者が著作権等の権利を有して
　　　　　　　いる著作物等を利用していることが判明した
　　　　　　　場合
　　　　　　②作品が既発表のものと同一又は類似していた
　　　　　　　場合
　　　　　　③応募者の作品ではないことが判明した場合
　　　　エ　その他の事項
　　　　（ア）　　応募作品は、すべて募集要項の記載事項に
　　　　　　　同意いただいたものとみなします。
　　　　（イ）　　募集要項に記載された事項以外について取
　　　　　　　り決める必要が生じた場合は、本実行委員会
　　　　　　　の判断により決定します。

八王子市市制100周年記念事業
市民提案事業補助金交付要綱

　（総則）
第１条　この要綱は、八王子市市制100周年記念事業市民提
　　　案事業にかかる補助金について、規則を定めるほか、
　　　必要な事項を定めるものとする。
　（補助の目的）
第２条　「市民提案事業」は、市制100周年を全市をあげて祝
　　　うため、記念事業の一つとして、市民や本市にゆかり
　　　のある人々が、未来につながる魅力あふれる八王子を
　　　創造するために、自ら企画・実施する事業に対し、補助
　　　金の交付により一定の支援を行うことを目的とする。
　（補助の対象となる事業）
第３条　補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」
　　　という。）は、以下のものとする。
　　　⑴　八王子市市制100周年記念事業基本構想の理念・方
　　　　針に則った事業
　　　⑵　平成29年1月1日より平成29年12月31日までに実
　　　　施・完了する事業
　　　⑶　原則として八王子市内で行われる事業
　（補助金の額）
第４条　1事業に対して上限額を100万円として、対象となる
　　　経費について補助を行う。
　（補助対象事業の公募）
第５条　八王子市市制100周年記念事業実行委員会会長（以下
　　　「会長」という。）は、補助対象事業を、期間を定めて募
　　　集するものとする。
２　会長は、補助対象事業の募集に先立ち、募集要項を定め
　て公表しなければならない。
３　前項の募集要項には、補助対象事業の選考方法を明記し
　なければならない。
　（補助金の申し込み）
第６条　前条の募集に応じて申し込みをしようとする団体
　（以下「応募団体」という。）は、「市民提案事業企画書」（様式
　１）及びその付属資料により行うこととし、前条第２項の
　募集要項で指定する期日までに会長に提出しなければならない。
　（補助対象事業の選考及び通知）

第７条　会長は、前条の規定による応募書類の提出を受けた
　　　事業について、別に定める選考方法により選考しなけ
　　　ればならない。
２　会長は、前項による事前選考の結果を「市民提案事業補
　助金交付対象事業事前選考結果通知書」（様式２）により、
　速やかに当該応募団体に通知しなければならない。
３　会長は、第１項による選考の結果を受けて補助金を交付
　することが適当であると認められる事業を選考したときは、
　「市民提案事業補助金交付対象事業選考結果通知書」（様式
　３）により、速やかに当該応募団体に通知しなければならない。
　（補助金交付の申請及び決定）
第８条　前条により補助金交付対象事業として補助金交付予
　　　定額の通知を受けた団体は、所定の期日までに、「市民
　　　提案事業補助金交付申請書」（様式４）により申請を行
　　　わなければならない。
２　会長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内
　容が前条第１項の選考の際と変わらない（軽微な変更は除
　く）限りにおいて、速やかに補助金の交付を決定し、申請者
　に「市民提案事業補助金交付決定通知書」（様式５）により通
　知しなければならない。
　（交付決定状況の公表）
第９条　会長は、前条第２項により補助金の交付を決定した
　　　ときは、補助対象事業、補助金の交付を受ける団体（以
　　　下「補助団体」という。）の名称及び補助金交付決定額を
　　　公表しなければならない。
　（補助金の交付）
第10条　補助金は、平成28年度実施の採用事業については第
　　　８条第２項の規定による交付決定の後、速やかに交付
　　　する。また、平成29年度実施の採用事業については平
　　　成29年4月以降速やかに補助金を交付する。
　（補助対象事業計画の変更等）
第11条　補助金交付決定後において、事業の内容や予算等に
　　　変更が生じたときは、「市民提案事業補助金交付事業
　　　計画変更申請書」（様式６）により申請を行わなければ
　　　ならない。
２　会長は、前項の規定による変更を承認したときは、補助
　金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。
　（進捗状況報告）
第12条　補助団体は事業開始6か月前及び1か月前に、進捗状
　　　況を「市民提案事業補助金交付事業進捗状況報告書」
　　　（様式７）により報告しなければならない。
　（事業報告）
第13条　補助団体は事業終了後「市民提案事業補助金交付事
　　　業報告書」（様式８）及び「市民提案事業補助金収支決算
　　　書」（様式９）により報告を行わなければならない。
　（補助金額の確定）
第14条　会長は、前条の規定により事業報告書類の提出を受
　　　けたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「市民提
　　　案事業補助金確定通知書」（様式10）により補助団体に
　　　通知する。
　（事業実績の公表）
第15条　会長は、前条の規定による補助金等の額を確定した
　　　ときは、補助対象事業の成果について市民に公表する
　　　ものとする。
　（補助金の返還について）

第16条　会長は、第11条第2項の規定により補助金の交付の
　　　決定を取り消し若しくは変更した場合又は第14条の規
　　　定により補助金の額を確定した場合において、補助事
　　　業の当該取り消し若しくは変更に係る部分又は確定額
　　　を超える補助金に関し、既に補助金が交付されている
　　　ときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
　（普及広報）
第17条　補助団体は、補助金の交付を受けた事業を実施する
　　　ときは、ポスター・チラシ等の作成にあたっては、必ず
　　　「八王子市市制100周年記念事業　市民提案事業」の文
　　　言と八王子市市制100周年記念事業の「ロゴマークと
　　　キャッチフレーズ」の表示を行うものとする。
　（担当部の指定等）
第18条　会長は、第７条に規定する選考、第11条に規定する
　　　変更の承認及び第13条に規定する補助金額の確定を行
　　　うにあたり、八王子市市制100周年記念事業実行委員
　　　会事務局により決定した市担当所管に意見を求めるこ
　　　とができるものとする。
　（事務所管）
第19条　この要綱に基づく補助金に関する事務は、八王子市
　　　市制100周年記念事業実行委員会事務局において処理
　　　する。
　（補則）
第20条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付につい
　　　て必要な事項は、会長が別に定める。

　　　附　則
　　この要綱は、平成27年11月15日から施行する。

八王子市市制100周年記念事業・
全国都市緑化はちおうじフェア協賛要綱

　（趣旨）
第１条　この要綱は、八王子市市制100周年記念事業及び全
　国都市緑化はちおうじフェア（以下「記念事業・緑化フェア」
　という。）の趣旨に賛同する法人その他の団体（以下「企業
　等」という。）が、記念事業・緑化フェアに協賛する際に必要
　な事項を定めるものです。
　（協賛）
第２条　この要綱において、協賛とは、企業等が、市制100周
　年記念事業実行委員会・第34回全国都市緑化はちおうじ
　フェア実行委員会（以下「実行委員会」という。）に対して行
　う次の各号に掲げる行為とします。
　⑴　資金協賛　記念事業・緑化フェアの実施に要する資金

（以下「協賛金」という。）の提供
　⑵　物品協賛　記念事業・緑化フェアの実施に要する物品

（以下「協賛物品」という。）の提供
２　協賛物品は、物品協賛をお申し出いただける企業等と実
　行委員会が協議して決定いたします。なお、協賛物品には
　協賛物品を提供した企業等の名称等を表示していただくこ
　ともできます。
　（募集期間）
第３条　募集期間は、平成29年６月30日までとします。ただし、
　状況に応じて募集期間を延長することができるものとします。

　（協賛依頼の対象者）
第４条　実行委員会は、記念事業・緑化フェアの趣旨に賛同
　する企業等に対して協賛を依頼します。
　（協賛の申込等）
第５条　協賛をお申し出いただける企業等は、あらかじめ記
　念事業・緑化フェアへの協賛申込書（様式第１号。以下「申
　込書」という。）を実行委員会会長に提出していただきます。
２　実行委員会会長は、申込書の提出があった場合、第11条
　第１項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、申込
　者に対し記念事業・緑化フェアの協賛申込受理書（様式第２
　号）により受理した旨を通知します。
　（協賛金の振込等）
第６条　第２条第１項第１号に規定する資金協賛を行おうと
　する企業等は、前条第２項による通知を受けた場合、速や
　かに、実行委員会が指定する金融機関に協賛しようとする
　金額を一括して納付していただきます。ただし、平成29年
　７月31日までの期間内で、協賛金を分割して納付すること
　もできます。
２　実行委員会が申込者から協賛金を受領したときは、資金
　協賛受領書（様式第３号）を発行するものとします。
　（協賛物品の受納等）
第７条　第２条第１項第２号に規定する物品協賛を行おうと
　する企業等は、第５条第２項による通知を受けた場合、実
　行委員会が指定する方法により、協賛物品を納入していた
　だきます。
２　実 行 委 員 会 が 申 込 者 か ら 物 品 を 受 領 し た と き は、物
　品協賛受領書（様式第４号）を発行するものとします。
　（100周年応援寄附の申込等）
第８条　100周年応援寄附をお申し込みいただける企業等は、
　あらかじめ記念事業・緑化フェアへの寄附申込書（様式第５
　号。以下「寄附申込書」という。）を実行委員会に提出のうえ、
　納付していただきます。
２　実行委員会が申込者から寄附を受領したときは、寄附受
　領書（様式第６号）を発行するものとします。
　（協賛の特典等）
第９条　実行委員会は、第５条第２項の規定による通知、ま
　たは第８条による寄附を受けた企業等（以下「協賛者」とい
　う。）に、協賛金額に応じて別紙「協賛特典」のとおり広告宣
　伝の特典を付与します。
２　第７条第１項の規定による協賛者の特典については、実
　行委員会が協賛内容から換算した金額に応じて、別紙「協
　賛特典」のとおり広告宣伝の特典を付与します。
　（協賛金の使途）
第10条　協賛金は、次の各号のいずれかに掲げる経費に充て
　るものとします。
　⑴　　記念事業・緑化フェアを広く周知するために要する経費
　⑵　　記念事業・緑化フェアのイベントの実施に要する経費
　⑶　　その他記念事業・緑化フェアの開催に付随する経費
　　　で必要と認められるもの
２　実行委員会は、資金協賛に基づく物品の製作等をしたと
　きは、資金協賛者に対して資金協賛報告書（様式第７号）を
　送付するものとします。
　（協賛申込の不受理等）
第11条　実行委員会会長は、申込者が、次の各号のいずれか
　に該当する場合は、申込書を受理しないものとし、申込者

　に対しその旨通知します。
　⑴　　特定の政治、思想、宗教等の活動を目的とした団体、
　　　又は記念事業・緑化フェアを特定の政治、思想、宗教等
　　　の活動に利用する恐れのある者
　⑵　　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律　
　　　（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団
　　　又は暴力団の構成員であると認められる者
　⑶　　法令又は公序良俗に反する者
　⑷　　記念事業・緑化フェアについて、品位を傷つけ、又は
　　　正しい理解を妨げる恐れのある者
　⑸　　その他実行委員会会長が不適当と判断する者
２　実行委員会会長は、第５条第２項により協賛の申込を受
　理された者が、その後、前項各号のいずれかに該当するに
　至った場合、又は前項各号のいずれかに該当することが判
　明した場合は、協賛を取り消すものとし、協賛者に対し、そ
　の旨を通知します。

　　附　則
　この要綱は、平成29年2月1日から施行します。

⑴　協賛金
協賛金

区分

呼称名

特典
（個別）

特典
（共通）

メイン
パートナー
市長受領式

都市緑化祭　5名

ゴールド
パートナー
市長受領式

都市緑化祭　3名

八王子100th
スポンサー

ー

300万円 100万円 10万円以上

・ 各呼称の使用　 
（市制100周年記念事業・全国都市緑化はちおうじフェア共通）

・ ロゴマーク・キャッチフレーズ及び公式キャラクター 
　（はっちお～じ・みどリ～）の広告・商品（ぬいぐるみ・ピン 
　バッジを除く。商品はメイン・ゴールドのみ）等への使用

・ 市制100周年記念事業特設サイト及び緑化フェア特設
サイトへの企業・団体名の掲出及びリンク設定

・ 緑化フェアメイン会場内看板等への企業・団体名の掲出
・ 緑化フェア開・閉会式会場内における企業・団体名の掲出
・ 緑化フェア開・閉会式及び市制100周年記念式典への招待
・ 緑化フェアのプログラム・ガイドブックへの企業・団体広

告の掲載

協賛特典

⑵　物品等協賛

区分
呼称名

特典
（共通）

ホームページ
バナー表示

ホームページ
企業名表示（大）

ホームページ
企業名表示（中）

ホームページ
企業名表示（小）

100万円 50万円～ 30万円～ 10万円～
100周年協力企業

・ 提供物品等への企業・団体名の名入れ
・ 緑化フェア開・閉会式及び市制100周年記念式典への招待
・ 緑化フェアのプログラム・ガイドブックへの企業・団体名

の掲載

・ 呼称の使用
・ ロゴマーク・キャッチフレーズ及び公式キャラクター
　（はっちお～じ・みどリ～）の広告への使用

⑶　100周年応援寄附

⑷　物品提供については、ホームページ等で紹介する。

金額
呼称名

特典

100周年応援寄附
1口1万円

・ ホームページに団体名等を掲載（希望する方のみ）
・ピンバッジ等の物品

特典
（個別）

9594

01

資
料
編

　
　
編

P
R

事
業
編



八王子市市制100周年記念事業
実行委員会会則

平成27年2月9日決定　　　　　改正　平成28年1月1日

　　　第１章　総則
　（名称）
第１条　本会は、八王子市市制100周年記念事業実行委員会
　（以下「実行委員会」という。）と称する。
　（目的）
第２条　実行委員会は、市制100周年記念事業（以下「記念事
　業」という。）の積極的かつ円滑な推進を図るため、必要な
　事業を行うことを目的とする。
　（事業）
第３条　実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の各
　号に掲げる事業を行う。
　⑴ 　実行委員会が主体となって行う記念事業の企画及び

実施に関すること。
　⑵ 　市民提案事業の承認に関すること。
　⑶ 　記念イベントの誘致、広報、宣伝方法などに関すること。
　⑷ 　その他記念事業の円滑な推進に関すること。

　　　第２章　組織
　（組織）
第４条　実行委員会は、会長、委員及び監事をもって組織する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。
　⑴ 　市内各種団体の代表及びその役職員
　⑵　公募により選出された者
　（役員）
第５条　実行委員会に、次の役員を置く。
　⑴　会長　　　１名
　⑵　副会長　　２名
　⑶　理事　　　４名
　⑷　監事　　　２名
　（役員の選出）
第６条　会長は、八王子市長をもって充てる。
２　副会長及び理事は、会長が総会の承認を得て、委員のう
　ちから委嘱する。
３　監事は、総会の承認を得て会長が委嘱する。
　（役員の職務）
第７条　会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長
　が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した順により、そ
　の職務を代理する。
３　理事は、理事会を構成し、第１３条第７項に掲げる事項
　を審議し、決定する。
４　監事は、実行委員会の財務を監査する。
　（任期等）
第８条　委員及び役員（以下「委員等」という。）の任期は、委
　嘱のときから実行委員会の目的が達成され解散するまでと
　する。
２　所属する機関又は団体等の役職員であることにより委員
　等となった者がその役職員を退任した場合は、その職を解
　き、会長は、必要に応じて後任者を補充することができる。
３　前項に定めるほか、会長は、委員等に特別な事情が生じ
　たときは、その職を解き、必要に応じて後任者を補充する

　ことができる。
４　第２項及び前項により選出された委員等の任期は前任者
　の残任期間とする。
５　会長は、第２項及び第３項の規定により委員等の変更が
　あった場合は、次の総会において報告する。
　（顧問及び参与）
第９条　実行委員会に顧問及び参与を置くことができる。
２　顧問及び参与は、会長が委嘱する。
３　顧問は、会長の諮問に応じ助言する。
４　参与は、実行委員会の事業に係る重要な事項について意
　見を述べることができる。
５　顧問及び参与の任期等は、前条の規定を準用する。
　（アドバイザー）
第１０条　実行委員会に、アドバイザーを置くことができる。
２　アドバイザーは、会長が委嘱する。
３　アドバイザーは、会則第３条各号に掲げる事項に関し、
　専門的知見からの助言その他必要な協力を行う。
４　アドバイザーは、会議に出席し、意見を述べることができる。

　　　第３章　会議
　（会議の種類）
第１１条　実行委員会に次に掲げる会議を置く。
　⑴　総会
　⑵　理事会
　⑶　専門委員会
　（総会）
第１２条　総会は、会長、委員及び監事をもって構成する。
２　総会は、会長が招集する。
３　総会の議長は、会長がこれにあたる。
４　総会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。
　⑴　事業計画及び事業報告に関すること。
　⑵　会則の制定及び改廃に関すること。
　⑶　予算及び決算に関すること。
　⑷　理事会に委任する事項に関すること。
　⑸　専門委員会の設置に関すること。
　⑹　専門委員会に付託及び委任する事項に関すること。
　⑺　その他重要な事項に関すること。
５　総会は、委員の過半数の出席をもって開会し、議事は出
　席委員の過半数でこれを決する。ただし、可否同数のときは、
　議長の決するところによる。
６　やむを得ない理由により総会に出席できない委員は、あ
　らかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、
　又は代理人に表決を委任することができる。この場合にお
　いて前項の適用については総会に出席したものとみなす。
７　会長がその職務を行うことができない場合、又は不在の
　場合には副会長が会長の職務を行う。
８　会長の要請に応じて、参与は総会に出席することができる。
　（理事会）
第１３条　理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
２　理事会に理事長を置き、会長をもって充てる。
３　理事会に副理事長を置き、副会長をもって充てる。
４　理事会は、必要に応じ理事長が招集する。
５　理事長は、理事会の議事を整理し、秩序を維持する。
６　理事長がその職務を行うことができない場合、又は不在
　の場合には副理事長が理事長の職務を行う。

７　理事会は、次の事項について審議し、決定する。
　⑴　総会から委任された事項に関すること。
　⑵　総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。
　⑶　専門委員会に付託及び委任する事項に関すること。
　⑷　その他理事長が必要と認める事項に関すること。
８　理事会は、前項の規定により審議し、決定したときは、次
　の総会において報告し、その承認を求めなければならない。
　（専門委員会）
第１４条　専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって
　構成する。
２　専門委員会は、専門委員の互選により委員長、副委員長
　を定める。
３　委員長は、専門委員会の議事を整理し、秩序を維持する。
４　専門委員会は、総会又は理事会（以下「総会等」という。）
　から付託された専門的事項について調査審議し、委員長は
　その結果を総会等に報告しなければならない。
５　専門委員会は、総会等から委任された事項について審議
　決定し、委員長はその結果を必要に応じて総会等に報告する。
６　委員長がその職務を行うことができない場合、又は不在
　の場合には副委員長が委員長の職務を行う。
７　専門委員の任期等は、第８条の規定を準用する。
８　専門委員会に関し必要な事項は、総会に諮って会長が別
　に定める。

　　　第４章　会長の専決処分
　（会長の専決処分）
第１５条　会長は、総会及び理事会を招集するいとまがない
　緊急事項又は総会等の権限に属する事項で軽易なものにつ
　いては、専決処分することができる。
２　会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の総
会等において報告し、その承認を求めなければならない。

　　　第５章　事務局
　（事務局）
第１６条　実行委員会の事務を処理するため、事務局を八王
　子市市制100周年記念事業推進室内に置く。
２　事務局に関し必要な事項は、会長が定める。

　　　第６章　会計
　（経費）
第１７条　実行委員会の予算は、八王子市の負担金及び協賛
　金、寄附金、その他の収入をもって充てる。
２　八王子市の負担金の額は、八王子市の予算の範囲する。
　（予算及び決算）
第１８条　実行委員会の収支予算は、総会の議決により定め、
　収支決算については、監事の監査を経て、総会の承認を得
　なければならない。
　（会計年度等）
第１９条　実行委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、
　翌年3月31日に終わる。
２　実行委員会の会計について必要な事項は、会長が別に定め
　るもののほか、八王子市の財務に関する諸規程等を準用する。

　　　第７章　補則
　（解散）

第２０条　実行委員会は、その目的が達成されたときに総会
　の議決を経て解散する。
　（残余財産の帰属）
第２１条　実行委員会が解散する時の収支決算において剰余
　金が生じたときは、その残余財産は八王子市に帰属する。
　（補則）
第２２条　この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営
　に関し必要な事項は、会長が定める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この会則は、平成27年2月9日から施行する。
　（有効期限）
２　この会則は、総会において解散が議決されたときにその
　効力を失う。
　　　附　則
　　この会則は、平成28年1月1日から施行する。

八王子市市制100周年記念事業実行委員会
専門委員会規程

　（趣旨）
第１条　この規程は、八王子市市制100周年記念事業実行委
　員会会則第１４条第８項の規定に基づき、八王子市市制
　100周年記念事業実行委員会専門委員会（以下「専門委員会」と
　いう。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
　（専門委員会の名称等）
第２条　専門委員会の名称及び総会又は理事会（以下「総会等」
　という。）からの付託事項及び委任事項は別表のとおりとする。
　（組織）
第３条　専門委員会に委員長１名及び副委員長１名を置く。
２　専門委員会の委員長及び副委員長は専門委員のうちから
　八王子市市制100周年記念事業実行委員会会長（以下「会長」
　という。）が委嘱する。
　（役員の職務）
第４条　委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。
２　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、
　又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
　（会議）
第５条　専門委員会の会議は、委員長が招集し、その議長と
　なる。
２　専門委員会は、専門委員の過半数の出席をもって開会し、
　議事は出席した専門委員の過半数で決する。ただし、可否
　同数のときは、議長の決するところによる。
３　やむを得ない理由により会議に出席できない専門委員は、
　あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、
　又は代理人に表決を委任することができる。この場合にお
　いて前項の適用については会議に出席したものとみなす。
４　専門委員会は必要があるときは、専門委員以外の者の出
　席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
　（補則）
第６条　この規程に定めるもののほか、専門委員会の運営等
　に関し必要な事項は、会長の承認を得て委員長が別に定める。

　　　附　則
　この規程は、平成27年2月9日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、平成27年10月30日から施行する。

八王子市市制100周年記念事業実施本部
設置要綱

　（目的及び設置）
第１条　八王子市市制100周年に係る記念事業の実施におい
　て、庁内の総合調整を図り、円滑に推進するため、八王子市
　市制100周年記念事業実施本部（以下「本部」という。）を置く。
　（所掌事項）
第２条　本部の所掌事項は、次のとおりとする。
　⑴　記念事業の企画に関すること。ただし、実行委員会の
　 記念事業の企画を除く。
　⑵　記念事業の円滑な実施を図るため、実行委員会との総
　 合調整に関すること。
　⑶　既存事業の調整に関すること。
　⑷　記念事業の推進に関すること。
　（組織）
第３条　本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、
　それぞれ、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。
　（本部長及び副本部長）
第４条　本部長は本部を総括する。
２　副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、
　あらかじめ本部長が指定する副本部長がその職務を代理する。
　（会議）
第５条　本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
　（幹事会）
第６条　本部の所掌事項に係る専門的事項について調整等を
　行うため、本部に幹事会を置く。
２　幹事会は幹事長及び委員をもって組織し、それぞれ、別
　表第２に掲げる職にある者をもって充てる。
３　前項に定めるほか、幹事会の委員は必要に応じて補充す
　ることができる。
４　幹事会の会議は、幹事長が招集する。
５　幹事長は幹事会において検討した事項を本部に報告する。
　（意見聴取）
第７条　本部の会議及び幹事会の会議は、必要がある場合に、
　本部及び幹事会の構成員以外の者の出席を求めて意見を聴
　取することができる。

　（アドバイザー）
第８条　本部に、アドバイザーを置くことができる。
２　アドバイザーは、本部長が委嘱する。
３　アドバイザーは、要綱第２条各号に掲げる事項に関し、
　専門的知見からの助言その他必要な協力を行う。
４　アドバイザーは、会議に出席し意見を述べることができる。
　（事務局）
第９条　本部の事務局を市制100周年記念事業推進室に置く。
２　事務局長は市制100周年記念事業推進室長をもって充てる。
３　事務局長は、次の職務を行う。
　⑴　本部に付議する事案の調整、整理及び提出に関すること。
　⑵　幹事会の組織、運営に関すること。
　⑶　その他、本部長が必要と認める事項に関すること。
　（解散）
第１０条　本部は、その目的が達成されたときに本部の議決
　を経て解散する。
　（委任）
第１１条　この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し
　て必要な事項は、本部長が定める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この要綱は、平成26年12月24日から施行する。
　（有効期限）
２　この要綱は、本部において解散が議決されたときにその
　効力を失う。
　　　附　則
　この要綱は、平成27年2月26日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成29年12月4日から施行する。

八王子市市制100周年記念事業ロゴマーク・
キャッチフレーズ

１　選定経過
　　⑴　ロゴマーク
　　　　ア　1次審査（平成27年5月20日実施）
　　　　　　専門委員会委員（広報宣伝委員会）による選定の
　　　　　　結果、361件中44作品が審査通過
　　　　イ　2次審査（平成27年5月25日実施）
　　　　　　市内美術大学教員（多摩美術大学名誉教授・東京
　　　　　　造形大学准教授）・記念事業アドバイザー・広報
　　　　　　宣伝委員会委員長による選定の結果、44作品中
　　　　　　上位4作品を順位付け
　　⑵　キャッチフレーズ
　　　　ア　1次審査（平成27年5月28日実施）
　　　　　　専門委員会委員（広報宣伝委員会）による選定の
　　　　　　結果、1,752件中48作品が審査通過
　　　　イ　2次審査（平成27年6月2日実施）
　　　　　　専門委員会委員（広報宣伝委員会・企画支援委員
　　　　　　会・シンボル事業委員会の委員長等）による選定
　　　　　　の結果、48作品中上位5作品を順位付け
２　最終決定
　　　平成27年6月5日記念事業実行委員会（理事会）の承認
　　を経て各1作品を決定
　　⑴　ロゴマーク最優秀作品賞作者
　　　　テメル華代さん
　　⑵　キャッチフレーズ最優秀作品賞作者
　　　　仲田光一さん
３　ロゴマーク募集要項
　　　八王子市は、平成29年に市制100周年を迎えます。市制
　　100周年を記念し、様々な記念事業の展開や市内外に対
　　する本市の魅力を発信するにあたり、全市の統一感を創
　　出するとともに、ふるさと八王子への愛着を深めるシン
　　ボルとして、記念事業に使用できるロゴマークを次のと
　　おり募集いたします。
　　⑴　募集作品
　　　「八王子市市制100周年記念事業」のロゴマークのデザイン
　　　　ア　内容
　　　　　　八王子市市制100周年記念事業を、市内外にPR
　　　　　　するために適したもの。
　　　　　　八王子市が「100周年」であることを表現してい
　　　　　　ること。
　　　　　　ロゴマークの色数及び大きさは自由であるが、
　　　　　　単色での使用、また、拡大及び縮小での使用も
　　　　　　考慮すること。
　　　　イ　参考　
　　　　　　八王子市市制100周年記念事業基本構想（一部抜粋）
　　　　　　○基本理念
　　　　　　　市制100周年という記念の節目を全市をあげ
　　　　　　て祝い、本市を創り上げてきた先人たちの功績
　　　　　　をたたえる。あわせて、まちの魅力を再認識し
　　　　　　て次世代に伝え、活かすことにより更なる市勢
　　　　　　発展の契機とし、新たな100年に向けた魅力あ
　　　　　　ふれる八王子を創造する。
　　　　　　○基本方針

　　　　　①市制100周年を全市をあげて祝い、ふるさと　
　　　　　　八王子への愛着を深める。
　　　　　②八王子の魅力を再認識し、次世代へ継承すると
　　　　　　ともに、広く発信する。
　　　　　③八王子の豊富な地域資源をより一層活用して、
　　　　　　人々が楽しみ、集い、わくわくする、まちのにぎ
　　　　　　わいを創出する。
　　⑵　応募資格
　　　　どなたでもご応募いただけます。（年齢、住所、プロ・
　　　　アマチュアを問いません。）
　　⑶　募集期間
　　　　平成27年3月16日（月）～ 5月15日（金）必着
　　⑷　応募方法
　　　　お１人何作品でもご応募いただけます。
　　　ア　用紙による応募
　　　　　　応募用紙またはA4判白色用紙を縦長で使用し、
　　　　　縦横15cmの枠内にデザインしてください。
　　　（ア）　１作品につき、１用紙としてください。
　　　（イ）　作品ごとに、①ロゴデザイン、②作品の説明（100
　　　　　字程度）、③郵便番号、④住所、⑤氏名、⑥氏名ふり
　　　　　がな、⑦年齢、⑧電話番号、⑨職業（学校名・学年）を
　　　　　記載してください。
　　　（ウ）　送付先
　　　　　　〒192-8501八王子市元本郷町3-24-1
　　　　　　八王子市市制100周年記念事業実行委員会事務
　　　　　　局（総務部記念事業課内）
　　　　　　「ロゴマーク募集」担当あて
　　　　　　　※作品は折り曲げずに送付してください。
　　　　　　　※FAXによる応募はできません。
　　　イ　電子データによる応募
　　　（ア）　作 品 の フ ァ イ ル 容 量 は2MB以 下、解 像 度 は
　　　　　350dpi程度で、形式はPDF、JPEGまたはGIFとして
　　　　　ください。
　　　（イ）　Eメールにてお送りください。
　　　　　①メール件名を「市制100周年記念事業ロゴマーク
　　　　　　応募」としてください。
　　　　　②１作品につき、メール１通としてください。
　　　　　③応募用紙及び電子データをメールに添付してご
　　　　　　応募ください。
　　　　　④採用された場合、後日、元のデータを郵送など
　　　　　　の方法により、お送りいただくことがあります。
　　　　　⑤メール提出におけるいかなるトラブルについて
　　　　　　も、八王子市及び本実行委員会は一切の責任を
　　　　　　負いかねますので、ご了承ください。
　　　　　⑥送付先アドレス：b021200 @city.hachioji.tokyo.jp
　　⑸　審査方法
　　　　　八王子市市制100周年記念事業実行委員会におい
　　　　て選考を行い、八王子市ホームページ及び広報によ
　　　　り、9月頃に発表する予定です。
　　⑹　賞品
　　　　　採用作品1点　賞状と八王子市の特産品（5万円相当）
　　⑺　採用作品の取扱い
　　　　　八王子市市制100周年記念事業に関する印刷物、
　　　　グッズ、ウェブサイトなどに使用します。
　　⑻　注意事項

　　　ア　応募に関する事項
　　　（ア）　費用の扱い
　　　　　　　デザイン画の作成及び応募にかかる費用はす
　　　　　　べて応募者の負担とし、応募作品は返還しません。
　　　（イ）　失格となる場合
　　　　　　①提出書類に虚偽の記載をした場合
　　　　　　②提出期限内に所定の書類を提出しなかった場合
　　　　　　③募集要項の条件を満たしていない場合
　　　（ウ）　個人情報の取扱い
　　　　　　　応募者の個人情報は、応募作品の選考、採用
　　　　　　通知、採用作品の発表、賞品の授与のために使用
　　　　　　します。採用された作品の、作者氏名、住所の区
　　　　　　市町村名などについて公表します。
　　　イ　著作権に関する事項
　　　（ア）　　募集する作品は、応募者が創作した未公表の
　　　　　　作品とします。
　　　（イ）　　作品の中に第三者が著作権等の権利を有して
　　　　　　いる著作物等を利用していないものとします。
　　　（ウ）　　応募者は応募作品の商標・意匠の出願・登録を
　　　　　　しないこととします。
　　　（エ）　　応募者は、応募事業の紹介や記録のために八
　　　　　　王子市及び本実行委員会が応募作品を利用する
　　　　　　ことを認めることとします。
　　　（オ）　　採用作品の著作権（著作権法第27条及び第28
　　　　　　条に規定する権利を含む）は、八王子市に帰属
　　　　　　します。
　　　（カ）　　当選者は、採用作品の一部修正・翻案を八王
　　　　　　子市に認めることとします。その場合において、
　　　　　　著作者の名誉・声望を害しない方法による改変
　　　　　　利用については、作品の同一性保持権（著作権
　　　　　　法20条）を含む一切の著作権を行使しないもの
　　　　　　とします。
　　　（キ）　　当選者は、八王子市が採用作品の商標・意匠
　　　　　　の出願・登録をすることを認めることとします。
　　　（ク）　　第三者から権利侵害などの損害賠償が提起さ
　　　　　　れた場合は、八王子市及び本実行委員会では一
　　　　　　切の責任を負いかねますので、応募者自らの責
　　　　　　任と費用で解決してください。また、八王子市
　　　　　　及び本実行委員会が損害を被った場合は、損害
　　　　　　を賠償していただきます。
　　　ウ　当選に関する事項
　　　（ア）　当選者が未成年者の場合の取扱い
　　　　　　　親権者の同意を得た上で、採用作品の決定と
　　　　　　賞品の贈呈を行います。
　　　（イ）　取り消しとなる場合
　　　　　　　以下の場合等には、採用決定後であっても採
　　　　　　用を取り消し、賞品を返還いただくことがあり
　　　　　　ます。
　　　　　　①作品の中に第三者が著作権等の権利を有して
　　　　　　　いる著作物等を利用していることが判明した
　　　　　　　場合
　　　　　　②作品が既発表のデザインと同一又は類似して
　　　　　　　いた場合
　　　　　　③応募者の作品ではないことが判明した場合
　　　エ　その他の事項

　　　（ア）　　応募作品は、すべて募集要項の記載事項に同
　　　　　　意いただいたものとみなします。
　　　（イ）　　募集要項に記載された事項以外について取り
　　　　　　決める必要が生じた場合は、本実行委員会の判
　　　　　　断により決定します。
４　キャッチフレーズ募集要項
　　　八王子市は、平成29年（2017年）に市制100周年を迎え
　　ます。市制100周年を記念し、様々な記念事業の展開や市
　　内外に対する本市の魅力を発信するにあたり、全市の統
　　一感を創出するとともに、ふるさと八王子への愛着を深
　　めるために、記念事業に使用できるキャッチフレーズを
　　次のとおり募集いたします。
　　⑴　募集作品
　　　「八王子市市制100周年記念事業」のキャッチフレーズ
　　　　ア　文字数
　　　　　　　最大20文字程度（記号も１文字とする）
　　　　イ　要件
　　　　　　　応募者が創作した未発表かつ、他のコンクー
　　　　　　ルに出品していないもの。
　　　　ウ　参考
　　　　　　八王子市市制100周年記念事業基本構想（一部抜粋）
　　　　　　○基本理念
　　　　　　　市制100周年という記念の節目を全市をあげ
　　　　　　て祝い、本市を創り上げてきた先人たちの功績
　　　　　　をたたえる。あわせて、まちの魅力を再認識し
　　　　　　て次世代に伝え、活かすことにより更なる市勢
　　　　　　発展の契機とし、新たな100年に向けた魅力あ
　　　　　　ふれる八王子を創造する。
　　　　　　○基本方針
　　　　　　①市制100周年を全市をあげて祝い、ふるさと
　　　　　　　八王子への愛着を深める。
　　　　　　②八王子の魅力を再認識し、次世代へ継承する
　　　　　　　とともに、広く発信する。
　　　　　　③八王子の豊富な地域資源をより一層活用して、
　　　　　　　人々が楽しみ、集い、わくわくする、まちのに
　　　　　　　ぎわいを創出する。
　　⑵　応募資格
　　　　どなたでもご応募いただけます。（年齢、住所、プロ・
　　　　アマチュアを問いません。）
　　⑶　募集期間
　　　　平成27年3月16日（月）～ 5月15日（金）必着
　　⑷　応募方法
　　　　お１人何作品でもご応募いただけます。
　　　ア　用紙による応募
　　　（ア）　応募用紙を使用してください。
　　　（イ）　用紙ごとに、①キャッチフレーズ、②郵便番号、
　　　　　　③住所、④氏名、⑤氏名ふりがな、⑥年齢、⑦電話
　　　　　　番号、⑧職業（学校名・学年）を記載してください。
　　　（ウ）　送付先
　　　　　　〒192-8501八王子市元本郷町3-24-1
　　　　　　八 王 子 市 市 制100周 年 記 念 事 業 実 行 委 員 会
　　　　　　事務局（総務部記念事業課内）
　　　　　　「キャッチフレーズ募集」担当あて
　　　　　　※FAXによる応募はできません。
　　　イ　電子データによる応募

　　　（ア）　応募用紙を八王子市ホームページからダウン
　　　　　　ロードし、必要事項を記入してください。
　　　（イ）　Eメールにてお送りください。
　　　　　　①メール件名を「市制100周年記念事業キャッチ
　　　　　　　フレーズ応募」としてください。
　　　　　　②応募用紙をメールに添付してご応募ください。
　　　　　　③メール提出におけるいかなるトラブルについ
　　　　　　　ても、八王子市及び本実行委員会は一切の責
　　　　　　　任を負いかねますので、ご了承ください。
　　　　　　④送付先アドレス：b021200 @cy.hachioji.tokyo.jp
　　⑸　審査方法
　　　　　八王子市市制100周年記念事業実行委員会におい
　　　　て選考を行い、八王子市ホームページ及び広報によ
　　　　り、9月頃に発表する予定です。
　　⑹　賞品
　　　　採用作品1点　賞状と八王子市の特産品（3万円相当）
　　⑺　採用作品の取扱い
　　　　　八王子市市制100周年記念事業に関する印刷物、
　　　　グッズ、ウェブサイトなどに使用します。
　　⑻　注意事項
　　　　ア　応募に関する事項
　　　　（ア）　費用の扱い
　　　　　　　　応募にかかる費用はすべて応募者の負担と
　　　　　　　し、応募作品は返還しません。
　　　　（イ）　失格となる場合
　　　　　　　①提出書類に虚偽の記載をした場合
　　　　　　　②提出期限内に所定の書類を提出しなかった場合
　　　　　　　③募集要項の条件を満たしていない場合
　　　　（ウ）　個人情報の取扱い
　　　　　　　　応募者の個人情報は、応募作品の選考、採
　　　　　　　用通知、採用作品の発表、賞品の授与のために
　　　　　　　使用します。採用された作品の、作者氏名、住
　　　　　　　所の区市町村名などについて公表します。
　　　　イ　著作権に関する事項
　　　　（ア）　　募集する作品は、応募者が創作した未公表
　　　　　　　かつ、他のコンクールに出品していないもの
　　　　　　　とします。
　　　　（イ）　　作品の中に第三者が著作権等の権利を有し
　　　　　　　ている著作物等を利用していないものとします。
　　　　（ウ）　　応募者は、応募事業の紹介や記録のために
　　　　　　　八王子市及び本実行委員会が応募作品を利用
　　　　　　　することを認めることとします。
　　　　（エ）　　採用作品の著作権は、八王子市に帰属します。
　　　　（オ）　　第三者から権利侵害などの損害賠償が提起
　　　　　　　された場合は、八王子市及び本実行委員会で
　　　　　　　は一切の責任を負いかねますので、応募者自
　　　　　　　らの責任と費用で解決してください。また、
　　　　　　　八王子市及び本実行委員会が損害を被った場
　　　　　　　合は、損害を賠償していただきます。
　　　　ウ　当選に関する事項
　　　　（ア）　当選者が未成年者の場合の取扱い
　　　　　　　　親権者の同意を得た上で、採用作品の決定
　　　　　　　と賞品の贈呈を行います。
　　　　（イ）　取り消しとなる場合
　　　　　　　　以下の場合等には、採用決定後であっても

　　　　　　　採用を取り消し、賞品を返還いただくことが
　　　　　　　あります。
　　　　　　①作品の中に第三者が著作権等の権利を有して
　　　　　　　いる著作物等を利用していることが判明した
　　　　　　　場合
　　　　　　②作品が既発表のものと同一又は類似していた
　　　　　　　場合
　　　　　　③応募者の作品ではないことが判明した場合
　　　　エ　その他の事項
　　　　（ア）　　応募作品は、すべて募集要項の記載事項に
　　　　　　　同意いただいたものとみなします。
　　　　（イ）　　募集要項に記載された事項以外について取
　　　　　　　り決める必要が生じた場合は、本実行委員会
　　　　　　　の判断により決定します。

八王子市市制100周年記念事業
市民提案事業補助金交付要綱

　（総則）
第１条　この要綱は、八王子市市制100周年記念事業市民提
　　　案事業にかかる補助金について、規則を定めるほか、
　　　必要な事項を定めるものとする。
　（補助の目的）
第２条　「市民提案事業」は、市制100周年を全市をあげて祝
　　　うため、記念事業の一つとして、市民や本市にゆかり
　　　のある人々が、未来につながる魅力あふれる八王子を
　　　創造するために、自ら企画・実施する事業に対し、補助
　　　金の交付により一定の支援を行うことを目的とする。
　（補助の対象となる事業）
第３条　補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」
　　　という。）は、以下のものとする。
　　　⑴　八王子市市制100周年記念事業基本構想の理念・方
　　　　針に則った事業
　　　⑵　平成29年1月1日より平成29年12月31日までに実
　　　　施・完了する事業
　　　⑶　原則として八王子市内で行われる事業
　（補助金の額）
第４条　1事業に対して上限額を100万円として、対象となる
　　　経費について補助を行う。
　（補助対象事業の公募）
第５条　八王子市市制100周年記念事業実行委員会会長（以下
　　　「会長」という。）は、補助対象事業を、期間を定めて募
　　　集するものとする。
２　会長は、補助対象事業の募集に先立ち、募集要項を定め
　て公表しなければならない。
３　前項の募集要項には、補助対象事業の選考方法を明記し
　なければならない。
　（補助金の申し込み）
第６条　前条の募集に応じて申し込みをしようとする団体
　（以下「応募団体」という。）は、「市民提案事業企画書」（様式
　１）及びその付属資料により行うこととし、前条第２項の
　募集要項で指定する期日までに会長に提出しなければならない。
　（補助対象事業の選考及び通知）

第７条　会長は、前条の規定による応募書類の提出を受けた
　　　事業について、別に定める選考方法により選考しなけ
　　　ればならない。
２　会長は、前項による事前選考の結果を「市民提案事業補
　助金交付対象事業事前選考結果通知書」（様式２）により、
　速やかに当該応募団体に通知しなければならない。
３　会長は、第１項による選考の結果を受けて補助金を交付
　することが適当であると認められる事業を選考したときは、
　「市民提案事業補助金交付対象事業選考結果通知書」（様式
　３）により、速やかに当該応募団体に通知しなければならない。
　（補助金交付の申請及び決定）
第８条　前条により補助金交付対象事業として補助金交付予
　　　定額の通知を受けた団体は、所定の期日までに、「市民
　　　提案事業補助金交付申請書」（様式４）により申請を行
　　　わなければならない。
２　会長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内
　容が前条第１項の選考の際と変わらない（軽微な変更は除
　く）限りにおいて、速やかに補助金の交付を決定し、申請者
　に「市民提案事業補助金交付決定通知書」（様式５）により通
　知しなければならない。
　（交付決定状況の公表）
第９条　会長は、前条第２項により補助金の交付を決定した
　　　ときは、補助対象事業、補助金の交付を受ける団体（以
　　　下「補助団体」という。）の名称及び補助金交付決定額を
　　　公表しなければならない。
　（補助金の交付）
第10条　補助金は、平成28年度実施の採用事業については第
　　　８条第２項の規定による交付決定の後、速やかに交付
　　　する。また、平成29年度実施の採用事業については平
　　　成29年4月以降速やかに補助金を交付する。
　（補助対象事業計画の変更等）
第11条　補助金交付決定後において、事業の内容や予算等に
　　　変更が生じたときは、「市民提案事業補助金交付事業
　　　計画変更申請書」（様式６）により申請を行わなければ
　　　ならない。
２　会長は、前項の規定による変更を承認したときは、補助
　金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。
　（進捗状況報告）
第12条　補助団体は事業開始6か月前及び1か月前に、進捗状
　　　況を「市民提案事業補助金交付事業進捗状況報告書」
　　　（様式７）により報告しなければならない。
　（事業報告）
第13条　補助団体は事業終了後「市民提案事業補助金交付事
　　　業報告書」（様式８）及び「市民提案事業補助金収支決算
　　　書」（様式９）により報告を行わなければならない。
　（補助金額の確定）
第14条　会長は、前条の規定により事業報告書類の提出を受
　　　けたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「市民提
　　　案事業補助金確定通知書」（様式10）により補助団体に
　　　通知する。
　（事業実績の公表）
第15条　会長は、前条の規定による補助金等の額を確定した
　　　ときは、補助対象事業の成果について市民に公表する
　　　ものとする。
　（補助金の返還について）

第16条　会長は、第11条第2項の規定により補助金の交付の
　　　決定を取り消し若しくは変更した場合又は第14条の規
　　　定により補助金の額を確定した場合において、補助事
　　　業の当該取り消し若しくは変更に係る部分又は確定額
　　　を超える補助金に関し、既に補助金が交付されている
　　　ときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
　（普及広報）
第17条　補助団体は、補助金の交付を受けた事業を実施する
　　　ときは、ポスター・チラシ等の作成にあたっては、必ず
　　　「八王子市市制100周年記念事業　市民提案事業」の文
　　　言と八王子市市制100周年記念事業の「ロゴマークと
　　　キャッチフレーズ」の表示を行うものとする。
　（担当部の指定等）
第18条　会長は、第７条に規定する選考、第11条に規定する
　　　変更の承認及び第13条に規定する補助金額の確定を行
　　　うにあたり、八王子市市制100周年記念事業実行委員
　　　会事務局により決定した市担当所管に意見を求めるこ
　　　とができるものとする。
　（事務所管）
第19条　この要綱に基づく補助金に関する事務は、八王子市
　　　市制100周年記念事業実行委員会事務局において処理
　　　する。
　（補則）
第20条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付につい
　　　て必要な事項は、会長が別に定める。

　　　附　則
　　この要綱は、平成27年11月15日から施行する。

八王子市市制100周年記念事業・
全国都市緑化はちおうじフェア協賛要綱

　（趣旨）
第１条　この要綱は、八王子市市制100周年記念事業及び全
　国都市緑化はちおうじフェア（以下「記念事業・緑化フェア」
　という。）の趣旨に賛同する法人その他の団体（以下「企業
　等」という。）が、記念事業・緑化フェアに協賛する際に必要
　な事項を定めるものです。
　（協賛）
第２条　この要綱において、協賛とは、企業等が、市制100周
　年記念事業実行委員会・第34回全国都市緑化はちおうじ
　フェア実行委員会（以下「実行委員会」という。）に対して行
　う次の各号に掲げる行為とします。
　⑴　資金協賛　記念事業・緑化フェアの実施に要する資金

（以下「協賛金」という。）の提供
　⑵　物品協賛　記念事業・緑化フェアの実施に要する物品

（以下「協賛物品」という。）の提供
２　協賛物品は、物品協賛をお申し出いただける企業等と実
　行委員会が協議して決定いたします。なお、協賛物品には
　協賛物品を提供した企業等の名称等を表示していただくこ
　ともできます。
　（募集期間）
第３条　募集期間は、平成29年６月30日までとします。ただし、
　状況に応じて募集期間を延長することができるものとします。

　（協賛依頼の対象者）
第４条　実行委員会は、記念事業・緑化フェアの趣旨に賛同
　する企業等に対して協賛を依頼します。
　（協賛の申込等）
第５条　協賛をお申し出いただける企業等は、あらかじめ記
　念事業・緑化フェアへの協賛申込書（様式第１号。以下「申
　込書」という。）を実行委員会会長に提出していただきます。
２　実行委員会会長は、申込書の提出があった場合、第11条
　第１項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、申込
　者に対し記念事業・緑化フェアの協賛申込受理書（様式第２
　号）により受理した旨を通知します。
　（協賛金の振込等）
第６条　第２条第１項第１号に規定する資金協賛を行おうと
　する企業等は、前条第２項による通知を受けた場合、速や
　かに、実行委員会が指定する金融機関に協賛しようとする
　金額を一括して納付していただきます。ただし、平成29年
　７月31日までの期間内で、協賛金を分割して納付すること
　もできます。
２　実行委員会が申込者から協賛金を受領したときは、資金
　協賛受領書（様式第３号）を発行するものとします。
　（協賛物品の受納等）
第７条　第２条第１項第２号に規定する物品協賛を行おうと
　する企業等は、第５条第２項による通知を受けた場合、実
　行委員会が指定する方法により、協賛物品を納入していた
　だきます。
２　実 行 委 員 会 が 申 込 者 か ら 物 品 を 受 領 し た と き は、物
　品協賛受領書（様式第４号）を発行するものとします。
　（100周年応援寄附の申込等）
第８条　100周年応援寄附をお申し込みいただける企業等は、
　あらかじめ記念事業・緑化フェアへの寄附申込書（様式第５
　号。以下「寄附申込書」という。）を実行委員会に提出のうえ、
　納付していただきます。
２　実行委員会が申込者から寄附を受領したときは、寄附受
　領書（様式第６号）を発行するものとします。
　（協賛の特典等）
第９条　実行委員会は、第５条第２項の規定による通知、ま
　たは第８条による寄附を受けた企業等（以下「協賛者」とい
　う。）に、協賛金額に応じて別紙「協賛特典」のとおり広告宣
　伝の特典を付与します。
２　第７条第１項の規定による協賛者の特典については、実
　行委員会が協賛内容から換算した金額に応じて、別紙「協
　賛特典」のとおり広告宣伝の特典を付与します。
　（協賛金の使途）
第10条　協賛金は、次の各号のいずれかに掲げる経費に充て
　るものとします。
　⑴　　記念事業・緑化フェアを広く周知するために要する経費
　⑵　　記念事業・緑化フェアのイベントの実施に要する経費
　⑶　　その他記念事業・緑化フェアの開催に付随する経費
　　　で必要と認められるもの
２　実行委員会は、資金協賛に基づく物品の製作等をしたと
　きは、資金協賛者に対して資金協賛報告書（様式第７号）を
　送付するものとします。
　（協賛申込の不受理等）
第11条　実行委員会会長は、申込者が、次の各号のいずれか
　に該当する場合は、申込書を受理しないものとし、申込者

　に対しその旨通知します。
　⑴　　特定の政治、思想、宗教等の活動を目的とした団体、
　　　又は記念事業・緑化フェアを特定の政治、思想、宗教等
　　　の活動に利用する恐れのある者
　⑵　　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律　
　　　（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団
　　　又は暴力団の構成員であると認められる者
　⑶　　法令又は公序良俗に反する者
　⑷　　記念事業・緑化フェアについて、品位を傷つけ、又は
　　　正しい理解を妨げる恐れのある者
　⑸　　その他実行委員会会長が不適当と判断する者
２　実行委員会会長は、第５条第２項により協賛の申込を受
　理された者が、その後、前項各号のいずれかに該当するに
　至った場合、又は前項各号のいずれかに該当することが判
　明した場合は、協賛を取り消すものとし、協賛者に対し、そ
　の旨を通知します。

　　附　則
　この要綱は、平成29年2月1日から施行します。

機関・団体等役職名機関・団体等役職名
八王子市長
八王子商工会議所会頭
八王子市町会自治会連合会会長
公益社団法人
八王子観光コンベンション協会会長

社会福祉法人八王子市社会福祉協議会会長
大学コンソーシアム八王子会長
公益財団法人
八王子市学園都市文化ふれあい財団理事長

八王子市商店会連合会会長
八王子市農業協同組合代表理事組合長
八王子障害者団体連絡協議会代表
東京都八王子食品衛生協会会長
八王子防犯協会会長
高尾防犯協会会長
南大沢防犯協会会長
八王子市消防団団長
八王子市青少年対策地区委員会連絡会会長
八王子市公立小学校長会会長
八王子市立中学校長会会長
NPO法人八王子市レクリエーション協会会長
八王子国際協会理事長
NPO法人八王子市体育協会会長
八王子文化連盟理事長
NPO法人八王子市民活動協議会理事長
一般社団法人八王子青年会議所理事長
市民委員
市民委員
市民委員
市民委員
市民委員
東京税理士会八王子支部長
八王子市会計部

八王子市議会議長
八王子市議会副議長
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子市議会議員
八王子警察署長
高尾警察署長
南大沢警察署長
八王子消防署長

伊藤　裕司
村松　　徹
市川　潔史
森　　英治
小林　信夫

水野　じゅん
小林　鈴子
陣内　泰子
鈴木　勇次
荻田　米蔵
福安　　徹
相澤　耕太
五間　　浩
中島　正寿
伊藤　忠之
浜中　賢司
鈴木　基司

美濃部　弥生
渡口　　禎
吉本　孝良
星野　直美

小林　ひろえ
西本　和也

青柳　有希子
馬場　貴大
及川　賢一
鳴海　有理

八木下　輝一
石井　宏和
梶原　幸子
石川　裕司
前田　佳子
市川　克宏

西山　賢
岩田　祐樹

佐藤　梓
渡部　雅洋
水落　豊蔵

大嶺　忍
手塚　徳

参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与
参与

氏名 実行委員会での役職
石森　孝志

秋間　利久

大野　　彰

尾川　朋治
軽部　征夫

三浦　眞一

深沢　靖彦
原島　元義

杉浦　貢
峯尾　誠

内田　　智
堀　武彦

酢屋　善元
井上　潔

和田　賢一
小池　愼一郎

田中　史人
塩澤　迪夫
平野　吉三
澤本　則男
白澤　宏規
石井　利一
青田　一宏

池田　ヒロミ
曽我　貴美子

橋本　秋穂
上田　朝之

伊藤　則久
今川　邦洋

会長
副会長
副会長

委員（理事）

委員（理事）
委員（理事）

委員（理事）

委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
監事
監事

氏名 実行委員会での役職

八王子市市制100周年記念事業実行委員会委員等名簿　（順不同・敬称略）　H30年2月19日現在 協賛企業・団体
以 下 の 企 業・団 体 の 方 々 か ら ご 協 賛 を い た だ き ま し た 。

あ り が と う ご ざ い ま し た 。

機関・団体名
専門委員（シンボル事業委員会）

八王子文化連盟事務局長
八王子商工会議所事務局長
社会福祉法人八王子市社会福祉協議会
福祉総務課長

東京都八王子食品衛生協会会長

八王子国際協会事務局長
NPO法人八王子市体育協会副会長
市民委員
市民委員

土井　俊彦
細谷　幸男

大島　和彦

峯尾　誠

委員長
副委員長

春田　博
植松　日出男

尾嵜　敏夫

氏名 役職

八王子市市制100周年記念事業実行委員会専門委員名簿　（順不同・敬称略）　H30年2月19日現在

八王子市青少年対策地区委員会連絡会
八王子市青少年対策第四地区委員会会長

池田　ヒロミ
上田　朝之

機関・団体名
専門委員（広報宣伝委員会）

八王子市商店会連合会副会長
八王子市町会自治会連合会中部地区連合会長
公益社団法人八王子観光コンベンション協会事務局長
八王子市農業協同組合指導経済部指導広報課課長
一般社団法人八王子青年会議所　創立50周年記念事業特別委員会委員長
市民委員

青木　訓行
小室　崇司
田口　秀夫
田中　伸晃

五十嵐　勝平
橋本　秋穂

委員長
副委員長

氏名 役職

機関・団体名
専門委員（企画支援委員会）

NPO法人八王子市民活動協議会副理事長
NPO法人
八王子市レクリエーション協会常務理事

八王子障害者団体連絡協議会代表

市民委員
市民委員

大学コンソーシアム八王子
東京工科大学事務局次長

浅野　里惠子

岡本　夢乃

杉浦　貢

田中　祐輔

委員長

副委員長

田中　裕

氏名 役職

公益財団法人
八王子市学園都市文化ふれあい財団
経営管理課長

曽我　貴美子

ゴールドパートナー

八王子100thスポンサー

株式会社河内屋　　中央電子株式会社
株式会社菊池製作所　　株式会社スリーボンド　　株式会社ソフトテック　　日本水産株式会社八王子総合工場・中央研究所　　
八王子市技術連絡会　　株式会社ベネフィット・ワン
株式会社イタリアントマト　株式会社イトーヨーカ堂（八王子店、南大沢店）　有限会社ウーリー　青梅信用金庫　株式会社オータマ
株式会社くまざわ書店　学校法人桑沢学園・東京造形大学　株式会社茶山　株式会社ジェイコム八王子　学校法人多摩美術大学　テスコ株式会社
東京ガス株式会社・多摩支店　東京八王子いちょうライオンズクラブ・東京八王子高尾ライオンズクラブ一同　
トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ株式会社　八王子市農業協同組合　八王子ゆめおりサポート株式会社　
パルスモ株式会社・八王子事業所　株式会社明治・研究本部　株式会社山梨中央銀行

100周年協力企業

イオンクレジットサービス株式会社　　京王電鉄株式会社
株式会社エム・アンド・ビー・フローラ　　カシオ計算機株式会社・八王子技術センター　　株式会社ケイアイ　　
大和自動車ガラス株式会社　　株式会社八王子エルシィ　　美ささ不動産グループ
アサヒビール株式会社　株式会社榮太樓總本鋪　株式会社エンラージ　有限会社小澤酒造場　株式会社海苑　京王八王子ショッピングセンター　
株式会社五嶋造園　三幸商事株式会社　JR 東京西駅ビル開発株式会社　株式会社タクト　株式会社多摩ニッタンサービス　有限会社つるや製菓
株式会社東急モールズテベロップメント・八王子東急スクエア　学校法人東京純心女子学園　八王子南多摩建築組合　株式会社ヒューマン・ライフ　
株式会社まちワイ　株式会社村内ファニチャーアクセス　株式会社ユーエス

メインパートナー

100万円以上の資金協賛をいただいた企業・団体

10万円以上の資金協賛をいただいた企業・団体

10万円以上の物品協賛をいただいた企業・団体

300万円以上の資金協賛をいただいた企業・団体
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